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（午前９時 ３０分）

川端龍雄議長

皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員は２２名であり、定足数に達しております。

川端龍雄議長

ただいまから平成２１年９月紀北町議会定例会を開会いたします。

会期日程並びに議事日程につきましては、お手元に配布のとおりでありますので、ご了承

ください。

なお、今期定例会において、議会放送番組収録のため、ＺＴＶ及び企画課職員による撮影

等を許可することにします。

それでは会期日程並びに議事日程を議会事務局長に朗読させます。

中野議会事務局長。

中野直文議会事務局長

それでは、会期日程並びに議事日程を朗読させていただきます。

平成２１年９月紀北町議会定例会会期日程表

日程第１日 ９月８日、火曜日、９時３０分本会議、開会、議案上程、説明、質疑、委員会

付託。なお、一般質問の受付締め切りは、午後５時間までとなっております。

第２日 ９月９日、水曜日、休会、常任委員会開催。

第３日 ９月１０日、木曜日、休会、常任委員会開催。

第４日 ９月１１日、金曜日、休会、常任委員会の開催でございます。

第５日 ９月１２日、土曜日、休日。

第６日 ９月１３日、日曜日、休日。

第７日 ９月１４日、月曜日、休会。

第８日 ９月１５日、火曜日、９時３０分本会議、一般質問。

第９日 ９月１６日、水曜日、９時３０分本会議、一般質問。

第１０日 ９月１７日、木曜日、９時３０分本会議、一般質問でございます。

第１１日 ９月１８日、金曜日、９時３０分本会議、委員長報告、質疑、討論、採決、閉会とな
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ります。

平成２１年９月紀北町定例会議事日程（第１号）

平成２１年９月８日（火曜日）午前９時３０分開議

第１ 会議録署名議員の指名

第２ 会期の決定

第３ 諸般の報告

第４ 行政報告

第５ 議案第４０号 紀北町国民健康保険条例の一部を改正する条例

第６ 議案第４１号 紀北町教育集会所条例の一部を改正する条例

第７ 議案第４２号 訴えの提起について（所有権移転登記手続請求訴訟）

第８ 議案第４３号 平成２１年度紀北町一般会計補正予算（第２号）

第９ 議案第４４号 平成２１年度紀北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

第１０ 議案第４５号 平成２１年度紀北町老人保健特別会計補正予算（第１号）

第１１ 議案第４６号 平成２１年度紀北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

第１２ 認定第１号 平成２０年度紀北町一般会計歳入歳出決算認定について

第１３ 認定第２号 平成２０年度紀北町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

第１４ 認定第３号 平成２０年度紀北町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について

第１５ 認定第４号 平成２０年度紀北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

第１６ 認定第５号 平成２０年度紀北町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て

第１７ 認定第６号 平成２０年度紀北町水道事業会計決算認定について

第１８ 報告第８号 平成２０年度健全化判断比率の報告について

第１９ 報告第９号 平成２０年度公営企業に係る資金不足比率の報告について

第２０ 請願案件

以上でございます。

川端龍雄議長

これから本日の会議を開きます。
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日程第１

川端龍雄議長

日程第 １ 会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第 １１９条の規定に基づき、本日の会議録署名議員に、

１０番 岩見雅夫君

１１番 入江康仁君

のご両名を指名いたします。

日程第２

川端龍雄議長

次に日程第 ２ 会期の決定の件を議題といたします。

本定例会の会期は、本日９月８日から９月１８日までの１１日間にしたいと思います。ご異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

異議なしと認めます。

したがって、本定例会の会期は、本日９月８日から９月１８日までの１１日間とすることに決

定しました。

日程第３

川端龍雄議長

次に日程第３ 諸般の報告を行います。
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去る９月３日に議会運営委員会が開催され、９月定例会に関する運営などについて協議が

行われました。その確認事項等についてご報告申し上げます。

まず、定例会において提案され受理した案件は、議案については第４０号から第４６号までの

７件、認定案件が６件、報告が２件、請願が３件であり、合計１８件となっています。

次に、決算審査については、議会運営委員会における協議の結果、決算特別委員会を設置

し、審査することで決定いたしております。委員の定数は１０人とし、構成については、総務

財政常任委員会から４人、教育民生常任委員会から３人、産業建設常任委員会から３人を選

出していただきます。なお、議案については本日の本会議において追加議案として提出した

いと思っております。各常任委員長においては、休憩中にそれぞれ委員の選出をしていただ

くよう、お願い申し上げます。議案の提出者については議長発議とし、委員は議長が指名す

ることで取り扱いをいたします。ご了承ください。

次に、一般質問についてでありますが、日程は３日間予定しておりますが、通告書を締め

切った時点で、一般質問の日程を調整させていただくことになります。なお、通告書の受付

は、本日８時３０分から受付を開始し、締め切りは午後５時までとなっております。決算認定

議案の説明などで会議が長引くことも考えられますので、通告書の締め切り時間には十分に

注意していただくようお願い申し上げます。

次に、地方自治法第 １２１条の規定により、提出案件等の説明のため、あらかじめ出席を求

めましたところ、町長はじめ、喜多教育委員長、佐野監査委員、その他関係課長等の出席が

ありましたのでご報告いたします。

次に、第４回紀北町高齢者福祉大会が９月１２日、土曜日の午前１０時から東長島公民館にお

いて開催されます。多忙な折りとは存じますが、ご出席のほどお願いいたします。

次に、９月２１日から９月３０日までの１０日間で、秋の交通安全運動が展開されます。最近、

紀北町内においても交通事故が多発しております。議員並びに町関係職員、町民の皆様にお

かれましては、事故の悲惨な実態を深く認識され、今後においても、人命尊重を町政の基本

理念として、平和で明るいまちづくりを推進するため、町民総ぐるみで決意を新たにして交

通安全運動を強力に展開していくことが大切だと思っております。９月１８日、午前９時３０分

から三重県尾鷲庁舎において出発式が行われ、本町においても、実施期間中には早朝街頭指

導やミルミルウェーブなどの実施、また、９月３０日、午後３時半から紀北教育会館において

ポスターの表彰式に引き続き、交通安全パレードを計画していると伺っております。町民一

人ひとりの深いご理解、積極的なご協力によって、はじめて、その効果を期待しうるもので
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あります。何とぞ多くの方のご参加をお願い申し上げます。なお、通知については各議員の

棚に配布させていただいております。

次に、町内の小・中学校の運動会または体育祭の日程についてでありますが、日程表を各

議員の棚に配布させていただきましたので、ご覧ください。

最後に、常任委員会の開催についてであります。さきほど議決いただきました会期日程の

とおり、９日から１１日までの３日間で常任委員会の開催を予定しております。開催日につい

ては委員長において調整を行っていただき、本日の会議の終わりに報告させていただきたい

と思います。

以上で諸般の報告を終わります。

日程第４

川端龍雄議長

次に日程第４ 行政報告について、町長から申し出がありましたので、許可することにい

たします。

奥山町長。

奥山始郎町長

おはようございます。

本日は定例会の開催要請をさせていただきましたところ、全員のご出席を賜り厚く御礼申

し上げます。

早速ですが、本議会定例会にあたりまして、２点の行政報告をさせていただきます。

まず１点目は、新型インフルエンザ対策本部の設置についてでありますが、新型インフル

エンザの本格的な流行に備え、去る平成２１年９月４ 日金曜日に、私を本部長とした新型イン

フルエンザ対策本部を設置いたしました。これにより対策の検証を行うとともに、今後の課

題に対し、全庁的に的確に対応してまいりたいと考えております。

次に、ふるさと寄附金について、ご報告させていただきます。

本年８月に、紀伊長島区ご出身で、現在、愛知県碧南市に在住の山本清様より、ふるさと

寄附の申し出があり、寄附金 ２００万円をいただきました。ご寄附に対しまして心より感謝申
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し上げますとともに、その趣旨に沿い、今後、有効に活用させていただきたいと存じますの

で、ここにご報告申し上げます。

以上の２件をご報告いたしまして、９月定例会にあたりましての行政報告とさせていただ

きます。

川端龍雄議長

以上で行政報告を終わります。

日程第５～日程第１７

川端龍雄議長

お諮りします。

日程第５ 議案第４０号から、日程第１７ 認定第６号までの１３件については、提案者から提

案理由並びに内容を説明を求めるにあたり、一括して説明を求めることといたしたいと思い

ますが、ご異議ございませんか。

北村博司君。

６番 北村博司議員

まずですね、これどういう位置づけになるんか、決算の説明、数字が間違っていますね。

説明書、決算説明、９ページ、一般会計の実質収支に関する調書は３億円間違ってます。精

査していただきたいと思います。これは議決対象じゃないですが、説明の肝心の一般会計の

決算数値が間違ってます。

川端龍雄議長

もう一度、どこの。

６番 北村博司議員

９ページ、歳入歳出決算説明書の一般会計の決算の説明書ですね。これ間違ってます。お

わかりになっておると思うけども、間違うておるやろ。今日配られたやつ、事前に配布じゃ

なしに、この議場で配られておるやつが間違ってます。間違っていると認めました今、首振

って。ちゃんとチェックをお願いしたいと思います。９ページ、実質収支に関する調書の数

値が間違ってます。局長確認できた。３億抜けておる。
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それと、これは議長にお聞きしたいんですが、もう１点は。ちょっとこれ気になるんです

が、今までこんなことなかったと思うんやけど、請願書のこの参考書類になるんかな、議決

対象ではないと思うけど、請願条件のこの意見書案のなぜ点線で囲んでいるのか。ちょっと

これ議場に提出されるものについては、こんな飾りは私は不必要だと思いますんで、なぜこ

ういう囲みを全部入れているのか、ちょっとご説明いただきたい。理由があったら別ですが。

川端龍雄議長

はい、わかりました。これ収入役、説明、今の北村議員の説明、はい求めます。

収入役。

川端清司収入役

申し訳ありません。皆さんに配布済みのですね、一般会計の決算、２０年度の決算報告に伴

う説明資料でございますが、このうちですね、９ページのところで １０９ページに実質収支に

関する調書の部分で、歳入歳出その差し引き額が３億差し引きすると、３億というところで

３という数字が抜けておりました。大変申し訳ございません。ここの部分を記入して訂正さ

せていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

川端龍雄議長

収入役、さきほどの今の確認がどうなっておるのかということも、ちょっと含めて、今後

どのようにあれするかということを。

川端清司収入役

申し訳ございません。確認のところですね、大変チェック不足でございまして、今後この

ようなことがないように注意いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

川端龍雄議長

今、ついでっていうので悪いんですけど、いろいろ今までもありますしね。今回は差し戻

しの件がありましたけど、やはりもう少しこのチェックを確実にするように、本会議でこう

いうようなことのないように、ひとつよろしく収入役、皆さん各担当課長にも皆さんお伝え

ください。よろしいですか。

６番 北村博司議員

収入役、それは結構です。それともう１つ、ちょっと今までなかったと思うんで、請願書

の意見書案を点線で囲っているのは、何のため。ちょっと議案には不向きではないかと思い

ます。全部そう、３件ともそう。

川端龍雄議長
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議会事務局長。

中野直文議会事務局長

申し訳ありません。説明させていただきます。あくまでも請願の議案につきましては、表

の部分のことでございまして、この意見書につきましては、案として、資料として提出が、

添付がされているものでございます。あくまでも案件につきましては、請願書でございまし

て、意見書につきましては、請願が採択された場合に、意見書案と出るものでございまして、

これは添付資料として付けさせていただきました。括弧の点線で囲ってある部分については、

提出された資料をそのままコピーをしましたので、そのようになっております。はい、今後

はとるようにいたしますので、よろしく。

川端龍雄議長

ちょっと苦しい答弁やけど、ご了解ください。

それでは、議案第４０号から日程第１７ 認定第６号までの１３件については、提案者から提案

理由並びに内容説明を求めるにあたり、一括して説明を求めることとしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

異議なしと認めます。

したがって、案件１３件については、一括して提案理由並びに内容説明を求めることに決定

しました。

それでは、初めに提案者から一括して提案理由の説明を求めます。

奥山町長。

奥山始郎町長

それでは、本日、本議会定例会に上程いたしました各議案につきまして、提案理由をご説

明申し上げます。

議案第４０号 紀北町国民健康保険条例の一部を改正する条例でありますが、国民健康保険

法施行令の一部を改正する政令等の制定に伴い、出産育児一時金の引き上げ及び介護納付金

賦課限度額を引き上げるにあたり、本条例の一部を改正する必要が生じましたので、議会の

議決を求めるものであります。

議案第４１号 紀北町立教育集会所条例の一部を改正する条例でありますが、紀北町立田山

教育集会所の老朽化により、今年度に新たに紀北町田山集会所として改築することに伴い、
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本条例別表から紀北町立田山教育集会所を削除する必要が生じましたので、本条例の一部を

改正しようとするものであり、議会の議決を求めるものであります。

議案第４２号 訴えの提起についてでありますが、昭和３６年９月１０日、当時の長島町が占有

を開始した田山坂団地の土地について、登記上の所有権者が任意での所有権移転登記に応じ

ていただけないことから、訴訟をもって時効取得を原因とする所有権移転登記手続きを求め

ようとするものであり、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求める

ものであります。

議案第４３号 平成２１年度紀北町一般会計補正予算（第２号）でありますが、歳入歳出予算

の総額にそれぞれ４億 ４，０８１万 ８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９５億 ４，８

２７万 ３，０００円といたしたいので、議会の議決を求めるものであります。

主なものといたしましては、歳入予算では、地域活性化・公共投資臨時交付金、美しい森

林づくり基盤整備交付金、安全・安心な学校づくり交付金（太陽光発電導入事業）等で国庫

支出金が１億 ２，２１１万 １，０００円の増、森林整備加速化・林業再生基金事業費補助金等で県支

出金が ３，９８９万 ２，０００円の増、老人保健特別会計繰入金、後期高齢者医療特別会計繰入金等

で繰入金が ８３６万 ４，０００円の増、前年度からの繰越金が２億 ３，９５２万 ８，０００円の増、町債で

は救急車購入事業債等で ２，６６０万円の増であります。

一方、歳出予算の主なものといたしましては、財政調整基金、減債基金、庁舎等改築及び

改修基金への積立金等で総務費が１億 ８，１１８万 ９，０００円の増、子育て応援特別手当支給事業

等で民生費が １，７９０万 ９，０００円の増、リサイクルセンター管理運営事業等で衛生費が ４，３６１

万 ７，０００円の増、美しい森林づくり基盤整備交付金事業、森林整備加速化・林業再生基金事

業、津波・高潮危機管理対策緊急事業等で農林水産事業費が１億 ８５０万 ５，０００円の増、地域

新エネルギー等導入促進事業等で教育費が ６，３７２万 １，０００円の増であります。

議案第４４号 平成２１年度紀北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）であります

が、歳入歳出予算の総額にそれぞれ ２８４万 ９，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ２７億 ８，０５７万 ５，０００円といたしたいので、議会の議決を求めるものであります。

主なものといたしましては、歳入予算では、療養給付費等負担金の老人保健医療費拠出金

分の減等で国庫支出金が １，５１０万 ８，０００円の減、退職被保険者等に係る拠出金相当額及び後

期高齢者支援金分の減で療養給付費交付金が ２，３６３万 ４，０００円の減、財政調整基金繰入金の

減で繰入金が ７，１４５万 ８，０００円の減、前年度からの繰越金が１億 １，１５６万 １，０００円の増であ

ります。
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一方、歳出予算の主なものといたしましては、老人保健医療費拠出金が ４，４２５万 ４，０００円

の減、介護納付金が １，０８９万円の減、財政調整基金積立金が ２，７９１万円の増、国民健康保険

関係償還金の増等により諸支出金が ２，８５０万 ４，０００円の増であります。

議案第４５号 平成２１年度紀北町老人保健特別会計補正予算（第１号）でありますが、歳入

歳出予算の総額にそれぞれ ２，１０３万 ５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ ２，７

０１万 ８，０００円といたしたいので、議会の議決を求めるものであります。

内訳といたしましては、歳入では、前年度からの繰越金が ２，１０３万 ５，０００円の増でありま

す。

一方、歳出では、国、県、支払基金への精算に伴う返還金が １，６７８万 ８，０００円の増、同じ

く精算に伴う一般会計への繰出金 ４２４万 ７，０００円の増であります。

議案第４６号 平成２１年度紀北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）でありますが、

歳入歳出予算の総額にそれぞれ ４１１万 ７，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４

億 ８，３９２万 ９，０００円といたしたいので、議会の議決を求めるものであります。

内訳といたしましては、歳入では、繰越金 ４１１万 ７，０００円の増であります。

一方、歳出では、前年度精算による一般会計への繰出金 ４１１万 ７，０００円の増であります。

認定第１号 平成２０年度紀北町一般会計歳入歳出決算認定について

認定第２号 平成２０年度紀北町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

認定第３号 平成２０年度紀北町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について

認定第４号 平成２０年度紀北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

認定第５号 平成２０年度紀北町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について

認定第６号 平成２０年度紀北町水道事業会計決算認定について

この６案件につきましては、一般会計、特別会計並びに企業会計の平成２０年度の決算であ

りますが、認定第１号から５号までは地方自治法第 ２３３条第３項、認定第６号につきまして

は地方公営企業法第３０条第４項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会の認定を求め

るものであります。

以上、７件の議案、６件の認定につきまして、提案理由をご説明申し上げましたが、詳細

につきましては、それぞれ担当に説明いたさせます。

何とぞ慎重審議のうえ、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。

川端龍雄議長

続いて内容説明を求めます。
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まず、議案第４０号についての内容説明を求めます。

谷口住民課長。

谷口房夫住民課長

それでは、議案第４０号の紀北町国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、内

容説明をさせていただきます。議案書の１ページをご覧ください。

議案第４０号 紀北町国民健康保険条例の一部を改正する条例

紀北町国民健康保険条例（平成１７年紀北町条例第 １０３号） の一部を別紙のとおり改正する。

平成２１年９月８日提出

紀北町長 奥山始郎

提案理由

健康保険法施行令の一部を改正する政令（平成２１年政令第２１号）等の制定に伴い、本条例

の一部を改正する必要が生じたためであります。

この政令改正の趣旨並びに内容でございますが、字句の改正のほか、出産等に係る分娩者

等の経済的負担を軽減し、安心して出産できるようにするため、出産育児一時金の支給額を

本年１０月１日から平成２３年３月３１日までの間に出産した場合という暫定措置ではございます

が、産科医療補償制度に係る保険料相当額の３万円を除いた現行の３５万円を、４万円引き上

げて３９万円とするものでございます。

また、これは条例改正には反映されませんが、出産育児一時金の支払い方法も見直しがあ

りまして、これまで分娩者等が分娩機関の窓口で一旦出産費用を全額支払い、そのあとで保

険者であります市町村へ出産育児一時金の請求をして受け取りか、分娩機関が分娩者等に代

わって市町村へ出産育児一時金の請求をして受け取る、受け取り代理制度がありました。本

年１０月１日から平成２３年３月３１日までの間に出産した場合という、これも暫定措置ではござ

いますが、この受け取り代理制度が廃止されて、分娩機関が直接国保連合会を通して、市町

村に請求して支払う直接支払い制度が創設されました。これは出産に際し、一時的とはいえ、

多額の出産費用を用意することがなくなることから、出産育児一時金の増額と合わせて、少

子化対策の一環として創設されたものであります。

次の改正点ですが、中間所得者層の保険料負担を軽減するため、保険料に係る介護納付金

賦課限度額を、現行の９万円から１０万円に引き上げるというものでございます。このような

趣旨、内容の健康保険法施行令の一部を改正する政令が制定されましたので、本条例を改正

しようとするものでございます。
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条例の改正部分の説明に入る前に、改正の方法につきまして、若干説明をさせていただき

ます。２ページをご覧ください。

このページは改正条例の本文と附則でありますが、本文のところで、第１条と第２条に分

けております。これは出産育児一時金の改正では、今回の改正は平成２１年１０月１日から、平

成２３年３月３１日までの暫定措置であり、このことを附則に追加する改正となること。

また、施行時期につきましても保険料に係る介護納付金賦課限度額の改正と違うことから、

これら改正の内容を説明するにあたっては、出産育児一時金の改正と保険料に係る介護納付

金の賦課限度額の改正を区分したほうがより良いとの判断から、第１条と第２条に分けた改

正としております。したがいまして、第１条は出産育児一時金関係の改正、第２条は保険料

に係る介護納付金の賦課限度額の改正としております。

なお、字句等の改正につきましても、それぞれ関係するところに区分しており、また新旧

対照表につきましても、この区分により作成をしております。

それでは、新旧対照表で改正部分の説明をさせていただきます。３ページをご覧ください。

第１条関係の新旧対照表でございまして、出産育児一時金関係の改正であります。右が旧、

左が新であります。第１７条第１項の第１号、第２号、また第２２条の６の第１項第１号、４ペ

ージの第２号、さらには第２７条第１項の第１号、第２号につきましては、得た数を得た額と

する字句の改正であります。

次に、附則の改正ですが、第１８項の次に第１９項として、平成２１年１０月から平成２３年３月ま

での間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置を追加するというもので、被保険者、

または被保険者であった者が平成２１年１０月１日から、平成２３年３月３１日までの間に出産した

ときに支給する出産育児一時金についての第６条の規定の適用については、同条第１項中３５

万円とあるのは３９万円とするというもので、暫定措置ではありますが、現行の３５万円を４万

円引き上げて３９万円支給するというものであります。

なお、本年１月１日から産科医療補償制度に係る保険料相当額の３万円が、この制度に加

入されている分娩機関で出産した場合は加算されておりますので、実際、保険者である町か

らの支給額としましては４２万円となります。試行期日でございますが、平成２１年１０月１日か

ら施行するというものでございます。

続きまして、第２条関係の新旧対照表で、保険料に係る介護納付金賦課限度額関係の改正

につきまして説明させていただきます。５ページをご覧ください。

右が旧、左が新であります。第１７条第１項の第１号、第２号、また第２２条の６の第１項第
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１号、第２号につきましては、国民健康保険法施行規則の改正により第３２条の９号、第３２条

の９の２とする字句の改正であります。

６ページをご覧ください。第２８条、第３４条の第６号の改正につきましては、保険料に係る

介護納付金の賦課限度額を９万円から１０万円に、また、から第４項を、から第４項までとす

る字句の改正であります。

附則のところですが、第１項では、施行期日は平成２２年４月１日を、また第２項では、こ

の改正は平成２２年度の保険料から適用し、平成２１年度の保険料についてはこれまでどおりと

するということを謳っております。

以上で、議案第４０号の紀北町国民健康保険条例の一部を改正する条例の説明を終わらさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。

川端龍雄議長

次に、議案第４１号についての内容説明を求めます。

家崎生涯学習課長。

家崎英寿生涯学習課長

議案第４１号について、ご説明申し上げます。

議案書の７ページをご覧ください。

議案第４１号 紀北町立教育集会所条例の一部を改正する条例

紀北町立教育集会所条例（平成１７年紀北町条例第 １６４号） の一部を別紙のとおり改正す

る。

平成２１年９月８日提出

紀北町長 奥山始郎

提案理由

紀北町立田山教育集会所の老朽化に伴い、紀北町田山集会所として改築するにあたり、本

条例の一部を改正する必要が生じたためであります。

本条例の改正部分のみ、新旧対照表でご説明申し上げます。９ページをご覧ください。

附則に、この条例は平成２１年１２月１日から施行する。を加え、紀北町立教育集会所条例の

第２条の別表から、紀北町立田山教育集会所を削るというものであります。

ご審議のほどよろしくお願いします。

川端龍雄議長

次に、議案第４２号についての内容説明を求めます
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山本建設課長。

山本善久建設課長

それでは、議案第４２号について説明させていただきます。１０ページでございます。

議案第４２号 訴えの提起について

次のとおり紀北町営住宅用地の時効取得を原因とする所有権移転登記手続を求める訴えを

提起するものとする。

記

１ 訴えの相手方

熊野市有馬町４６２１番地の１ 東 豊次

２ 訴えの趣旨

（１）被告（東豊次）は原告（紀北町）に対し、次の土地について、昭和５６年９月１０日時

効取得を原因とする所有権移転登記手続きをせよ

土地 所在：紀北町紀伊長島区東長島字山本１０３５番２

地目：田

地籍： ７１７㎡（うち被告持分６分の１）

（２）訴訟費用の被告負担

３ 訴えの理由

昭和３６年当時、長島町（現：紀北町）が伊勢湾台風及びチリ津波の被災者住宅（現：

町営住宅山坂団地）を建設するため、予定地となる故東角市の所有地、長島町東長島字

山本１０３５番１の一部（現：１０３５番２）を昭和３６年６月２６日までの間に買収したが、所有

権移転登記が未了のままとなった。同年９月１０日に被災者住宅が完成し、以来、現在ま

で紀北町が管理運営をしているが、管理運営上で支障があるため、登記上の所有権登記

名義人東豊次（持分６分の１）を相手方として所有権移転登記手続きを求める訴えを提

起するものでございます。

１１ページをお願いいたします。

平成２１年９ 月８ 日提出

紀北町長 奥山始郎

提案理由

訴えの提起については、長島町（現：紀北町）が昭和３６年９月１０日より占有を開始した田

山坂団地の土地について、登記上の所有権者が任意での所有権移転登記
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に応じないことから、訴訟をもって時効取得を原因とする所有権移転登記手続きを求めるた

め、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。

この訴えに関する経緯でございますけれども、三重県が平成１８年６月に一般国道 ４２２号紀

伊長島インター線道路改築事業の用地調査により、事業対象地となった町有地の田山坂団地

が未登記であることが判明いたしました。このため、過去の関係書類を探したところ、昭和

３５年度災害公営住宅建設事業の土地売買契約書、歳出計算簿などが見つかりました。この時

点で登記上の所有権者東角市氏は死亡しており、被告人を含む９名の相続人が存在すること

とがわかりました。これら９名の相続人に関係書類に基づき、住宅建設の経緯を説明して理

解を求めたところ、被告人以外の８名からは紀北町の所有であることの承諾を得ることがで

きましたが、被告人とは何度も会って理解を求めましたが、どうしても承諾が得られません

でした。このため、町の権利を保全するため、平成２１年６月２３日に津地方裁判所熊野支部に

仮処分申立を行ったところ、平成２１年７月１６日に仮処分決定がなされました。この後も任意

での交渉を行いましたが、承諾が得られないことから、この問題を解決するには時効取得に

よる所有権移転登記手続請求訴訟を提起する以外に方策がないと判断いたしましたので、地

方方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

次に、資料を説明させていただきます。１２ページの資料１をご覧ください。

田山坂団地の位置図と、一般国道 ４２２号紀伊長島インター線道路改築事業の平面図でござ

います。中ほどの長方形で赤く着色した箇所が、町営住宅の敷地でございます。図面右側国

道４２号で、図面左側は近畿自動車道紀勢線、仮称紀伊長島インターでございます。

①と②の写真につきましては、現在の田山坂団地でございます。参考といたしまして、土

地の表示と町営住宅について表記してございます。

次に、１３ページから１６ページの資料２をご覧ください。これにつきましては、津地方裁判

所熊野支部の仮処分決定書でございます。主文、債務者は、物件目録記載の不動産について、

譲渡並びに質権、抵当権及び賃借権の設定その他一切の処分をしてはならないと仮処分の決

定がなされました。この仮処分の申立につきましては、平成２１年６月２３日に行いまして、仮

処分決定は平成２１年７月１６日でございます。この後に処分禁止仮処分登記を平成２１年７月２４

日に行いました。これら仮処分命令申立及び処分禁止仮処分登記などに、約７０万円の費用を

要しましたが、町営住宅の管理上で早急に解決すべき問題であることから、既決予算の住宅

管理費より流用して対応してございます。
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なお、被告人以外の８名の持分６分の５につきましては、登記承諾書をいただきまして、

すでに紀北町への所有権登記を終えてございます。議案第４２号の内容説明につきましては以

上でございます。よろしくお願いいたします。

川端龍雄議長

次に、議案第４３号についての内容説明を求めます。

塩崎財政課長。

塩崎剛尚財政課長

議案第４３号 平成２１年度紀北町一般会計補正予算（第２号）の内容について、ご説明いた

します。予算書の１ページをご覧ください。

平成２１年度紀北町一般会計補正予算（第２号）

平成２１年度紀北町の一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億 ４，０８１万 ８，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ９５億 ４，８２７万 ３，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条 地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。

平成２１年９月８日提出

紀北町長 奥山始郎

５ページをご覧ください。第２表 地方債補正、追加であります。

林道整備事業限度額 ２００万円、太陽光発電設備設置事業限度額 ２００万円、合計 ４００万円を

追加するものであります。

６ ページをご覧ください。地方債補正、変更であります。

過疎対策事業限度額２億 ６，５２０万円を２億 ８，２６０万円に、合併特例事業限度額５億 ７８０万

円を５億 １，３００万円に増額するものであります。

続きまして、予算に関する説明書に基づき説明させていただきます。

歳入から説明させていただきます。１０ページをご覧ください。

第１３款国庫支出金、第２項国庫補助金、第１目総務費補助金は ４，０８４万 ５，０００円を増額し

まして、４億 ７６１万 ２，０００円とするものであります。地域活性化・公共投資臨時交付金の増

１８



額であります。

第２目民生費補助金は １，５７９万円を増額しまして、 ２，１７２万 ５，０００円とするものでありま

す。子育て応援特別手当交付金の増額であります。

第３目衛生費補助金は ３５６万 ６，０００円を増額しまして、 １，２０４万 ３，０００円とするものであ

ります。疾病予防対策事業費等補助金の増額であります。

第４目農林水産業費補助金は ４，１９１万円を増額しまして、 ５，４９１万円とするものでありま

す。美しい森林づくり基盤整備交付金 ３，０９１万円、津波・高潮危機管理対策緊急事業費補助

金 １，１００万円の増額であります。

第８目教育費補助金は ２，０００万円を増額しまして、２億 ４，２３３万 ３，０００円とするものであ

ります。安全・安心な学校づくり交付金、太陽光発電導入事業の増額であります。

第１４款県支出金、第２項県補助金、第４目農林水産業費補助金は ３，９１０万 ２，０００円を増額

しまして、 ７，２９１万 ７，０００円とするものであります。森林整備加速化・林業再生基金事業費

補助金 ２，５００万円、高齢林整備間伐促進事業費補助金 ６２０万 ２，０００円、津波・高潮危機管理

対策緊急事業費補助金 ７７０万円、及び１１ページ、環境・生態系保全活動推進交付金２０万円の

増額であります。

第７目消防費補助金は１２万円を増額しまして、 １，５０２万円とするものであります。緊急地

震対策促進事業費補助金の増額であります。

第３項委託金、第６目土木費委託金は３７万円を増額しまして、 １，５１４万 ６，０００円とするも

のであります。二級河川銚子川清掃業務委託金の増額であります。

第８目教育費委託金は３０万円を増額しまして、６０万円とするものであります。人権教育推

進のための調査研究事業委託金の増額であります。

１２ページをご覧ください。第１５款財産収入、第２項財産売払収入、第１目不動産売払収入

は３８万 ２，０００円を増額するものであります。一般国道 ４２２号紀伊長島インター線工事に伴

う町有財産売払収入の増額であります。

第１７款繰入金、第２項特別会計繰入金、第１目特別会計繰入金は ８３６万 ４，０００円を増額す

るものであります。老人保健特別会計繰入金 ４２４万 ７，０００円、後期高齢者医療特別会計繰入

金 ４１１万 ７，０００円の増額で、精算に伴うものであります。

第１８款、第１項、第１目繰越金は、２億 ３，９５２万 ８，０００円を増額しまして、２億 ６，９５２万

８，０００円とするものであります。一般会計歳計剰余金の増額で、今回の補正予算におきまし

て、平成２０年度実質収支額を全額予算計上いたしました。
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１３ページをご覧ください。第１９款諸収入、第５項雑入、第５目過年度収入は６６万 ５，０００円

を増額しまして、１億 １，２６７万 ５，０００円とするものであります。前年度福祉医療補助金精算

金の増額であります。

第６目雑入は ３２７万 ６，０００円を増額しまして、 ４，０９２万 ４，０００円とするものであります。

一般国道 ４２２号紀伊長島インター線工事に伴う町営住宅田山坂団地移転補償費の増額であり

ます。

第２０款、第１項町債、第４目農林水産業債は ２００万円を増額しまして、 ２，４５０万円とする

ものであります。林道栃山木組線舗装事業債２０万円、林道名丸線舗装事業債７０万円、林道ジ

ャグラ谷線舗装事業債７０万円、林道林ノ谷線舗装事業債４０万円の増額であり、補正予算債を

充てるものであります。

第６目土木債は １４０万円を増額しまして、２億 ４，１２０万円とするものであります。熊野灘

レク都市公園事業債 １３０万円の減額と、都市公園等一体整備促進事業債 ２７０万円の増額であ

り、過疎対策事業債を充てるものであります。

第７目消防債は １，６００万円を増額しまして、 １，８９０万円とするものであります。救急車購

入事業債で過疎対策事業債を充てるものであります。

１４ ページをご覧ください。第８目教育債は ７２０万円を増額しまして、４億 １００万円とする

ものであります。太陽光発電設備設置事業債は ２００万円を増額するもので、補正予算債を充

てるものであります。紀北中学校移転事業債は ５２０万円を増額するもので、合併特例事業債

を充てるものであります。

以上で歳入予算の説明を終わらせていただきます。

次に、歳出予算を説明いたします。１５ページをご覧ください。

第１款、第１項、第１目議会費は１８万 ４，０００円を減額しまして、１億 １，５７３万円とするも

のであります。議会活動及び事務局運営事業費の減額であります。

第２款総務費、第１項総務管理費、第５目財産管理費は１億 ７，７９８万 ９，０００円を増額しま

して５億 ８，８３１万 ７，０００円とするものであります。基金管理事業費の増額で、財政調整基金

積立金の増額は、地方財政法の規定により繰越金の２分の１の額と合わせまして１億 ３，７７６

万 ５，０００円を基金に積み立てるものであります。

減債基金積立金は ２，０２２万 ４，０００円を積立てるものであります。

１６ページをご覧ください。庁舎等改築及び改修基金積立金は ２，０００万円を積み立てるもの

であります。
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第６目企画費は２０万円を増額しまして、 ４，６５６万 ４，０００円とするものであります。高度情

報化推進事業費の増額であります。

第１１目一般訴訟費は３２万 ５，０００円を増額しまして、 ５６１万 ６，０００円とするものであります。

建設関係訴訟事業費の増額であります。

第１３目諸費は ２６７万 ５，０００円を増額しまして、 ７０８万 ５，０００円とするものであります。町

税過誤納付による歳出還付金の増額であります。

１７ページをご覧ください。第３款民生費、第１項社会福祉費、第１目社会福祉総務費は９８

万円を増額しまして、６億 ２３７万 ５，０００円とするものであります。国民健康保険事業特別

会計繰出金９２万円、民生共通事務事業費６万円の増額であります。

第３目身体障害者福祉費は５３万 ４，０００円を増額しまして、２億 ９，４６６万 １，０００円とするも

のであります。心身障害者医療費助成事業費の増額で補助金の精算に伴う返還金であります。

第３項児童福祉費、第１目児童福祉総務費は １，５７９万円を増額しまして ２，８１４万 １，０００円

とするものであります。子育て応援特別手当支給事業費の増額であります。

１８ページをご覧ください。第２目保育所費は６０万 ５，０００円を増額しまして、３億 ８，１５６万

４，０００円とするものであります。志子保育所管理運営事業費の増額であります。

第４款衛生費、第１項保健衛生費、第２目予防費は ３５６万 ６，０００円を増額しまして ５，２３４

万 ２，０００円とするものであります。がん検診事業費の増額であります。

１９ページをご覧ください。第３目環境衛生費は、５万 １，０００円を増額しまして、６，３１４ 万

５，０００円とするものであります。墓地管理事業費の増額で、長浜墓地整備費助成金でありま

す。

第２項清掃費、第２目塵芥処理費は ４，０００万円を増額しまして、３億 ７，０３８万円とするも

のであります。リサイクルセンター管理運営事業費の増額で、海山及び紀伊長島リサイクル

センター機械修繕料の増額であります。

２０ページをご覧ください。第５款農林水産業費、第１項農業費、第５目農地費は １７５万円

を増額しまして、 １，９９５万 ９，０００円とするものであります。農地防災事業費の増額は９５万円

で、上里排水機場の整備に要する経費であります。有害鳥獣対策事業費は８０万円の増額であ

ります。

第２項林業費、第３目林業施設費は ８，４５５万 ５，０００円を増額しまして、 ８，９４８万 ９，０００円

とするものであります。林道・治山関係事業費は３９万 ３，０００円を、森林整備加速化・林業再

生基金事業費は ２，５００万円を、美しい森林づくり基盤整備交付金事業費は ５，２９６万円を、２１
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ページ、高齢林整備間伐促進事業費は ６２０万 ２，０００円を、それぞれ増額するものであります。

第３項水産業費、第２目水産業振興費は２０万円を増額しまして、 ５，９９４万 ４，０００円とする

ものであります。環境・生態系保全活動支援事業費、事務費の増額であります。

２２ページをご覧ください。第３目漁港管理費は ２，２００万円を増額しまして ４，３４９万 ５，０００

円とするものであります。津波・高潮危機管理対策緊急事業費の増額でありまして、島勝漁

港水門の改修事業費であります。

第６款、第１項商工費、第３目観光費は４４万 １，０００円を増額しまして、１億 １，３１３万 ７，０

００円とするものであります。観光推進事業費の増額であります。

２３ページをご覧ください。第７款土木費、第１項土木管理費、第１目土木総務費は ２３０万

円を増額しまして、２億 ２，５２７万 ６，０００円とするものであります。土木事業推進及び管理関

係事業費の増額であります。

第２項道路橋りょう費、第３目道路橋りょう新設改良費は、５０万円を増額しまして、２億

４，２３８万円とするものであります。県単道路改築事業費負担金の増額であります。

２４ページをご覧ください。第３項河川費、第１目河川総務費は２１万 ９，０００円を増額しまし

て、 ５２６万円とするものであります。二級河川銚子川清掃業務委託事業費の増額であります。

第５項都市計画費、第２目公園費は １４５万円を増額しまして、 １，３６７万 ６，０００円とするも

のであります。県営公園事業負担金の増額で、城ノ浜地区公園等の整備に要する負担金であ

ります。

２５ページをご覧ください。第６項住宅費、第１目住宅管理費は ２２４万 ９，０００円を増額しま

して、 １，５９５万 ９，０００円とするものであります。町営住宅管理事業費の増額で、町営住宅田

山坂団地４戸の解体工事に要する経費であります。

第８款、第１項消防費、第１目常備消防費は １，７０８万 ６，０００円を増額しまして４億 ７，２４１

万 ２，０００円とするものであります。三重紀北消防組合負担金の増額で、紀伊長島消防署に

高規格救急車を配備する経費であります。

第３目消防施設費は７２万円を増額しまして、 １，７９６万 １，０００円とするものであります。消

防団詰所等建物管理事業費の増額であります。

第５目災害対策費は １０９万 ６，０００円を増額しまして、 ６，３８２万 ８，０００円とするものであ

ります。災害対策事業費９３万 ６，０００円、防災推進事業費１６万円の増額であります。

２６ページをご覧ください。第９款教育費、第２項小学校費、第１目学校管理費は ５，１７５万

円を増額しまして、１億 ５，９６２万 ３，０００円とするものであります。太陽光発電導入事業費の
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増額であります。相賀小学校と西小学校に設置するものであります。

第３項中学校費、第１目学校管理費は １，１５１万 ８，０００円を増額しまして、 ６，４０３万 １，０００

円とするものであります。紀北中学校学校施設復旧事業費 ６０１万 ８，０００円の増額と、紀北中

学校移転事業費 ５５０万円の増額であります。

２７ページをご覧ください。第５項社会教育費、第１目社会教育総務費は４５万 ３，０００円を増

額しまして、１億 ３，２２９万 ７，０００円とするものであります。人権教育事業費の増額でありま

す。

２８ページをご覧ください。地方債の残高の見込みに関する調書であります。

次の２９ページの合計欄をご覧ください。前年度未現在高は １２２億 ６，７７８万 ５，０００円であり

まして、本年度中起債見込み額が １４ 億 ８，３５０万円、本年度中の元金償還見込み額が１４億 ４，

０６３ 万円で、その結果、当該年度末現在高見込額が、 １２３億 １，０６５万 ５，０００円となる見込み

であります。

３０ページ以降につきましては、給与費明細書であります。

３１ページをご覧ください。第２一般職、（１） 総括、比較の欄、給料 １２０万 ６，０００円の増額

は事業費支弁によるものであります。職員手当９３万 ６，０００円の増額は災害対策事業によるも

のであります。合計 ２１４万 ２，０００円の増額であります。

以上で平成２１年度紀北町一般会計補正予算（第２号）の説明を終わらせていただきます。

よろしくお願いします。

川端龍雄議長

次に、議案第４４号から議案第４６号の３件についての内容説明を求めます。

谷口住民課長。

谷口房夫住民課長

それでは、議案第４４号の平成２１年度紀北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

の内容につきまして、説明させていただきます。

予算書の１ページをご覧ください。

議案第４４号 平成２１年度紀北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）

平成２１年度紀北町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ２８４万 ９，０００円を追加し、歳入歳出予
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算の総額を歳入歳出それぞれ２７億 ８，０５７万 ５，０００円とする。

２ 歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２１年９月８日提出

紀北町長 奥山始郎

内容につきましては、予算に関する説明書に基づきまして説明させていただきます。

歳入から説明させていただきます。６ページをご覧ください。

第４款国庫支出金、第１項国庫負担金、第１目療養給付費等負担金でありますが、 １，０３９

万 ６，０００円減額して、４億 ６，６００万 ７，０００円とさせていただくものでありまして、本年度の

老人保健医療費拠出金、介護保険給付費納付金、後期高齢者支援金の額がそれぞれ決定した

ことによる補正であります。

次に、第２項国庫補助金、第１目財政調整交付金でありますが、 ４９５万 ２，０００円減額して、

２億 １，１７３万 ８，０００円とさせていただくものでありまして、このことにつきましても、本年

度の介護保険給付費納付金、老人保健医療費拠出金、後期高齢者支援金の額がそれぞれ決定

したことによる普通調整交付金の補正であります。

第３目の出産育児一時金補助金につきましては２４万円増額させていただくもので、紀北町

国民健康保険条例の改正のところでも説明させていただきましたように、本年の１０月１日か

ら１児当たり４万円増額されますが、このうち２万円が補助金として交付されることによる

補正であります。

７ページをご覧ください。第５款療養給付費交付金、第１項療養給付費交付金、第１目療

養給付費交付金でありますが、 ２，３６３万 ４，０００円減額して１億 ２，９４１万 ４，０００円とさせてい

ただくものでありますが、このことにつきましても、本年度の老人保健医療費の拠出金、後

期高齢者支援金の額が決定されたことによりまして、退職被保険者等にかかる拠出金相当額、

後期高齢者支援金分の交付金をそれぞれ補正するものであります。

第７款県支出金、第２項県補助金、第２目県財政調整交付金につきましては １４８万 ８，０００

円増額して、 ９，１０５万 １，０００円とさせていただくものであります。このことにつきましても、

本年度の介護納付費納付金、老人保健医療費拠出金、後期高齢者支援金の額が決定されたこ

とによる補正であります。

８ページをご覧ください。第１０款繰入金、第１項他会計繰入金、第１目一般会計繰入金に

つきましては９２万円増額して、１億 ６，９６８万 ８，０００円とさせていただくものでありますが、

２４



本年１０月１日から出産育児一時金が４万円引き上げられ、また出産件数も増加が見込まれる

ことから補正をお願いするものであります。

第２項積立基金繰入金、第１目積立基金繰入金につきましては ７，２３７万 ８，０００円を減額さ

いただくものでありますが、平成２０年度の本会計に決算剰余金が生じたことにより、当初予

算で計上していた財政調整基金からの繰り入れを取り止めるための補正であります。

次に、第１１款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金でありますが、１億 １，１５６万 １，０００円

を増額して１億 ５，１５６万 １，０００円とするものでありまして、平成２０年度の決算による決算剰

余金１億 ５，１５６万 １，０００円を繰越金として計上するものですが、すでに当初予算におきまし

て ４，０００万円を計上しておりますので、残りの１億 １，１５６万 １，０００円を増額補正するもので

あります。

続きまして、歳出の説明をさせていただきます。９ページをご覧ください。

第２款保険給付費、第４項出産育児諸費、第１目出産育児一時金につきましては １６２万円

増額して ８４６万円とするものですが、歳入のところでも説明させていただきましたが、１０月

１日から１児当たり４万円増額され、また出産件数も増加が見込まれることによる補正であ

ります。

第２目の支払手数料につきましては ３，０００円増額計上させていただいておりますが、直接

支払制度創設に伴う支払業務手数料の補正であります。

第３款後期高齢者支援金等、第１項後期高齢者支援金等、第１目後期高齢者支援金の８万

４，０００円の増額と、第２目の後期高齢者関係事務費拠出金の１万 ５，０００円の減額補正につき

ましては、いずれも本年度の後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金の額の決定に

よるものであります。

１０ページをご覧ください。第４款前期高齢者納付金等、第１項前期高齢者納付金等、第１

目前期高齢者納付金の９万 ９，０００円の減額と、第２目の前期高齢者関係事務費拠出金の１万

４，０００円の減額補正につきましても、本年度の前期高齢者支援金、前期高齢者関係事務費拠

出金の額の決定によるものでございます。

第５款老人保健拠出金、第１項老人保健拠出金、第１目老人保健医療費拠出金の ４，４０４万

５，０００円の減額と、第２目の老人保健事務費拠出金の２０万 ９，０００円の減額補正につきまして

も、本年度の老人保健医療費拠出金、老人保健事務費拠出金の額の決定によるものでござい

ます。

１１ページをご覧ください。第６款介護納付金、第１項介護納付金、第１目介護納付金であ
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りますが、 １，０８９万円減額して ９，４００万 ４，０００円とするものでありまして、これにつきまし

ても本年度の介護納付費納付金の額の決定によりまして、減額補正をさせていただくもので

あります。

第９款基金積立金、第１項基金積立金、第１目財政調整基金積立金につきましては ２，７９１

万円増額して、 ２，８０６万 ８，０００円とさせていただくものであります。これは平成２０年度の決

算によります歳計剰余金１億 ５，１５６万 １，０００円のうち、 ２，７９１万円を財政調整基金に積み立

てるものでございます。

１２ページをご覧ください。第１１款諸支出金、第１償還金、第３目償還金につきましては、

１，９９１万 ９，０００円増額させていただくものであります。これは平成２０年度の退職者医療療養

費給付費等交付金の精算に伴う返還金を補正計上するものであります。

第２項国県支出金返納金、第１目国庫支出金返納金につきましては、 ８５８万 ５，０００円増額

させていただくものであります。このことにつきましても平成２０年度の国からの国民健康保

険療養給付費等負担金の精算に伴う返還金を補正計上するものであります。

以上で、議案第４４号 平成２１年度紀北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）の

説明を終わります。

谷口房夫住民課長

続きまして、議案第４５号の平成２１年度紀北町老人保健特別会計補正予算（第１号）の内容

につきまして、説明させていただきます。

予算書の１ページをご覧ください。

議案第４５号 平成２１年度紀北町老人保健特別会計補正予算（第１号）

平成２１年度紀北町の老人保健特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ２，１０３万 ５，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ ２，７０１万 ８，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２１年９月８日提出

紀北町長 奥山始郎

内容につきましては、予算に関する説明書に基づきまして説明させていただきます。

歳入から説明させていただきます。６ページをご覧ください。
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第５款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金でありますが、 ２，１０３万 ５，０００円増額させて

いただくものでありますが、平成２０年度の決算によりまして ２，１０３万 ５，０００円の歳計剰余金

が生じましたので、繰越金として計上させていただくものであります。

次に、歳出につきまして説明をさせていただきます。７ページをご覧ください。

第４款諸支出金、第１項償還金、第１目償還金につきましては、 １，６７８万 ８，０００円増額さ

せていただくものでありまして、平成２０年度の老人医療給付費国庫負担金等の精算によりま

して、国、県、社会保険診療報酬支払基金へ返還するための返還金を計上させていただいて

おります。

第２項繰出金、第１目一般会計繰出金でございますが、 ４２４万 ７，０００円増額させていただく

ものであります。これは平成２０年度の決算により生じました歳計剰余金 ２，１０３万 ５，０００円の、

うち、さきほどの平成２０年度の老人医療給付費国庫負担金等の国、県等へ返還する返還金、

１，６７８万 ８，０００円を差し引いた残りの ４２４万 ７，０００円を一般会計に繰り出すというものでご

ざいます。

以上で、議案第４５号 平成２１年度紀北町老人保健特別会計補正予算（第１号）の説明を終

わります。

谷口房夫住民課長

続きまして、議案第４６号の平成２１年度紀北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

の内容につきまして、説明させていただきます。

予算書の１ページをご覧ください。

議案第４６号 平成２１年度紀北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

平成２１年度紀北町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ４１１万 ７，０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ４億 ８，３９２万 ９，０００円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

平成２１年９月８日提出

紀北町長 奥山始郎

内容につきましては、予算に関する説明書に基づき説明させていただきます。
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歳入から説明させていただきます。６ページをご覧ください。

第５款繰越金、第１項繰越金、第１目繰越金でありますが、 ４１１万 ７，０００円増額させてい

ただくものでありますが、平成２０年度の決算によりまして ４１１万 ７，０００円の歳計剰余金が生

じましたので、繰越金として計上させていただくものであります。

次に、歳出につきまして説明をさせていただきます。７ページをご覧ください。

第４款諸支出金、第２項繰出金、第１目他会計繰出金でございますが、 ４４１万 ７，０００円増

額させていただくものであります。これは平成２０年度の決算により生じました歳計剰余金、

４１１万 ７，０００円を一般会計に繰り出すというものでございます。

以上で、議案第４６号 平成２１年度紀北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の説

明を終わります。よろしくお願いいたします。

川端龍雄議長

ここで暫時休憩します。開会は１１時０５分から開会いたします。

（午前 １０時 ５０分）

川端龍雄議長

休憩前に引き続き、会議を進めます。

（午前 １１時 ０５分）

川端龍雄議長

続きまして、決算関係であります。

最初に認定第１号から認定第６号までの各会計における審査の概要、審査の結果並びに所

見について、代表監査委員から報告を求めます。

佐野代表監査委員。
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佐野耕造代表監査委員

それでは決算審査の報告をさせていただきます。

最初に、平成２０年度紀北町一般会計、特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書

の１ページをご覧ください。

第１ 審査の概要

１．審査の対象

平成２０年度紀北町一般会計歳入歳出決算

平成２０年度紀北町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

平成２０年度紀北町老人保健特別会計歳入歳出決算

平成２０年度紀北後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

平成２０年度紀北町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

平成２０年度紀北町土地開発基金運用状況調書

平成２０年度紀北町育英基金運用状況調書

平成２０年度紀北町国民健康保険出産費資金貸付基金運用状況調書

平成２０年度紀北町国民健康保険高額療養費貸付基金運用状況調書

２．審査の期間

平成２１年７月３０日

３．審査を実施した監査委員

佐野 耕造、東 清剛

４．審査の手続

審査に付された各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及

び財産に関する調書について、関係法令に準拠して作成されているかを確かめ、これ

らの計数の正確性を検証するため、関係諸帳簿その他証書類との照合等を実施した。

第２ 審査の結果

審査に付された各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び

財産に関する調書は関係法令に準拠して作成されており、その計数は関係諸帳簿、その

他証書類と照合した結果誤りはなく、また予算の執行及び関連する事務処理についても

適正に行われているものと認められる。

以下、数字の詳細等については、ご確認いただくこととしまして、最後のページの所

見を朗読させていただきます。
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２５ページでございます。

所 見

本決算は、地方自治法その他関係法令の規定に基づき審査した結果、決算書等は適法かつ

正確に作成され、その収支は適正に執行処理されていることが認められた。

また、行財政改革を推し進め、補助金の見直しなどを実施するとともに、利率の高い起債

の繰上償還などの工夫も見られ、経費削減に対する努力により、昨年に引き続き基金残高の

増額が見られる。

最近の経済情勢においては、依然として回復が見られない景気の中で、それを追い打つよ

うに昨年秋のサブプライム問題を発端とした世界的不況が、日本経済へ大きな影響を与えて

いる。

こうした状況の下、本町においてもまず、いち早く健全な財政を構築することが必要不可

欠であり、国・県からの依存財源はもとより、自主財源の確保についてもなお一層の努力を

されたい。

また、町税をはじめ、各種料金、使用料及び貸付金などの収納率が低迷しており、早期に

解消対策の抜本的見直しなどに積極的に取り組む必要がある。

このことは単に財政面だけでなく、行政運営の基本である公正性、公平性かつ透明性の確

保、とりわけ公平性の観点からも肝要であるので、一層の創意工夫を行い、効果的な収納対

策に注力し、収納率の向上を図られたい。

また、町内の経済の回復のためには、ある程度の投資的事業が必要であると思うが、その

財源として起債をやむを得ず借りる場合には、従前どおり交付金算入率の高い起債を選んで

借りるなどして、後年度負担の軽減に努められたい。

なお、基金の管理についても、金融情勢を勘案の上、確実かつ有効な方法により運用管理

されたい。

今後も厳しい社会情勢が続くと予想されるが、多様化・高度化する住民のニーズに適切に

対応し、住民福祉の増進により一層努められることを要望する。

続きまして、平成２０年度紀北町水道事業会計決算審査意見書の１ページをご覧ください。

第１ 審査の概要

１．審査の対象

平成２０年度紀北町水道事業会計決算
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２．審査の期間

平成２１年７月３０日

３．審査を実施した監査委員

佐野 耕造、東 清剛

４．審査の手続

審査に付された決算書類について、関係法令に準拠して作成されているかを確かめ、

事業の経営成績及び財政状態を適正に表示しているかを検証するため、会計帳簿及び

証拠書類の照合等を実施した。

第２ 審査の結果

審査に付された決算諸表は、水道事業の経営成績及び財政状態をおおむね適正に表

示しているものと認める。

以下、決算数字の詳細につきましてはご確認をいただくことといたしまして、最後のペー

ジの所見を朗読させていただきます。

４ページでございます。

所 見

平成２０年度の水道事業会計決算の特徴としては、昨年度に引き続き利率の高い企業債を繰

上償還していることや、簡易水道事業特別会計を統合し、水道事業の経営の透明化が図られ

ていること、また、合併時から引き続き適用していた両区の異なった料金体系を統一し、使

用者間の費用負担の公平性を確保するなど、健全かつ効率的な事業推進に対する努力が見ら

れたことがあげられる。

しかし、地域の過疎化に伴い、給水戸数が減り、年間有収水量の減少が見受けられるので、

将来の経営に支障が出ないよう、調査研究し、安定した経営の継続に努められたい。

また、一部の簡易水道において年間有収水量率の著しい低下が見受けられるので、早急に

その原因を特定し、改善を図られたい。

町民に安全で良質を水を安定的に供給するため、引き続き老朽化した配水管の布設替えに

努めるなど、有収水量率の向上を図られたい。

水道使用料については、納付誓約書の徴収に応じない長期滞納者に対し、紀北町水道事業

給水条例第３６条に基づき給水停止措置を実施しているが、公平を期するためにも、これを一

過性のものとせず、今後も計画的に適切な滞納処分整理を行い、未徴収先に対しては、なお

一層注力し、早期回収に努められたい。
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以上であります。

川端龍雄議長

続いて、認定第１号から認定第５号までの５件について、詳細説明を求めます。

川端収入役。

川端清司収入役

それでは、議案書の中の１７ページ、認定第１号から、２１ページ、認定第５号についてのご

説明を申し上げます。

なお、それぞれの認定の朗読については、省略させていただきたいと思います。

平成２０年度紀北町一般会計、特別会計４ 件の歳入歳出決算につきまして、その概要をご説

明いたします。

説明にあたりまして、各会計の収入済額と支出済額は款のみとさせていただき、項以降の

説明につきましては、主要事業の説明とさせていただきます。

それでは、認定第１号 平成２０年度紀北町一般会計歳入歳出決算認定について、決算書の

１１ページからの平成２０年度紀北町一般会計歳入歳出決算事項別明細書をご覧ください。

第１款の町税でございますが、町税全体の調定額は２０億 ２，６５６万 ５，９７８円、これに対しま

して収入済額は１６億 ２，１８７万 １６５円で、収納率は８０％、前年度が７９．６％でありましたので、

０．４％の増となり、このうち現年度分の収納率は９５．３％、滞納繰越分の収納率は１４．７％であ

ります。

第２款 地方譲与税の収入済額は、 ９，２５６万 ２，０００円であります。

１３ページをご覧ください。第３款利子割交付金の収入済額は ７９４万 ４，０００円、第４款配当

割交付金の収入済額は ３２８万 ５，０００円、第５款株式等譲渡所得割交付金の収入済額は １０９万

４，０００円、第６款地方消費税交付金の収入済額は１億 ６，１７５万 １，０００円、第７款自動車取得

税交付金の収入済額は ５，６３６万 ８，０００円、第８款地方特例交付金の収入済額は １，８８３万 ９，０

００円であります。

１５ページをご覧ください。第９款地方交付税の収入済額は４１億 ７，３６４万円、第１０款交通安

全対策特別交付金の収入済額は ２５７万円、第１１款分担金及び負担金の収入済額は、 ９，７４５万

４６３円で主な収入は、第２項負担金の民生費負担金では私立保育所保育料負担金、配食サー

ビス事業個人負担金、老人ホーム赤羽寮入所負担金などであります。

１７ページをご覧ください。第１２款使用料及び手数料の収入済額は１億 ５，１１８万６３円で主な

収入は、第１項使用料の商工使用料では温泉施設使用料、紀北町森林公園オートキャンプ場
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施設使用料、土木使用料の町営住宅使用料、教育使用料の幼稚園保育料などであります。

１９ページをご覧ください。第２項手数料の主な収入は、総務手数料の戸籍住民手数料であ

ります。

第１３款国庫支出金の収入済額は４億 ８，７３９万 ７，２７０円で、主な収入は、第１項の国庫負担

金では、民生費負担金の国民健康保険基盤安定事業費負担金、障害者自立支援給付費負担金、

保育所運営費負担金、児童手当負担金などであります。

２１ページ、第２項の国庫補助金の主な収入は、総務費補助金では地域活性化・緊急安心実

現総合対策交付金、地域活性化・生活対策臨時交付金、民生費補助金では地域介護・福祉空

間整備等施設整備交付金、教育費補助金では安全・安心な学校づくり交付金（耐震補強事業

分）でございます。災害復旧費補助金では事故繰越しに係る町道道路災害復旧事業費補助金

などであります。

２３ページ、第３項の委託金では土木費委託金の繰越明許費に係る高速道路整備関連受託事

業委託金が主な収入であります。

第１４款県支出金の収入済額は６億 ４，１７９万 ９，４６８円で、第１項の県負担金では民生費負担

金の国民健康保険基盤安定事業費負担金、障害者介護給付費負担金、後期高齢者医療保険基

盤安定事業費負担金、保育所運営費負担金、児童手当負担金などが主な収入であります。

２５ページをご覧ください。第２項の県補助金の主な収入は、総務費補助金では三重県市町

村合併支援交付金、交通安全対策費補助金では市町交通安全対策事業交付金、民生費補助金

では心身障害者医療費補助金、衛生費補助金では資源循環型処理施設整備費補助金、農林水

産業費補助金では造林事業費補助金、土木費補助金では繰越明許費に係る三重県型デカップ

リング総合支援事業費補助金、２７ページの電源立地地域対策交付金などであります。

第３項の委託金では総務費委託金の県民税徴収取扱委託金、２９ページの土木費委託金の熊

野灘臨海公園管理運営委託金などが主な収入であります。

第１５款財産収入の収入済額は ３，８１４万 ７，３３０円で、主な収入は、第２項の財産売払収入で、

土地売払収入と立木売払収入、物品売払い収入などであります。

３１ページをご覧ください。第１６款寄附金の収入済額は ２，１５１万 １，９００円で、主な収入は外

国人漁業技術研修事業費寄附金と水産振興事業費寄付金であります。

なお、総務費寄附金につきましては、平成２０年度より創設いたしましたふるさと納税寄附

金で、世古計助様、岩崎幸雄様、西村寿史様、濱口佳孝様、丸山小より様より、それぞれご

寄附を受けたものであります。

３３



また、一般寄附金につきましては、年末助け合い運動の協賛金として日本土石工業株式会

社様より３０万円のご寄附を受けたものであります。

第１７款繰入金の収入済額は２億 ５，６３１万 ７，９２３円で、主な収入は第１項の基金繰入金では

財政調整基金、福祉事業基金、町営住宅整備事業基金、災害援護資金償還事業基金からの繰

入金であります。

第２項の特別会計繰入金は、老人保健特別会計からの繰入金であります。

３３ページをご覧ください。第１８款繰越金の収入済額は３億 １，８４９万 ２，８５５円で、前年度の

歳計剰余金、繰越明許費充当繰越金、事故繰越充当繰越金であります。

第１９款諸収入の収入済額は、２億 １，５００万 ７，７４４円で、主な収入は、第３項の貸付金元利

収入では奨学金返還金と災害援護資金貸付金返還金、第４項の受託事業収入では民生費受託

事業収入の老人ホーム入所者受託事業と地域支援事業受託事業などの老人福祉費受託事業収

入であります。

３５ページ、第５項の雑入ではお魚らんど海山物件移転補償費、消防団員退職報償金、検診

事業における個人負担金、オータムジャンボ配分金、紀北広域連合からの前年度負担金の精

算金などが主な収入であります。

第２０款町債の収入済額は６億 ３，８５０万円となり、総務債では河内集会所建設事業債、地域

振興基金債、農林水産業債では中山間地域総合整備事業債、商工債では道の駅紀伊長島マン

ボウ休憩所整備事業債、土木債での主なものは町道茂原前山線道路整備事業債、町道永長線

道路改良事業債、町道中河原２、４、６号線改良事業債、町道片町汐ノ津呂線側溝整備事業

債、町道渡利引本線道路舗装事業債、熊野灘レク都市公園事業債、消防債ではＪ －アラート

設置事業債や救急車購入事業債、教育債では小学校施設耐震補強事業債、小学校施設改築事

業債、災害復旧事業債では国補道路災害復旧事業債、その他臨時財政対策債であります。

以上、歳入合計は、予算現額９９億 ８２０万 ８，０００円に対する調定額は９４億 ４，３６０万 ８，７４４円

であります。調定額に対しまして収入済額が９０億 ５７２万 ８，１８１円と、第１款町税の主に時効

により処理いたしました不納欠損額が ９，５８４万 １，３００円、第１款町税、第１１款分担金及び負

担金、第１２款使用料及び手数料、第１９款諸収入を合わせた収入未済額が３億 ４，２０３万 ９，２６３

円と相成りました。

続きまして３９ページの歳出を、ご説明いたします。

第１款議会費の支出済額は１億 １，４５９万 ９，９３８円で主な支出は、議員報酬や職員人件費の

ほか、議会の運営と事務に要した経費であります。
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第２款総務費の支出済額は１３億 ８，０２２万 ９，５１２円で主な支出は、第１項の総務管理費の一

般管理費では、三役人件費、職員人件費、臨時職員賃金、総合住民情報システム管理費、４１

ページの文書広報費では、ＣＡＴＶ行政放送事業、文書取扱事務経費、４３ページの財産管理

費は庁舎や公用車の維持管理経費、地区集会所建設事業をはじめ減債基金、地域振興基金等

への積立金などであります。企画費は地方バス運行対策事業、高度情報化推進事業などに要

した経費であります。

４５ページの支所及び出張所費は臨時職員賃金、紀伊長島総合支所の管理経費など、４７ペー

ジ、諸費は町税過誤納付による還付金などであります。

第２項の徴税費の税務総務費は職員人件費や税務一般事務費に、賦課徴収費は、町税の賦

課徴収の事務に要した経費であります。

４９ページ、第３項の戸籍住民基本台帳費は職員人件費、戸籍電算管理業務、住民基本台帳

ネットワークシステム事業などに要した経費であります。

５１ページの第４項の選挙費は職員人件費や海区漁業調整委員選挙の執行に要した経費であ

ります。

なお、４３ページに戻っていただきまして、第１項総務管理費、第５目財産管理費に記載さ

れております繰越明許費の ４，９２６万 ３，０００円は、公用車購入、地区集会所新築、改修事業を、

第６目企画費に記載されております繰越明許費の ２，３５７万 ２，０００円は、地域住宅モデル普及

推進事業・地域公共交通活性化調査委託を、また、４７ページ、第１５目定額給付金給付費に記

載されております繰越明許費の３億 ３，１４８万 ６，０００円は、定額給付金給付事業を平成２１年度

へそれぞれ繰越すものであります。

５３ページをご覧ください。

第３款民生費の支出済額は２１億 ４，１６７万 ２，２６４円で、主な支出は第１項社会福祉費の社会

福祉総務費は職員人件費や国民健康保険事業特別会計への繰出金、紀北町社会福祉協議会活

動費助成金、紀北広域連合負担金に、身体障害者福祉費では心身障害者医療費助成事業、障

害者介護、訓練等給付事業などに、５５ページ、国民年金事務費は、職員人件費や年金事務一

般経費の支払に要した経費であります。

第２項の老人福祉費の老人福祉総務費は老人福祉施設措置事業、地域介護・福祉空間整備

等施設整備交付金事業、老人保健特別会計、後期高齢者医療特別会計への繰出金に、５７ペー

ジ、養護老人ホーム費は職員人件費や養護老人ホーム管理運営事業に、第３項の児童福祉費

の児童福祉総務費は子育て支援センター設置事業に、保育所費は職員人件費や児童の保育事
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業などに要した経費であります。

５９ページの児童措置費は児童手当等支給事業、母子福祉費は一人親家庭等医療費助成事業

と乳幼児医療費助成事業に、それぞれ要した経費であります。

６１ページ、第４項の災害救助費は、災害援護資金の償還事業に要した経費であり三重県へ

の償還金の支払いや災害援護資金償還事業基金へ積立てたものであります。

なお、５７ページに戻っていただきまして、第３項児童福祉費、第１目児童福祉総務費に記

載されております繰越明許費の ９８５万円は、子育て応援特別手当支給事業を平成２１年度へ繰

越すものであります。

６１ページ、第４款衛生費の支出済額は８億 ４，９１２万 ９，０１５円で、主な支出は第１項の保健

衛生費の保健衛生総務費では職員人件費、臨時職員賃金や救急医療対策事業負担金に、６３ペ

ージの予備費では、予防接種事業、母子健診事業、ガン検診事業などに、環境衛生費では火

葬場及び霊柩車管理運営事業、浄化槽設置整備事業などに要した経費であります。

６５ページ、第２項清掃費の清掃総務費は職員人件費、塵芥処理費はリサイクルセンター施

設管理事業、ごみ収集処理事業、資源ごみリサイクル促進事業、不燃物処理施設管理事業な

どに要した経費であります。

６７ページ、し尿処理費は、し尿処理場の管理運営などに要した経費であります。

第３項の上水道費は、簡易水道企業債償還のための繰出金であります。

なお、６３ページに戻っていただきまして、第１項保健衛生費、第３目環境衛生費に記載さ

れております繰越明許費の １，０５３万 ７，０００円は、浄聖苑非常用発電機設置工事など、第２項

清掃費、第２目塵芥処理費に記載されております繰越明許費の ５３５万 ５，０００円は、資源ごみ

ステーション設置工事を、また、第３目し尿処理費に記載されております繰越明許費の ３，６

４３万 ５，０００円は、情報処理装置更新事業を平成２１年度へそれぞれ繰越すものであります。

６７ページをご覧ください。第５款農林水産業費の支出済額は３億 ５３０万 ７，６０７円で、主な

支出は６９ページ、第１項農業費の農業総務費では職員人件費、東紀州農業共済事務組合負担

金、県営中山間地域総合整備事業負担金に、農地費では土地改良施設維持管理適正化事業や

農地防災事業などに要した経費であります。

７１ページ、第２項林業費の林業総務費では職員人件費に、林業振興費では森林整備地域活

動支援交付金事業に、７３ページ、町有林造成費は職員人件費や町有林の管理などに要した経

費であります。

第３項水産業費の水産業総務費は職員人件費に、７５ページの水産業振興費は漁業協同組合
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基盤強化対策資金利子等負担事業、外国人漁業研修生受入対策事業、平成７年度沿岸漁業活

性化構造改善事業財産処分に係る補助金返還に要した経費などであります。

なお、６９ページに戻っていただきまして、第１項農業費、第２目農業総務費に記載されて

おります繰越明許費 １４６万円は、農村婦人の家壁修繕工事を、また、７１ページの第２項林業

費、第３目林業施設費に記載されております繰越明許費 ３３０万円は、林道横山線法面保護工

事をそれぞれ平成２１年度へ繰越すものであります。

７７ページ、第６款商工費の支出済額は１億 ７，３０７万 １，１０７円で、主な支出は第１項の商工

費の商工総務費では職員人件費、商工業振興費では中小企業指導育成事業などに、７９ページ

の観光費では、観光活性化対策事業、温泉施設管理費や紀北町森林公園オートキャンプ場管

理運営費などに要した経費であります。

なお、７７ページに戻っていただきまして、第１項商工費、第２目商工業振興費に記載され

ております繰越明許費 ３００万円は、町内消費活性化促進事業を、また、７９ページ、第３目観

光費に記載されております繰越明許費 ４，１３３万 ５，０００円は、古里温泉源泉設備改修工事、古

里温泉等誘導看板等設置工事などをそれぞれ平成２１年度へ繰り越すものであります。

第７款の土木費の支出済額は５億 ８，５７１万 ７８１円で主な支出は、第１項の土木管理費の土

木総務費では職員人件費や地籍調査事業などに、８１ページ、第２項の道路橋りょう費の道路

橋りょう総務費では職員人件費に、道路橋りょう維持費では町道の維持補修事業に、８３ペー

ジの道路橋りょう新設改良費では町道永長線道路改良事業などに、第３項の河川費の河川総

務費では海岸環境清掃業務委託事業などに、河川施設費では河川改修及び維持補修事業に、

第４項の港湾費の港湾管理費では港湾環境清掃業務委託事業などに要した経費であります。

８５ページ、第５項の都市計画費の公園費では国補公園事業費地元負担金、熊野灘臨海公園

管理事業に、高速道路関連費では、高速道路整備関連受託事業などに、８７ページ、第６項の

住宅費では町営住宅の維持管理に要した経費などであります。

なお、７９ページに戻っていただきまして、第１項土木管理費、第１目土木総務費に記載さ

れております繰越明許費 ７，１７５万円は、往古橋橋りょう補強事業、町道道路改良・舗装事業、

排水路整備事業、河川改修事業を、８１ページ、第２項道路橋りょう費、第２目道路橋りょう

維持費に記載されております繰越明許費の ９１０万円は、橋りょう長寿命化修繕計画策定事業

を、８３ページ、第３目道路橋りょう新設改良費に記載されております繰越明許費の ９，６８６万

２，０００円は、町単独の町道改良事業、町道永長線道路改良事業、町道茂原前山線整備事業を、

また８５ページ、第５項都市計画費、第４目高速道路関連費に記載されております繰越明許費
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の１億 ５９９万円は、高速道路整備関連受託事業を、平成２１年度へそれぞれ繰越すものであり

ます。

８７ページをご覧ください。第８款消防費の支出済額は５億 ６，４５１万 ６，１３１円で、主な支出

は第１項消防費の常備消防費では、三重紀北消防組合への分賦金、非常備消防費では消防出

動費、消防団員費、消防施設費では小型動力ポンプ付資機材搬送車の購入や海野地区防火水

槽設置工事に、９１ページの災害対策費ではＡＥＤ（自動体外式除細動器）の購入、全国瞬時

警報システム、いわゆるＪ－アラートの設置などに要した経費であります。

なお、９１ページ、第１項消防費、第５目災害対策費に記載されております繰越明許費 ３５９

万 ４，０００円は、消防団詰所等修繕・改修工事、非常用備蓄品購入を平成２１年度へ繰り越すも

のであります。

次に第９款教育費の支出済額は７億 ３６５万 ３５１円で、主な支出は第１項の教育総務費の事

務局費では職員人件費、９３ページ、第２項の小学校費では、小学校１１校の管理運営に要した

経費のほか、小学校教育コンピュータ整備事業や小学校施設耐震補強事業に、９５ページ、第

３項の中学校費では、中学校４校の管理運営に要する経費のほか中学校教育コンピュータ整

備事業などに、９７ページ、第４項の幼稚園費では職員人件費、幼稚園３園の管理運営に要し

た経費であります。

９９ページ、第５項の社会教育費の社会教育総務費では職員人件費や多目的会館管理運営費

などに、公民館費では公民館の管理運営に、 １０１ページの郷土資料館費では郷土資料館の管

理運営費に、文化財調査費では文化財の保護や特別天然記念物カモシカ食害対策事業などに

要した経費であります。

１０３ページ、第６項の保健体育費の保健体育総務費では、社会体育団体活動費等助成事業に、

給食施設費では学校給食センター等給食施設の管理運営に、体育施設費では町体育館、赤羽

公園などの管理運営に要した経費であります。

なお、９３ページに戻っていただきまして、第１項教育総務費、第３目教育振興費に記載さ

れております繰越明許費 ２，６６２万 ８，０００円は、小学校施設耐震診断・耐震補強計画判定手数

料、小学校施設耐震補強計画・実施設計業務委託、町内小学校・中学校・幼稚園施設の営繕

工事を、第２項小学校費、第１目学校管理費に記載されております繰越明許費の ８，２３０万円

は、小学校施設耐震補強事業を、９５ページ、第３項中学校費、第１目学校管理費に記載され

ております繰越明許費の ３，４３０万円は、中学校施設耐震補強事業を、９９ページ、第５項社会

教育費、第１目社会教育総務費に記載されております繰越明許費の ４，１９４万 ２，０００円は、町
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内生涯学習施設修繕及び改修工事を、また １０３ページ、第６項保健体育費、第２目給食施設

費に記載されております繰越明許費の ５４５万 ５，０００円は、学校給食センター備品・学校施設

給食備品購入を平成２１年度へそれぞれ繰越すものであります。

１０５ ページをご覧ください。第１０款の災害復旧費の支出済額は１億 ５８３万 ６，８００円であり、

第２項農林水産施設災害復旧費では、林道栃山木組線災害復旧工事に、第３項の公共土木施

設災害復旧費で町道白倉１号線道路災害復旧工事などに要した経費であります。

なお、第３項公共土木施設災害復旧費、第１目道路橋りょう災害復旧費に記載されており

ます繰越明許費の１億 ２，３４９万 ５，０００円は、町道白倉１号線の災害復旧事業、町単町道道路

災害復旧事業、併用林道災害復旧事業を、また １０７ページ、第２目河川災害復旧費に記載さ

れております繰越明許費の １３５万円は、町単河川災害復旧事業を平成２１年度へそれぞれ繰越

すものであります。

第１１款の公債費の支出済額は１７億 ３，５１７万 ４，４９５円で、公債費元金と利子の償還金であり

ます。

第１４款の予備費の支出は、ありませんでした。

以上、歳出合計は、予算現額９９億 ８２０万 ８，０００円に対しまして、支出済額が８６億 ５，８８９万

８，００１円、繰越明許費繰越額が１１億 １，８３５万 ９，０００円、その結果、差引不用額は１億 ３，０９５

万 ９９９円と相成りました。

１０９ページの実質収支に関する調書をご覧ください。

歳入総額９０億 ５７２万 ８，０００円から歳出総額８６億 ５，８８９万 ８，０００円を差し引いた歳入歳出差

引額は３億 ４，６８３万円となり、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源 ７，７３０万 ２，０

００円を差し引いた２億 ６，９５２万 ８，０００円を、実質収支額として平成２１年度へ繰り越すもので

あります。

続きまして、財産に関する調書についてご説明いたします。

前年度に比べ増減のあったところのみ、説明させていただきます。

それでは １１１ページからの財産に関する調書をご覧下さい。

１ 公有財産の（１）土地及び建物でございますが、区分欄の公共用財産の公営住宅のと

ころで建物２９㎡減となっております。これは、政策空家として管理しておりました小山町営

住宅１戸を解体したものであります。また、山林のところで土地 ２２０㎡の減となっておりま

すが、これは紀伊長島区長島（山居）８０３番地の１の町有林を県道 ２６０号線改良工事のために

売却したことによるものであります。
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次にその他のところで土地６２㎡増えております。これは紀伊長島区片上地区で１２㎡、海山

区新田地区で５０㎡の農道用地の取得であります。

１１２ ページをご覧下さい。（４）出資による権利のところで全国遠洋沖合漁業信用基金協

会の出資金が４０万円増額となっておりますが、これは増資によるものであります。また、地

方公営企業等金融機構の出資金が １００万円増額となっておりますが、新規出資によるもので

ございます。

（５）の出捐金のところでは平成２０年度中に増減が多いのは、各出捐団体に拠出額の調査

確認し判明したものでありますが、これは出捐団体の出捐金の取り扱いによるものでありま

す。

内容は三重県水産事業団では １８５万円、三重県信用保証協会では４７万 ６，０００円、三重県救

急医療情報センターでは８万円、三重県緑化推進協会では５万 ２，８８６円それぞれ増、三重県

農林水産センターでは ２３５万 ２，０００円の減、三重県環境保全事業団では２２万 １，５００円、地域

活性化センターでは４２万円の増となっております。

１１３ページをご覧下さい。

２ 物品、３ 預託金の増減はありませんでした。

４の基金につきましては、予算編成等による増減でありますが、主なものといたしまして

は、区分動産預金一般会計のところで財政調整基金では１億 １，１６８万 ３，０００円の取り崩し、

減債基金で１億 ７，２９９万 ２，０００円、地域づくり事業基金で ６，３６０万 ２，０００円、地域振興基金

で１億 ２，０６４万 ９，０００円をそれぞれ積立てており、災害援護資金償還事業基金では ３，２９３万

円を取り崩し、小計では２億 ３，６８３万 ９，０００円の増、特別会計のところでは、指定介護老人

福祉施設基金で １，３９５万 ５，０００円を積み立てており、小計では同額の １，３９５万 ５，０００円の増、

基金全体では平成２０年度中に２億 ５，０７９万 ４，０００円増額いたしております。

続きまして、認定第２号 平成２０年度紀北町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算につ

いてご説明いたします。

決算書 １２０ページからの平成２０年度紀北町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別

明細書をご覧ください。

第１款の国民健康保険料の調定額は７億 ３２２万 ５４６円で、これに対し収入済額は５億 ７０８

万 ３３２円で、収納率は７２．１％、前年度は７７．１％でありましたので ５％の減となっており、こ

の内、現年度分の収納率は９４．５％、過年度分の収納率は ９．７％であります。

第３款使用料及び手数料の収入済額５万 ７，６４０円は、保険料の納付証明、督促の手数料で
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あります。

１２２ ページ、第４款国庫支出金の収入済額は６億 ６，４１０万 ２，２８５円で、第１項の国庫負担

金は療養給付費等負担金と高額医療費共同事業負担金などであります。

第２項の国庫補助金は、医療費の支払に対する財政調整交付金などであります。

第５款療養給付費交付金の収入済額は１億 ９，０３２万 ８，０００円で、三重県社会保険診療報酬

支払基金からの退職者医療費に対する交付金であります。

第６款前期高齢者交付金の収入済額は６億 ４，１０５万 ７，４９０円で、三重県社会保険診療報酬

支払基金からの保険者間の負担の不均衡を調整するため交付金であります。

１２４ ページをご覧ください。第７款県支出金の収入済額は１億 ６４２万 ２，６８９円で第１項の

県負担金は高額医療費共同事業負担金など、第２項の県補助金は県財政調整交付金でありま

す。

第８款共同事業交付金の収入済額は３億 ３，５５０万 ９，５３６円で、高額医療費共同事業と保険

財政共同安定化事業に対する三重県国民健康保険団体連合会からの交付金であります。

第１０款繰入金の収入済額は１億 ７，９５７万 ４，９２８円で、一般会計からの繰入金であります。

１２６ページをご覧ください。第１１款繰越金の収入済額は１億 １，０４２万 ６，９００円で、前年度

の歳計剰余金であります。

第１２款諸収入の収入済額は ９６４万 １，０４０円で、一般被保険者・退職被保険者等第三者納付

金、療養給付費負担金追加交付分などであります。

以上、歳入合計では予算現額２７億 ３，９１８万 ２，０００円に対する調定額は２９億 ４，０３４万 １，０５４

円であります。調定額に対しまして収入済額が２７億 ４，４２０万 ８４０円、時効により処理をいた

しました保険料の不納欠損額が ４，３９６万 ９，４３６円、収入未済額が１億 ５，２１７万 ７７８円と相成

りました。

続きまして、 １３０ページからの歳出をご説明いたします。

第１款総務費の支出済額は ４，８８７万 １，９２０円で、主な支出は第１項の総務管理費では職員

人件費や三重県国民健康保険団体連合会への負担金、第２項の徴収費では保険料の賦課徴収

などに要した経費であります。

第２款保険給付費の支出済額は１７億 ７，７６２万 ９，３０５円で、主な支出は一般及び退職被保険

者の診療報酬と高額医療費、出産育児一時金、葬祭費の支払いなどに要した経費であります。

１３４ページをご覧ください。第３款後期高齢者支援金等の支出済額は２億 ６，３８２万 ９，１８４

円で、主な支出は後期高齢者支援金等を三重県社会保険診療報酬支払基金へ納付したもので
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あります。

第４款前期高齢者納付金等の支出済額は３５万 ５，２４７円で、前期高齢者納付金等を三重県社

会保険診療報酬支払基金へ納付したものであります。

第５款老人保健拠出金の支出済額は ７，６３０万 １，９２７円で、老人保健医療費及び事務費とし

て、三重県社会保険診療報酬支払基金への拠出金であります。

１３６ページをご覧ください。第６款介護納付金の支出済額は１億 ２７３万 ５，９６０円で、三重

県社会保険診療報酬支払基金への介護納付金であります。

第７款共同事業拠出金の支出済額は２億 ９，６２０万 ７，２５５円で、高額医療費の共同事業を行

ったための三重県国民健康保険団体連合会への拠出金であります。

第８款保健事業費の支出済額は １，６２２万 ５，９３６円で、特定健康診査等事業などに保健衛生

の普及などに要した経費であります。

１３８ページをご覧ください。第９款基金積立金の支出は、ありませんでした。

第１０款公債費の支出も、ありませんでした。

第１１款諸支出金の支出済額 １，０４８万 ３，０７４円は、平成１９年度療養給付費交付金返還などに

要した経費であります。

１４０ページをご覧ください。第１３款の予備費の支出は、ありませんでした。

以上、歳出合計は予算現額２７億 ３，９１８万 ２，０００円に対しまして、支出済額が２５億 ９，２６３万

９，８０８円となり、その結果、差引不用額は１億 ４，６５４万 ２，１９２円と相成りました。

１４２ページの実質収支に関する調書をご覧ください。

歳入総額２７億 ４，４２０万 １，０００円から歳出総額２５億 ９，２６４万円を差し引いた歳入歳出差引額

は１億 ５，１５６万 １，０００円となり、これを平成２１年度へ繰り越すものであります。

続きまして、認定第３号 平成２０年度紀北町老人保健特別会計歳入歳出決算について、ご

説明いたします。

１４９ページからの平成２０年度紀北町老人保健特別会計歳入歳出決算事項別明細書をご覧く

ださい。

第１款支払基金交付金の収入済額は１億 ３，１４２万 ８，０００円で、三重県社会保険診療報酬支

払基金などからの医療費と審査支払手数料に対する交付金であります。

第２款国庫支出金の収入済額は ９，３２５万 ４，９０２円で、医療給付費に対する国の負担金であ

ります。

第３款県支出金の収入済額は ２，１８１万 ３，６５５円で、医療給付費に対する県の負担金であり
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ます。

第４款繰入金の収入済額は ２，７５３万 ６，０００円で、一般会計からの繰入金であります。

第５款繰越金の収入済額は ５，９０１万 ４８９円で、前年度の歳計剰余金であります。

第６款諸収入の収入済額は ３６１万 ９，２９４円で、第三者行為に係る損害賠償の納付金であり

ます。

以上、歳入合計は予算現額３億 ３，８１６万 ４，０００円に対する調定額は３億 ３，６６６万 ２，３４０円

であり、収入済額は調定額と同額の３億 ３，６６６万 ２，３４０円と相成りました。

なお、調定額と収入済額が同額のため収入未済額はなく、また不納欠損額もございません

でした。

続きまして １５３ページからの歳出について、ご説明いたします。

第１款総務費の支出済額は ３０６万 ９，５１０円で、主な支出は第１項の総務管理費で臨時職員

人件費と事業委託料などの事務に要した経費であります。

第２款医療諸費の支出済額は２億 ５，３５４万 ７，９０１円で、第１項医療諸費の、医療給付費や

医療費支給費、診療報酬審査支払手数料などの支出であります。

第４款 諸支出金の支出済額は ５，９００万 ９，５２５円で、主な支出は前年度老人医療給付費国

庫負担金、県負担金の確定による返還金と一般会計への繰出金などであります。

以上、歳出合計は予算現額３億 ３，８１６万 ４，０００円に対しまして、支出済額が３億 １，５６２万

６，９３６円となり、その結果、差引不用額は ２，２５３万 ７，０６４円と相成りました。

１５５ページの実質収支に関する調書をご覧ください。

歳入総額３億 ３，６６６万 ２，０００円から歳出総額３億 １，５６２万 ７，０００円を差し引いた歳入歳出

差引額は ２，１０３万 ５，０００円となり、これを平成２１年度へ繰り越すものであります。

続きまして、認定第４号 平成２０年度紀北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算につい

て、ご説明いたします。

決算書 １６２ページからの平成２０年度紀北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明

細書をご覧ください。

第１款後期高齢者医療保険料の調定額は１億 １，３７０万 ２，１１３円、収入済額は１億 １，３０５万

９，６８７ 円で、収納率は９９．４％であります。

第４款繰入金の収入済額は３億 ２，３４５万 ７，３４８円で、一般会計からの繰入金であります。

第６款諸収入の収入済額は２０万 ２，３５７円で、後期高齢者医療制度特別対策特例補助金であ

ります。
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以上、歳入合計は予算現額４億 ４，２６８万 ４，０００円に対する調定額は、４億 ３，７３６万 １，８１８

円であります。調定額に対しまして収入済額が４億 ３，６７１万 ９，３９２円、収入未済額は、６４万

２，４２６円と相成りました。

なお、不納欠損額はございませんでした。

続きまして １６４ページからの歳出を、ご説明いたします。

第１款総務費の支出済額は １，１９０万 ３，７３５円で、主な支出は第１項一般管理費で職員人件

費や後期高齢者医療電算システム保守委託などに要した経費であります。

第２款後期高齢者医療広域連合納付金の支出済額は４億 ２，０６９万 ８，１８７円で、三重県後期

高齢者医療広域連合への納付金であります。

第３款公債費の支出はございませんでした。

なお、第１項総務管理費、第１目一般管理費に記載されております繰越明許費 ３６７万 ５，０

００円は、高齢者医療制度円滑運営事業を平成２１年度へ繰越すものであります。

以上、歳出合計は予算現額４億 ４，２６８万 ４，０００円に対しまして、支出済額が４億 ３，２６０万

１，９２２ 円となり、その結果、差引不用額は ６４０万 ７，０７８円と相成りました。

１６６ページの実質収支に関する調書をご覧ください。

歳入総額４億 ３，６７１万 ９，０００円から歳出総額４億 ３，２６０万 ２，０００円を差し引いた歳入歳出

差引額は ４１１万 ７，０００円となり、これを平成２１年度へ繰り越すものであります。

続きまして、認定第５号 平成２０年度紀北町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算につ

いて、ご説明いたします。

１７３ ページからの平成２０年度紀北町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

をご覧ください。

第１款サービス収入の収入済額は１億 ６，８９０万 ８，５６６円で、居宅介護サービス及び施設介

護サービスによる収入であります。

第３款財産収入の収入は、ございませんでした。

第５款の繰入金の収入は、ございませんでした。

第６款の繰越金の収入済額は １，４９９万 ４，４３８円で、前年度の歳計剰余金であります。

第７款諸収入の収入済額は６５万 ５，７２０円で、主な収入は第３項利用料減免補助金で紀北広

域連合からの利用者負担額補助金であります。

以上、歳入合計は予算現額１億 ７，８４７万 ８，０００円に対する調定額は１億 ８，４５５万 ８，７２４円

であります。収入済額は調定額と同額の１億 ８，４５５万 ８，７２４円と相成りました。
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なお、調定額と収入済額が同額のため収入未済額はなく、また不納欠損額もございません

でした。

続きまして １７７ページの歳出をご説明いたします。

第１款総務費の支出済額は１億 ５，４８９万 １，９７２円で、職員人件費や事務、施設管理に要し

た経費であります。

第２款サービス事業費の支出済額は ６４３万円で、居宅介護サービス事業に要した賃金や需

用費などであります。

１７９ページをご覧ください。第３款基金積立金の支出済額は １，３９５万 ５，０００円で、紀北町

指定介護老人福祉施設基金への積立金であります。

第４款公債費、第６款予備費の支出はございませんでした。

以上、歳出合計は予算現額１億 ７，８４７万 ８，０００円に対しまして、支出済額が１億 ７，５２７万

６，９７２円となり、その結果、差引不用額は ３２０万 １，０２８円と相成りました。

１８１ページの実質収支に関する調書をご覧ください。

歳入総額１億 ８，５５５万 ９，０００円から歳出総額１億 ７，５２７万 ７，０００円を差し引いた歳入歳出

差引額は ９２８万 ２，０００円となり、これを平成２１年度へ繰り越すものであります。

以上、一般会計のほか特別会計４件につきまして、決算の概要をご説明させていただきま

したが、十分ご審議のうえ、ご認定賜りますようよろしくお願い申し上げます。

川端龍雄議長

ここで暫時休憩いたします。午後１時から再開いたします。

（午後 ０時 ０９分）

川端龍雄議長

休憩前に引き続き、会議を進めます。

（午後 １時 ００分）
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川端龍雄議長

次に、認定第６号についての説明を求めます。

村島水道課長。

村島成幸水道課長

それでは、議案書の２２ページをお願いいたします。

認定第６号 平成２０年度紀北町水道事業会計決算認定について

地方公営企業法（昭和２７年法律第 ２９２号）第３０条第４項の規定により、平成２０年度紀北町

水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

平成２１年９月８日提出

紀北町長 奥山 始郎

すみませんが、決算書の１３ページをお願いいたします。

１．平成２０年度紀北町水道事業報告書でございます。

（１）概 況

ア 総括事項

平成１７年１０月の合併時から引き続き適用してきました両区の異なった料金体系を、平成２０

年７月分から口径別料金体系とし、２ヵ月検針に統一しました。また、海山区の簡易水道事

業特別会計につきましては、地方公営企業法の規定を適用し、本水道事業会計に移行いたし

ました。その結果、本年度末の給水状況は、給水戸数が ２，０２６戸増の ９，７６７戸、給水人口が

３，９７０人増の１万 ９，７０２人、年間有収水量が５４万 ９，２３８㎥増の ２７２万 ７，１４５㎥となりました。

（ア）収益的収支

総収益は３億 ９，９３２万 １，６９６円（消費税込み額４億 １，８３１万 ７，３９４円）、総費用は３億 ７，

８８４ 万 １，６４１円（消費税込み額３億 ９，４７６万 ４，８６５円） となり、その結果、収支差引におき

まして ２，０４８万５５円の純利益を生じ、前年度繰越利益剰余金１億 ８３５万 ７，０５１万 ２，０００円と

合わせますと、１億 ２，８８３万 ７，５６７円の当年度未処分利益剰余金となりました。

（イ）資本的収支

資本的収入の総額は２億 ９，１０１万 ８，０３６円で、主なものは企業債２億 ２，６８０万円で、この

うち、企業債の繰上償還に係る借換債は１億 ７，３００万円でございます。

一方、資本的支出の総額は４億 ７，０１４万 ３，８８０円で、このうち、建設改良費は、１億 ３，８
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０４万 １，５７０円で、主なものとして、海山区においては、便ノ山地区配水管布設替工事、高速

道路建設工事（馬瀬地区）に伴う送・配水管支障移転工事設計業務を実施しました。

また、紀伊長島区においては、古里・道瀬簡易水道と上水道の統合に向けた送・配水管布

設工事、三重県が実施する赤羽川災害復旧事業（此ヶ野橋架替工事）のための送・配水管移

設・仮設工事設計業務を実施しました。

次に、企業債償還金は３億 ３，２１０万 ２，３１０円で、このうち、高利率の企業債に係る繰上償

還金は２億 １１０万 ５，４９９円を占めており、本年度未の企業債未償還残高は２１億 ５，６０１万 ９，０

３５円であります。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億 ７，９１２万 ５，８４４円は、当年度

分消費税資本的収支調整額 ２８２万 １，２１９円、過年度分損益勘定留保資金 ８４７万 ７９２円、当年

度分損益勘定留保資金１億 ２，９７２万 ８，３３４円、減債積立金 ２，８１０万 ５，４９９円及び建設改良積

立金 １，０００万円で補てんいたしました。

以上が水道事業の概況であります。今後も適正な設備投資や有収率の向上に努めるなど、

経営の健全化と給水の安定化に一層の努力をしてまいります。

それでは決算書のほうを説明させていただきます。決算書の２ページから３ページをお願

いいたします。税込みの額で示しております。

まず（１）の収益的収入及び支出の収入でございます。

第１款水道事業収益の決算額は４億 １，８３１万 ７，３９４円で、予算額に対し ３２４万 ７，３９４円の

増となっております。

第１項営業収益の決算額は２億 ８，３５３万 ３，２４３円で、主なものは紀伊長島区と海山区の上

水道の水道使用料でございます。

第２項営業外収益の決算額は １５６万 ４，１５９円で、主なものは上水道企業債償還利子に係る

一般会計からの補助金であります。

第３項簡易水道営業収益の決算額は１億 １，６８１万 ４，９０４円で、主なものは紀伊長島区と海

山区の簡易水道の水道使用料でございます。

第４項簡易水道営業外収益の決算額は １，６４０万 ５，０８８円で、これは簡易水道企業債償還利

子に係る一般会計からの補助金であります。

次に支出ですが、第１款水道事業費用の決算額は３億 ９，４７６万 ４，８６５円で、不用額は ５１１

万 ６，１３５円となっております。

第１項営業費用の決算額は２億 ４，１４９万 ４，１４２円で、不用額は６４万 ５，９６１円であります。
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主なものは職員１０名の給与費 ８，６７３万 ４，８０５円のほか、減価償却費、固定資産除却費、電算

委託料、水質検査委託料、水源地の電気代動力費でございます。

第２項営業外費用の決算額は ４，３３７万 １，０７２円で、主なものは企業債償還利息 ３，１２２万 ９，

５９９ 円などであります。

第３項簡易水道営業費用の決算額は ７，６４４万 ９，１１２円で、不用額は ４４０万 ７，７７２円であり

ます。主なものは職員１名の給与費 ７２１万 ６，２５７円、ほか減価償却費、検針・集金業務委託

料、電算委託料、水質検査委託料、水源地の動力費などでございます。

第４項簡易水道営業外費用の決算額は ３，２２７万 ４，６４９円で、これは簡易水道企業債償還利

息であります。

第５項特別損失の決算額は １１７万 ５，８９０円で、これは滞納水道使用料の時効援用４名分で

あります。

次に、４ページから５ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出でございます。まず収入でございます。

第１款資本的収入の決算額は２億 ９，１０１万 ８，０３６円で、予算額に対し ９，９２１万 １，９６４円の

減となっております。

第１項負担金の決算額は １，９７８万 １，２００円で、主なものは高速道路建設工事に伴う馬瀬浄

水場移転測量設計業務国交省負担金 １，４５１万 ２，５００円と、十須此ヶ野架替工事に伴う配水管

支障移転工事設計業務に係る三重県からの負担金、それと町からの消火栓設置工事負担金で

ございます。

第２項補助金の決算額は ４，４４３万 ６，８３６円で、主なものは簡易水道企業債償還元金に伴う

一般会計からの補助金 ２，４２６万 １，８３６円、古里・道瀬簡易水道施設整備費国庫補助金 ２，０１７

万 ５，０００円であります。

第３項企業債の決算額は２億 ２，６８０万円で、うち繰上償還に伴う上水道事業借換債、１億

７，３００万円と、古里・道瀬簡易水道施設整備に伴う事業費でございます。

次に支出でございます。第１款資本的支出の決算額は４億 ７，０１４万 ３，８８０円で、不用額は、

４，７１１万 １７０円となっております。

第１項建設改良費の決算額は１億 ３，８０４万 １，５７０円で、不用額は ４，７１０万 ８，４８０円であり

ます。主なものは職員１名分の給与費 １，０３７万 ３，２９０円のほか、便ノ山地区老朽管布施替え

工事、馬瀬地区総配水管支障移転工事設計業務、古里・道瀬簡易水道統合整備事業における

配水池造成工事、配水管布設工事、連絡管布設工事などでございます。
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第２項企業債償還金の決算額は３億 ３，２１０万 ２，３１０円で、うち上水道及び簡易水道企業債

の繰上償還分２億 １１０万 ５，４９９円と、残額は上水道企業債の通常分の償還金、それに簡易水

道企業債の通常分の償還金であります。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額につきましては、さきほど朗読したとお

りでございます。

（３）特例的収入及び支出

これは紀北町簡易水道事業特別会計を地方公営企業法の規定を適用したことに伴い、特別

会計は平成２０年３月３０日をもって終了し、打ち切り決算することになりました。１９年度にお

いて発生した債権、債務に係る未収金や未払金は、平成２０年度において資産未収金、負債未

払金として整理することに予算措置として、予算に別条を設けて計上することになりました

ので、ここに明記いたしました。

まず、特例的収入ですが、決算額は ９８１万 ５，７８０円で、予算額に対し ７８０円の増となって

おります。これは海山区簡易水道の水道使用料で、現年度分、過年度未収金でございます。

特例的支出の決算額は １２８万 １，６０５円で、主なものは電算委託料、消費税及び地方消費税

でございます。

次に、６ページをご覧ください。

平成２０年度紀北町水道事業損益計算書でございます。税抜きの額で示しております。

１．営業収益、２．営業費用、３．営業外収益、４．営業外費用、収益と費用を差し引き

ますと、当年度上水道経常利益は １２５万 ２，０４９円となります。

５．簡易水道営業収益、６．簡易水道営業費用、７．簡易水道営業外収益、８．簡易水道

営業外費用を差し引きますと、当年度簡易水道経常利益は ２，０４０万 ３，８９６円となります。

９．特別損失は １１７万 ５，８９０円で、当年度の純利益は ２，０４８万５５円となります。これに前

年度繰越利益剰余金１億 ８３５万 ７，５１２円を合わせますと、当年度未処分利益剰余金は、１億

２，８８３万 ７，５６７円となりました。

次に、７ページから８ページをご覧ください。

平成２０年度紀北町水道事業剰余金計算書でございます。税抜きの額で示しております。

まず利益剰余金の部ですが、１．減債積立金は、今回 ２，８１０万 ５，４９９円を取り崩しました

ので、当年度末残高は ２，８１７万 １，７９０円となります。

２．の建設改良積立金は、今回 １，０００万円を取り崩しましたので、当年度末残高は２億 ７

８９万 ６，４１３円となり、積立金の合計額は２億 ３，６０６万 ８，２０３円であります。
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また、３．の未処分利益剰余金は、当年度未処分利益剰余金１億 ２，８８３万 ７，５６７円になり

ます。

次に、資本剰余金の部ですが、前年度末の繰越剰余金の合計額１１億 ７，５３１万 ８３５円に、当

年度に発生した１．国庫補助金、３．一般会計補助金、４．工事負担金、５．受贈財産評価

額を加えた結果、翌年度繰越資本剰余金は１５億 ５，６４１万 ４，０７５円となりました。

次に、９ページをご覧ください。

平成２０年度紀北町水道事業剰余金処分計算書（案）でございます。税抜きで示しておりま

す。これは地方公営企業法第３２条第１項及び同法施行令第２４条第１項の規定に基づき、当年

度純利益 ２，０４８万５５円の２０分の１以上の額 １１０万円を減債基金として、今回積み立てをする

ものでございます。

次に、１０ページから１１ページをご覧ください。

平成２０年度紀北町水道事業貸借対照表でございます。これは税抜きの額で示しております。

まず、資産の部では、１．固定資産の合計額は４０億 ８２０万 ３，７３５円であります。

また、２．流動資産の合計額は５億 ２，９８５万 １，１８３円で、主なものは現金預金４億 ３，８８９

万 ２，１５４円、未収金 ６，８５９万 ８，９８５円、あと貯蔵品、前払金であります。

資産の合計額は４５億 ３，８０５万 ４，９１８円であります。

次に、負債の部ですが、流動負債の合計額並びに負債の合計額は ５，７８５万 ８，９３７円であり

ます。

次に、１１ページの資本の部ですが、４．資本金の合計額は２５億 ５，８８７万 ６，１３６円です。

５．剰余金のうち、資本剰余金の合計額は１５億 ５，６４１万 ４，０７５円でございます。利益剰余

金の減債積立金は ２，８１７万 １，７９０円、建設改良積立金は２億 ７８９万 ６，４１３円、当年度未処分

利益剰余金は１億 ２，８８３万 ７，５６７円、利益剰余金の合計額は３億 ６，４９０万 ５，７７０円でござい

ます。剰余金の合計額は１９億 ２，１３１万 ９，８４５円で、資本の合計額は４４億 ８，０１９万 ５，９８１円で、

負債資本の合計額が４５億 ３，８０５万 ４，９１８円となり、この負債資本の合計額とさきほど申し上

げました資産の合計額とが合致いたします。

平成２１年９月８日提出

紀北町長 奥山始郎

次にですね、１２ページからの決算の附属書類につきまして、主なところだけ説明をさせて

いただきます。

１４ページでございますが、職員に関する事項ですが、前年度比３人の増は簡易水道事業特
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別会計を地方公営企業法の規定を適用したことに伴いまして、平成２０年度から水道事業会計

で計上したことによるもので、水道課の総職員数におきましては増減はございません。

それから１５ページをお願いいたします。ここには ２００万円以上の建設改良工事の概況です

が、２ヵ年施工いたしました便ノ山地区配水管布設工事は、延長 ４７２ｍ、消火栓３基を設置

して完成いたしました。

古里・道瀬簡易水道統合整備事業は２２年度の完成を目指して２年目に入り、配水池の造成

工事や配水管布設工事を実施いたしました。

１６ページは事業会計の業務についてであります。給水戸数は平成２０年３月末の給水契約件

数です。給水人口は外国人を含めた行政区域内人口です。それから年間有収水量率は有収水

量を総配水量で除した率であります。総配水量につきましては、上水、簡水を合わせて４万

３，０００㎥の減少となっております。

１７ページは、収入、費用に関する事項です。６ページの損益計算書の抜粋でございます。

それから１８ページは、重要契約の要旨として ５００万円以上の工事契約と、企業債の概況で

ございます。繰上償還により高利率の企業債の元金２億 １１０万 ５，４９９円を償還し、その借換

債として１億 ７，３００万円を株式会社第三銀行と株式会社百五銀行から低率で借り入れしてお

ります。結果、本年度末残高は前年度から１億 ５３０万 ２，３１０円減少し、２１億 ５，６０１万 ９，０３５

円となりました。

１９ページから２２ページまでは収益費用の明細書で、これはもう税抜きで表示しております。

それから２３ページから２４ページは、固定資産の明細書でございます。

それから最後でございます。２５ページから２８ページにつきましては、企業債の明細書でご

ざいます。

以上が、平成２０年度紀北町水道事業会計決算の内容でございます。よろしくお願いいたし

ます。

川端龍雄議長

以上で、議案の提案理由並びに内容説明を終わります。

これより各議案に対する質疑に入りますが、質疑の回数は議長が宣告した議題について３

回以内となっております。委員会での審査は十分にできますので、自分が所管する委員会に

付託される案件については、大筋の質疑にとどめていただき、詳細は委員会で行っていただ

きますよう、ご配慮をお願い申し上げます。

なお、発言の許可を求めるときは、議席番号と氏名を述べてください。また、議会放送番
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組において、議員の音声が小さいという町民からの声などをいただいております。発言する

ときはマイクの調整を行っていただきますようお願いいたします。

それでは、これから各議案に対する質疑を行います。

川端龍雄議長

日程第５ 議案第４０号 紀北町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたしま

す。

質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

１７番 松永征也君。

１７番 松永征也議員

第１条ですね、出産育児一時金なんですが、平成２１年の１０月１日から２３年３月３１日までと

いうことで、約１８ヵ月ですわね。このような暫定措置という説明であったわけなんですけど、

ただ、この間に切っているという理由ですね、どういうことなんでしょうか。この１年半に

限って引き上げるということですわね。それについて説明いただきたいということと。

もう１つはですね、第２条のほうではですね、何ですか、介護納付金の賦課限度額を引き

上げるということなんですけども、９万円を１０万円に、この根拠としてはですね、国民健康

保険施行令の一部改正に基づいておるわけなんですね。私の認識では、この施行令の一部改

正は今年の４月１日に施行されたんじゃないんかいなという認識を持っておるんですけど、

これ確認なんですけども、その点、説明をいただきたいと思います。

川端龍雄議長

谷口住民課長。

谷口房夫住民課長

第１点のですね、ご質問にお答えいたします。本年の１０月１日から２３年の３月３１日までの

暫定措置ということについての理由をですね、お尋ねだと思いますが、この件につきまして

はですね、今回、国の政令の改正に基づきまして、うちも条例も改正するんですが、国の考

え方としてはですね、緊急的な少子化対策ということの中で、暫定ではあるんですが、２３年

の３月３１日までに行うということで聞いております。

それで、その以降のことについては、今後ですね、支払制度の、直接支払制度と合わせま
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してですね、今後の対応については検討していくということで、国のほうからの回答でござ

います。

それから２点目のですね、介護保険料の賦課限度額にかかる政令改正におきましてはです

ね、議員ご指摘のように政令の改正につきましては本年の４月１日から施行されております

が、政令の改正の通知が非常に遅くてですね、本年度から条例を改正して、本年度の保険料

の改正の分から間に合うような形でできなかったということで、実際来たのはですね、２月

の末に国のほうから政令改正の通知がきまして、３月議会も考えたんですが、物理的に不可

能でしたので、ついてはですね、１年ですので、保険料にかかることですので、年度途中か

らの改正はできませんので、来年の４月１日からの２２年度分からの保険料の改正ということ

に間に合わすためにですね、今回９月議会で条例の改正をさせていただいて、施行について

は来年の４月ということでさせていただいたということですので、ご理解願いたいと思いま

す。

川端龍雄議長

松永征也君。

１７番 松永征也議員

第２条の関係なんですけども、そうしますと地方税法のほうはですね、同じ時期に改正が

あって、専決処分をして対応をしていますね。そういうような対応はできなかったんかどう

か。ということはね、この介護納付金なんですか、限度額上げるということは、賦課総額が

決まっておるわけなんで、その低所得者の方に多少なりともですね、負担が被さっていくん

ではないかという気がするんですけどもね。そのことについていかがでしょうか。

川端龍雄議長

谷口住民課長。

谷口房夫住民課長

専決処分でなぜできなかったのかということでございますが、保険料につきましてはです

ね、議員さんご存じのように政府のほうのですね、本算定が出ましてから、うちのほうで算

定をしてやるものですから、専決処分までしてやることは不可能ということで、他所の、他

市町村の状況も聞いたんですが、他所のとこについてもですね、２２年の４月から施行すると

いうことで聞いておりますので、うちもそのようにあわさせていただいたということとです

ね。

今回の賦課限度額の改正につきましてはですね、説明でもさせていただきましたように、
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中間所得者層のですね、不公平感を少しでも解消するということで、保険料につきましては

ですね、低所得者の方については２割、５割、７割という軽減措置がございます。それが高

所得者につきましてはですね、介護保険料の賦課限度額についてもですね、今まででしたら

９万円の限度額でですね、それ以上の所得がある方についても９万円を限度にするというこ

とで、ついてはですね、それの間に挟まる中間所得者層の方についてはですね、まともに減

額もないし、限度額もないことからですね、まるまる払っておったということがありますの

で、少しですね、高所得者の方に限度額を１万円を上げて、中間所得者層の方の不公平感を

少しでも解消するという目的のためにですね、整備改正されたということで国のほうから聞

いております。以上です。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終わります。

川端龍雄議長

次に、日程第６ 議案第４１号 紀北町立教育集会所条例の一部を改正する条例を議題とい

たします。

質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

６番 北村博司君。

６番 北村博司議員

お尋ねします。田山教育集会所の条例上がこれ消えるわけですけれども、現在位置の建て

直しなんですね、これ。それでもう解体しているんですか。

それとこの教育集会所補助金の返還義務が生じないかどうかですね、かなり年数が経って

おると思うんで、終わっているんでしょうけども、ちょっとそこを確認しておきたいのと。

それと教育集会所の場合は、非常に手厚く活動費やなんかあれいろんな形で助成されてま

すね。むしろと言うよりも義務化されている、年間集会所の活動こんだけやりなさい、学習

会こんだけやりなさい、講演こんだけやりなさいって、確か義務化されていると思うんです

が、今度建て直すときはただの集会所ですね、その辺で地域にとって不利益にならないのか
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どうかですね、そういったいろんな活動ができたというところ、その辺のちょっとご説明い

ただきたいと思います。

川端龍雄議長

家崎生涯学習課長。

家崎英寿生涯学習課長

それでは説明させていただきます。８月１２日の第２回紀北町臨時議会で、田山教育集会所

の改築の予算が可決されたことにより、１２月中に改築される入札が行われるということから、

廃止条例を提出させていただきました。また、教育集会所の管理のための経費なんですけど、

例えば田山教育集会所につきましては、総額で１４万 １，０００円を支出しております。２０年度で

は１４万 １，０００円を支出しております。その内容としましては電気代、水道代、それと修繕代、

修繕料ですね。それと浄化槽の法定点検手数料、それと建物の火災保険、そういう経費が町

のほうで予算を計上しております。支出しております。

また、田山教育集会所につきましては昭和４８年に建築されて、築３６年を経っておりますの

で、建築当時の補助金については返還義務はないと思っております。以上です。

川端龍雄議長

家崎課長、説明じゃなく、今度はご答弁願います。さきほど説明と言ってましたので、ご

答弁のほうで、家崎課長。

家崎英寿生涯学習課長

お答えいたします。活動費については予算は県からの補助金もありません。それと田山教

育集会所につきましては４８年建築され、３６年経過しておりますので、教育集会所としての補

助金に対しての返還義務はありません。

それとですね、教育集会所で行ういろんな事業につきましては、法律が変わったことによ

り、現在自主的に行っており、なくなりましたので事業は行っておりません。

川端龍雄議長

北村博司君。

６番 北村博司議員

どうもちょっと、多分町民テレビ見ていられる方よくわからんのじゃないかと思うんです

ね、今のお答え。要するに今までは法律改正は最近あったんでしょうね。だからそういう活

動費に対する補助金がもうすでになくなっておるというご説明ですね。それはわかりました。

それから電気とか浄化槽の管理とかに１４万円云々、これ管理費が町費から支出しておるわけ
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ですね。集会所の場合、今回のケースはちょっと確認したいのですが、大体一般的な地区集

会所、公民館は別ですね、町営ですから。地区集会所の場合は管理費というのか、日常的な

管理費は地域が出しておるんじゃないですか、負担しておるんじゃないですか。ですから、

教育集会所の場合は公費で負担できたと思うんですが、この集会所になると公費出すんです

か。その辺で私は不利益にならないかと確認しておるんで、今までどおり公費負担ですとい

う話なのか、その辺はちょっと明確にご答弁いただきたいと思います。

川端龍雄議長

小倉教育長。

小倉肇教育長

教育集会所についてのですね、義務とか、それから県、国のですね、補助は法律が変わっ

てなくなったわけですね。ですから、教育集会所としての義務的な講座はやらなくてもよく

なったわけです。それで田山の地区の方々の要望もあって、いわゆる集会所として今後は使

いたいということで、集会所としての建て替えをやってもらったわけです。それで教育集会

所としては一応うちのほうが廃止、そして集会所として住民課のほうが今後管理していただ

けると思っております。

川端龍雄議長

ほかに、谷口住民課長。

谷口房夫住民課長

ご指摘の、ご質問の件についてお答えいたします。一般集会所につきましてはですね、維

持管理費はすべて地元区で行ってもらっております。田山の教育集会所につきましてはです

ね、建設するにあたって区の役員さんに確認をしております。一般集会所にした場合はです

ね、今までは一部単独で町のほうから維持管理費は出ておるにしてもですね、今後は出ませ

んので、それでもよろしいですかという確認のうえでですね、区としてはそれでも結構です

と、維持管理費は自分とこで持つということの中でですね、建設の計画をさせていただいて、

予算化を認めていただいたということでございます。以上です。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終わります。
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川端龍雄議長

次に、日程第７ 議案第４２号 訴えの提起について（所有権移転登記手続請求訴訟）を議

題といたします。

質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

１番 東篤布君。

１番 東篤布議員

今回のこの訴訟はですね、昭和３６年に町が土地を買ったけれども、登記をつけてなかった

ので、平成になって登記をつけてくれと、子どもさんか孫か知らんけどもお願いに行ったら、

承諾を得られなかったのでということでいいんですね。

それともう１つは、このような土地はほかにもあるんじゃないかなと思うんです。例えば

昔に書いた書類が、売買契約書があるから町はうちのもんだとこう主張しているのか、もう

１つ個人の名義にはなっておるけども、そこから税の徴収をかけてないから、当然こちらの

もんである。何を根拠として町のもんであるという主張をしておるのかですね。これはよく

わかるんですが、私の知っておるところでもたくさんあるわけでして、なぜこういう、何を

言いたいかというと、こういう訴訟になる前にもうすでにわかっておるですね、そういう町

所有の土地で名義を変えてないとこがあるんであれば、なぜこういう揉め事になる前にね、

解決していかないのかなと思うわけです。

課長にお尋ねしたいのは、町でわかっておってですね、まだ町に名義を変えてないところ

がたくさんまだあるわけですから、何をもってこれ、例えば向こうの方がですよ、町に売っ

たという方が亡くなっておって、子どもさんなりお孫さんが町に貸しておるんだという錯覚

しておる人がおったとしたら、なかなか主張が難しいんでないかと思うんですよね。向こう

も自分のもんだと思うて、土地を使用はしてないけれども、使用させておったということに

なるわけでしょう。これ以外に課長あるんですかね。町はこれを前に説明受けて売買契約書

等があるんだという話でしたけども、まずあるんですね、そういう契約書は、これは。

川端龍雄議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

お答えいたします。まず契約書の存在でございますけれども、確認はいたしております。
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昭和３６年の２月の契約書が存在してございます。

それと、ほかにこのような事例がないかということでございますけれども、まず町営住宅

につきまして、この件が発覚いたしまして、まず建設課といたしまして町営住宅について確

認を行いました。町営住宅の中でですね、紀伊長島区の志子団地でございますけれども、平

成７年に用地買収をした事例で、１件所有権移転登記がなされていないものがございまして、

これについては現在事務手続きを行っているところでございます。この件につきましても契

約書は存在いたしておりますし、土地の支出の書類も残っております。また写しではござい

ますけれども、登記承諾書等も残っておりますので、そういうことで今、当事者の方と調整

をしているところでございます。

それと、何を根拠に町がこの土地を所有しているということでございますけれども、まず

１点はですね、昭和３６年に町営住宅を建設したという、これ事実がございます。それ以来で

すね、５０年近く町が町営住宅の管理運営を行ってきたということでございますので、この件

につきましてですね、当事者の方も町からの話があるまで、そういう登記がなされずに残っ

ているということは知らなかったということでございまして、相続人の方が９名ございます。

そのうち８名の方からは説明いたしましたところ十分に理解を得られまして、すでにその８

名の方の所有につきましては町の登記が移っております。ただ、今回の訴えの相手方につき

ましては、父親が亡くなってですね、現在登記が残っておるのだから、その契約については

無効だというような主張をされまして、なかなか実態を理解していただけないという状況で

ございます。

川端龍雄議長

１番 東篤布君。

１番 東篤布議員

そうやろ、そんな人がおるんやで、それは。登記簿上残っておるでな。だからその人がで

すよ、売買契約書とか登記承諾書をね持っておったらそうは言わんやろけどさ、兄弟３人お

ったらあんた、長男が持っておったら、次男、三男知らんでな。そやで今、最初にお尋ねし

たのは、この町営住宅については志子団地が１箇所あると聞きました。建設課の管理する土

地でほかにないですか。例えば道路として使っておるとことか。

というのはね、以前にね、何１０年前になるかな、僕は聞いたんや。ここはな、家の土地な

んや、車通さん、通行止めしたことがあったらしい。それがいまだに解決してないん、課長、

そういうところある。知ってますか、課長。建設課の管理していますという努力して名義を
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変えていかなならんところでね、町営住宅は志子団地があるのはわかりましたが、ほかにも

やらなければならないところで、このような誤解を受けて、あとからまたこのような訴訟に

なってしまうやも知れないようところがあるんですかね、課長ご存じですかということです。

川端龍雄議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

お答えいたします。今、道路のことを言われましたけれども、町道につきましては現在紀

北町で約 ２６５㎞ほどの管理を行っております。その中で、今議員が言われましたように未登

記の箇所もたくさんございます。正確にはその実態を把握してはございませんけれども、か

なり多くあるのではないかということで承知しておりますけれども、これにつきましてはで

すね、その都度整理していくしかないというふうに考えておりまして、いろいろ道路事業等

でそういうものが発覚しましたら、その都度理解をしていただく。ただですね、海山区にお

きまして、今現在地籍調査を行っております。その中でもいくつかのそういうような事例が

出てきておりまして、その都度事情を説明して処理をしているということでございます。

ただ、実態といたしましてですね、法的に町道で道路法の認定を行っておりますと、これ

につきましてはもう道路法が優先されるといいますか、道路法上で道路管理者として管理し

ているということでありましたら、これはもうその時点でその実態がですね、優先されると

いうことでございますので、仮に未登記であってもそれが道路としての法律といいますか、

そういうことで優先されるということでございますので、今回と同様にですね、そういう問

題が発生した場合には時効取得のような手続きも可能となってございますので、登記をして

ないということはですね、非常に職務怠慢といいますか、そういうことはあってはならない

ことではございますけれども、過去の事業の中ではそういうような登記をせずに道路事業を

行ったということもございますので、今後はその都度対応していきたいと考えております。

川端龍雄議長

東篤布君。

１番 東篤布議員

担当課長はね、２年に一度、３年に一度変わっていかれますんで、町の方向性としてです

ね、その都度問題があったときに登記していくんだというような考え方は改めていただきた

い。今回のこの議案第４２号のこの場所ですが、ここには道路という、らしきものが通ってま

す。これが町道認定されておるのか、されてないのかという訳のわからない道路が２、３あ
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るわけですね。そこに建っておるのがこの町営住宅でして、今回問題になっておるわけです

けども、この図面を見ますと、見ていただくとわかるんですが、これは高速道路への乗り入

れ道路が入ってくるわけですね、県工事で。といいますと、これが通ることによって今現在

これ町道田山坂線というのがなくなっていくんですね。これを通って今自分の自宅に出入り

している人もなくなっていく、そこのところで出てくるのはね、これがなくてももう１箇所

の道路という、町民はですよ、道路と思っているところ、今まで通ってきたところ、それが

通れるのかなと思っておった。それが町民から見たらわからんのです。町道なのか、個人の

名義の土地なのかね、今まではずっと通ってきておったけど、さあ今度になったら個人の人

が通ってはいけませんとこうなるわけです。

だからそこの判断基準を明確にしていただいてですね、特に今回のこの訴訟問題起こす、

このエリアについてはですね、また今回の一般質問でもやらせていただきますが、そういっ

た問題が発生してからね、やっていくんだというふうな考え方改めていただきたい。でない

と、常にこう訴訟、訴訟、ものすごい訴訟の多い町だとこうなってきますので、予算も嵩み

ますので、くれぐれもそれをお願いして終わります。以上。

川端龍雄議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

お答えいたします。今、議員が言われましたですね、資料１ですね、１２ページのところの

写真の①の写真の町道田山坂線を言われたのではないかと思いますけれども、この町道につ

きましてはですね、町道認定はいたしております。したがいまして、今回インター線の工事

で県の事業でございますけれども、これに対して県は機能復旧は当然やっていくということ

でございます。それの関連の用地といたしまして、この田山坂団地は事業対象になっている

ということでございます。

それともう１点ですね、この付近に町道以外の道路があるかということでございますけれ

ども、現地は私も見ておりますけれども、私道のようなものがございます。私道といいます

か、一般的に住民の方が通路として民間の土地を通られているというようなところはござい

ますけれども、それはあくまでも町道認定はいたしておりませんので、町道ではございませ

ん。また、建築の際にですね、長島区は都市計画区域内でございますので、当然町道に、道

路に接道していないと建築許可が下りないということもございますので、その辺のところで

確認をしていきたいと思っております。
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川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

１番 東篤布議員

議事進行です。ちょっとね今の答弁で、非常にこの私が聞いておるところでは、間違って

おるんじゃないかなという点があるわけです。どういった点かと言いますと、この町道田山

坂線は町道として認めております。こうおっしゃった。ここが高速の乗り入れ道路としてこ

れはかかりますと、それの代替道路として県は付けてくださいますと、こう課長はおっしゃ

いましたが、現地の住民の皆様の話を聞きますと、途中でストップされて自分の、今現在こ

の町道田山線を通って自宅に通っておる。それが真ん中で切られるんだとこうおっしゃって

いましたが、課長のおっしゃることと、県が地元説明とおっしゃることと違うのはどういう

ことなのかなと、具体的に議長から尋ねていただけませんか。間違った答弁をしていただい

て、このままですね、済んでしまいますとですね、住民の皆様に非常に不利益な情報が流れ

るやに思いますが。

川端龍雄議長

議事進行なのでお答えします。東篤布議員所管の議員ですので、また委員会においていろ

いろな面で質疑していただければと思います。それで今の間違ったご答弁というのがありま

したけど、その点課長お答えください。

山本善久建設課長

お答えいたします。今、議員が言われましたのはですね、この町道田山坂線の県の付け替

え事業でございますけれども、私が聞いている範囲で少し用地が難航しているという情報は

聞いております。ただ、県におきましては機能的には当然復旧するべきだということで、今

その地権者の方と交渉を行っているところではございますけれども、議員が言われますのは

ですね、最終的にどうしても土地の地権者から承諾が得られない場合におきましては、収用

法の対象からこの町道部分が外れてしまうということは聞いております。ただ、県におきま

してはあくまでも収用法から外れましても、任意で交渉は続けていくと、県の事業において

地権者の方に粘り強く交渉を続けまして、県の事業において道路は確保するというふうに聞

いております。以上です。

１番 東篤布議員

違う違う、いいですか。付けてあげましょう、しかし用地が確保できないから止まるんで

あれば致し方ない。付けてあげませんとおっしゃっておるから、答弁が違うと言うておるん
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です。担当所管ですから、それはまた所管でやりますんで、そういうことですよ。付けます、

代替道路を付けましょう、しかしながら地権者さんの協力を得られなかったんで止まった、

これなら仕方ないでしょう。そうじゃない。ここまでしか付けませんよ、そこまでいきませ

んよ、いわゆる付けませんよと明確に県が答えておるんです。町と県と国交省と、またネク

ストと話が違うようじゃ困るんで、しっかりとですね、県に念を押しておいてください。い

いですか、このテレビをここに住んでおる人は見ておると思う。十分頼まれておるんやから、

よろしくお願いします。以上終わり。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

１１番 入江康仁君。

１１番 入江康仁議員

この問題はね、前者議員に関連いたしますけども、私ちょっと角度を変えてちょっと質問

させていただきます。そもそもですね、この訴えの提起と、この言葉ではですね、立派なも

のを言ってますけど、そもそもこの原因を誰がつくったんだと言えばですよ、これは紀北町

の、旧紀伊長島町ですね、この当時の。職員の怠慢、また管理する立場にあった町長たちに

あるんじゃないですか、町長。それ自分たちが原因をつくっていて訴えの提起だと、これは

確かにね、この東豊次さんはですね、本当に被害者みたいなもんですよ、はっきり言って。

町としてするべきことをきちんとしていなかった。個人の売買でも土地の売買、何の売買で

もしたってですよ、この移転登記をしなかったら自分のものにならない。この基本に第一に、

基本を崩しておるのは町の職員じゃなかったんですか、町長。

まして、それを管理する町長の立場でなかったんかなと、だから今は現紀北町の町長とし

てですよ、この訴えの提起に対するいろんな予算等に対しても町長、あなたは町民に先に謝

らんならんことですよ、これは。あなたは単純のように私たちは正しいんだ、どうだという

立場の中で訴えの提起を主張しておるけど、原因をつくったのは紀北町なんでしょう。それ

を第三者が悪いようにして訴えの提起だと、それはちょっと町長、今ね相続のことに関して

もそうですよ。子どもさん５人おれば、孫がおるかて、皆伝って、皆の判をもらわなけりゃ

相続もできないんでしょう。それぐらい厳しいもんなんでしょう、また難しいもんなんでし

ょう、町長。

これをですね、訴えの提起だというたら、ああ行政は正しいんかな、間違いのことやって

ないなと、町民は錯覚するんですよ。原因をつくったのは町長、私はいつも言っているよう
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に紀北町なんですよ。だからさきほど課長の答弁もあったけど、これ志子住宅のことでもあ

ると、あるんだったらこのいろいろな移転をしてなかったことも、これ紀北町で探したんじ

ゃなくて、その道路の高速道路の立ち退きで国交省が指摘してきたというような答弁やった

けど、これはちょっと、そやけど町長情けないことじゃないですか、これ。これに関する費

用はどんだけかかっておるんですか。そこの答弁お願いいたします。

ここにですね、立派なこの弁護団も何人ですか、これ。２、４、６、８人もなっておる。

そうしてこの決定はありますね、裁判所の仮処分の決定、これはもうこれに対しての３０万円

の担保立てさせて、次のとおり決定すると、主文とこうなってますけど、これはもうこの弁

護団の結成の中でも考案をやって、この主文の決定をいただいたんですか、仮処分の決定を

いただいたんですか、そこのとこ交えてちょっと答弁をお願いします。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

この件につきましては、さきほど課長も申し上げたとおりですね、行政の当時の怠慢が原

因であると思ってます。そのことについては申し訳ないと思ってます。しかしながら、今こ

ういう事態が発生して、当時の方々９名の権利を有する人たちのうち８名までが、町に対し

て同意をしていただいたことを考えますと、手続き上は怠慢であったけれども、事実は事実

として認めていただいたと、そこは感謝している次第です。

それから、訴訟の内容については課長に答えさせますが、そのように私は思っております。

以上です。

川端龍雄議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

お答えいたします。まず、今回の仮処分に要した費用でございますけれども、約７０万円で

ございます。この仮処分の申立に関しまして弁護士事務所に事務委託をいたしました。これ

が３１万 ５，０００円でございます。それとこの仮処分にありますように、法務局への担保金３０万

円でございます。その他につきましては登記手数料等でございます。これらを含めまして約

７０万円の費用を要しております。ただ、この担保金につきましては、今回勝訴は決定いたし

ますと返還されるというものでございます。

次に、仮処分でございますけれども、これは訴訟ではございません。あくまでも町の権利
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を保全するために相手方に現在のこの土地にですね、その他の権利等のですね、一切の処分

ができないように、また売渡等ができないように仮処分をもってそれを禁止するということ

でございますので、この仮処分につきましては訴訟ではございません。以上です。

すみません。少し答弁もれでございます。ここのですね、資料の１４ページの当時者の目録

のところに、債権者紀北町で代表者が町長となっておりますけれども、その下に弁護士事務

所の各弁護士の氏名が書いてございますけども、これにつきましては弁護士事務所にこの仮

処分の業務を委託したということでございますので、これの窓口になっておりますのが、一

番上に名前が記載となっております赤木邦男弁護士がこの業務をやっていただいたというこ

とでございます。以上です。

川端龍雄議長

入江康仁君。

１１番 入江康仁議員

その事務委託をやったということですけど、当然ですね、ここに書いてあるのは債権者訴

訟代理人としてなっておるんですよね。事務委託じゃないんですよね。はっきり楠井法律事

務所、そしてこの８名からなるものは議会にも何も通してなくてですよ、当然、これ訴訟に

なればですよ、当然弁護士費用もこれではとてもやないけど済まない。そしてこの赤木邦男

さんという弁護士はですね、この中にあるいそべんか、それともまた弁護士の中で登録して

おるのか、私ははっきりわからんですけどね、実際楠井さんは、嘉行さんですか、この人は

町の顧問弁護士じゃなかったんですか。なぜこういうようなおかしなやり方をやるんですか。

そしてここまでの名前かけて、その事務委託料だけでは済まないでしょう。事務委託料す

るだけにこの８名の弁護士を雇っておるんですか。それでは当然着手金だなんだっていろい

ろなもののかかってきておるはずですよ。それでは弁護士の８名の人は効力を発揮できない

んじゃないですか、これ。ちょっとおかしなような委託のやり方やっているんじゃないです

か。それはもう課長、大きなこれ問題になるから、町長に答えさせてください。町長、どん

なんですか、これは。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

お答えします。楠井法律事務所と契約をしたわけでありまして、その中で、この法律事務

所の中で、あと７名の弁護士の方々が、中で内部的に協力するという意味であります。
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川端龍雄議長

こちらで質疑の回数は考えますから、質疑してください。

入江康仁君。

１１番 入江康仁議員

今さ、この楠井法律事務所として契約したんだったら、このほかの弁護士は必要ないんじ

ゃないですか。さきほど言ったようにですよ、楠井事務所の代表である楠井先生は紀伊長島

町の顧問弁護士なんですよ。なぜ赤木さんとかそういうことになるんですか、それは楠井事

務所はあとで担当を決めるだけのことであってですよ、楠井法律事務所で契約するんだった

ら、楠井代表が出てこなあかんのじゃないですか。その中で誰が、その中の受付はこの赤木

さんとか担当者はこれはこちらが決めるんじゃなくて、楠井事務所のほうが決めるんじゃな

いですか。この８人とはしてないんでしょう。楠井事務所なんでしょう。そんなら楠井事務

所だけでいいんじゃないですか。ましてこれ訴訟代理人となっておるんですよ、もう。着手

金から何か要るはずですけど、それはどうなるんですか、町長、そこしっかり答えてくださ

いよ。

川端龍雄議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

お答えいたします。まずですね、楠井法律事務所の代表であります楠井弁護士と委任契約

を締結しております。ですから、この仮処分の業務委託につきましては、まず楠井法律事務

所との契約でございます。赤木弁護士につきましては楠井弁護士事務所の所属ということで

ございますので、我々が相談に行った際の窓口になっていただいております。そういうこと

で、今回裁判所への仮処分の申立につきましては、赤木弁護士が筆頭に名前が書いてあると

いうことでございます。

これの費用でございますけれども、さきほど説明させていただきましたように、業務委託

料として消費税を含めて３１万 ５，０００円の契約でございます。その他の費用は発生はいたして

おりません。以上です。

（「議事進行」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

入江康仁君。

１１番 入江康仁議員
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議長、これは私はさっき説明したのは、楠井法律事務所で契約しているんだったら、楠井

法律事務所楠井代表でいいんじゃないですか。それをなぜこないして赤木さんが代理人とか、

これはあくまでも楠井事務所と契約しておると課長の説明だけど、今の答弁だったら赤木さ

んと契約しておるのであって、楠井法律事務所じゃないですよ、これこないして出してきた

ら、訴訟代理人が。こないして出してきておる以上は、楠井法律事務所と契約しておること

じゃないですよ、これは。通常そうでしょう、こんな契約書ないでしょう、これは。

そんなら建設会社でもそうなんですか、そんなら。子会社持っておって代表があってです

よ、親会社が、契約したのは親会社でなくて子会社だと、そんな契約になるんですか。そん

な馬鹿なやり方ないですよ、これは。違法的なものになってしまうよ。要はですね議長、こ

こをちゃんと質してほしいのは、要は町長ももっと町民にしっかり謝罪していただきたいと

思うけど、訴えの提起だと言っておっても、原因は紀北町がつくったんです、現実。その中

でもっと真摯に受け止めてもうてですね、町長のやっぱり職というものを職責、職務の中で

の町民に対してもう一回頭下げていただき、こうだけどやはり主張は正しい、町長の言うこ

とはね。だけどやはり相手方もこうなった以上、法の網目を潜って主張できるんですよ。そ

のような一番難しいような問題なんです。だからそこに関しては今言ったように、不必要な

お金が要る。これは町民の大事な税金じゃないですか。捨て金じゃないですか、これは。だ

から私は以前から訴訟に関しては町民のプラスにならない死に金、無駄金になるからという

ことは何回も言ってきておるんですよ。

そして今の課長言っているように、課長のその契約の説明は当てはまらない、町長、これ

はあくまでも課長が契約じゃないんです。紀北町長としてのあなたの契約なんですよ。これ

課長に答弁しやさんと、あなたがもっと責任持って答えてくださいよ。こんな説明ないでし

ょう。楠井法律事務所と契約しておるのに、赤木さんだとかそういうことはないと思います

よ、これ。これを受け付け担当決めるのは楠井さんのほうでしょう。私ら関係ないですよ。

議会の予算認めるのも、これに対して楠井法律事務所楠井代表との契約でしょう。こんな契

約書のやり方はない、これは。違法的になる、これは認められないよ。

川端龍雄議長

今、議事進行ですけど、これ執行部のほうのご答弁お願いします。

奥山町長。

奥山始郎町長

お答えいたします。契約書というわけではなくて、当事者目録になっていますよね。町と
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しては委託したわけです。ですから、これでいいというふうに私は認識しております。契約

ではないんですね。

１１番 入江康仁議員

委託でも一緒でしょう。

奥山始郎町長

委託したもの。

１１番 入江康仁議員

これは議長、止めんならんよ、これこんなことでは。

奥山始郎町長

お答えいたしますが、委任契約書というのは別にあります。これは楠井法律事務所受任者

弁護士楠井嘉行と、紀北町長奥山始郎となってます。

１１番 入江康仁議員

いやいやそれ言った中で、あなたは契約と言ったでしょう。

奥山始郎町長

この書類はね、ここに書いてあるのは。

１１番 入江康仁議員

契約しておるんでしょう。私らこれしか持ってないから契約って、あなたが契約と言った

んですよ。

奥山始郎町長

それは申し訳ないと思いますが、契約書ありまして、これは当事者目録、以上です。

１１番 入江康仁議員

ちゃんと答えてくださいよ。ここにあるとかないとか、ちょっと僕らわからんからさ。

奥山始郎町長

契約書は委任契約書というのは、こちらに控えあります。

１１番 入江康仁議員

委任契約書というたら契約書じゃないんですか、議長。

奥山始郎町長

いやいや契約書です。

１１番 入江康仁議員

契約書やろ、契約書じゃないと言った。
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奥山始郎町長

いやこれは契約書ではないという意味です。仮処分決定書というものであります。一部で

す。そういうふうにご理解願います。よろしいですか。お願いします。

川端龍雄議長

入江康仁君。

１１番 入江康仁議員

そやけどね町長、やっぱりきちんとさ、やはり議会に対する答弁はですよ、町長、町民に

対する答弁ですから、私どもが質問したこと私だけ理解するような答弁じゃなくて、やはり

町民にわかるようにやっぱり説明していただくのが、やはりこの開かれたテレビでね、今回

この地域では先進町だと言われておるこのＺＴＶに対する、町民に対する説明を交えて答弁

をしていただきたいんですよ。今のやはり答弁のやり方では、やはり町民にもわかりにくい。

そんならもう一回だけ確認しておきます。議長、そんならこれは契約は契約ですね。楠井

法律事務所との契約なんでしょう。さきほどは委託だと言ったけど委託契約書なんでしょう。

そう理解していいんでしょう。これがもし、１点だけ答えてください。これがもしこじれて、

こじれて本当に裁判になった場合は、どのような形を考えてます。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

こじれてと言いますが、これはあくまでも裁判所でですね、是非を判定していただくわけ

ですから、これを訴えの提起という１つの仮処分ですけども形は。

川端龍雄議長

副町長。

紀平勉副町長

すみません。ちょっと説明させていただきますと、今回、議案第４２号というのは訴えの提

起、いわゆる裁判を起こします。起こしてよろしいでしょうかということで、議会の皆さん

方にお諮りをすることでございます。その内容はですね、その今、争っている土地、町有地

だという、うちが主張している土地に、ある民間の方がここは自分の土地だということで主

張されてますから、それをどちらが正しいですかということを、裁判所に訴えさせてくださ

いというのが、この議案でございます。ですので、この議案を通していただければ訴えを起

こして、そして裁判所のほうでどちらの所有物になるとかいうことを判断をしていただくと、
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ですから、そこで決着がつくと思います。以上でございます。

川端龍雄議長

ほかに。

（「議事進行」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

北村博司君。

６番 北村博司議員

大変議題そのものを勘違いした議論が双方で行われておるんですよ。今、副町長が答弁さ

れたように、地方自治法上は訴えの提起とか、和解について議決が行われてからするもんな

んですよ。だから仮処分は議決要らないんでしょう。ですから、この仮処分の決定通知を参

考資料でくっつけるから、ごっちゃ混ぜになっておるんですよ。あくまでもこれから訴訟を

起こしていいですかという、議会の議決を求めておるのに、仮処分のすでに下りておる仮処

分決定をこれ確か議決は要らないと思うんで、参考資料として付けているから、何か訴えの

提起が仮処分を起こすことの提起みたいに誤解するんですよ。これ議長ちょっとこれ整理を

事前にして、やっぱり提案説明できちんとそこはしていただかんと、テレビ通じて聞く人は

よけい混同しますから、議場内でも混同しますから、議長よろしくお願いします。

川端龍雄議長

町長、執行部に、今後そういうことに対しては、やはりここへ提案のいろんな出た、議会

に出した場合は正確にご答弁できたり、また誤解のないような書類は、また出さないとか、

いろいろ皆さんと協議、精査してください。やはり議会のほうで進行にかなり影響もありま

し。それとご答弁できる方はね、できる方で挙手していただいて、やはり揉めて揉めてから

ご答弁願うようではね、やっぱり議事の妨げにもなりますので、その辺も執行部の方少し考

えていただきたいと思います。

それでは、次質問される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終わります。

川端龍雄議長

次に、日程第８ 議案第４３号 平成２１年度紀北町一般会計補正予算（第２号）を議題とい
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たします。

質疑については、まず５ページ、６ページの地方債補正と歳入の質疑を行い、歳出につい

ては１５ページの議会費から２２ページの商工費までと、２３ページの土木費から３６ページの給与

費明細書までに、３分割して質疑を行います。

それでは、５ページ、６ページの地方債補正と、１４ページまでの歳入についての質疑を行

います。

質疑される方はございませんか。

１７番 松永征也君。

１７番 松永征也議員

５ページですけどもね、地方債の補正の追加ですが、林道整備事業と太陽光発電設備事業、

繰越金なんかで財源があるわけですわね。その中で借り入れをしようとするわけなんですけ

ども、どんなんでしょうか交付税措置があるとかですね、その地方債の種類はどういうもの

なんか、それについてお聞きをしたいと思います。

川端龍雄議長

塩崎財政課長。

塩崎剛尚財政課長

今回のですね、起債の借り入れなんですけども、町に有利な補正予算債であったりですね、

合併特例債であったり、そういったのを活用することによって起債を起こしております。

川端龍雄議長

松永征也君。

１７番 松永征也議員

そうするとあれですな。交付税措置があるということなんでしょうか。交付税措置がある

場合ですね、どの程度交付税算入がされるのか、それについてもお聞きしたいと思います。

川端龍雄議長

塩崎財政課長。

塩崎剛尚財政課長

はい、交付税措置があります。そして補正予算債につきましてはですね、５０％であります。

過疎とかですね、合併特例債につきましては７０％交付税算入があります。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。
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７番 玉津充君。

７番 玉津充議員

１０ページよろしいですか。７番 玉津。１０ページの国庫補助金についてお聞きします。当

町の国庫補助金の補正額なんですが、この前の８月１２日のですね、臨時議会のときに補正予

算の第１号で４億 １，３００万円、そして今回この第２号で１億 ２，０００万円、総額５億 ３，５００万

円になるわけですが、この国庫補助金についてですね、今、国の政権交代によって国の補正

予算の見直しが行われておりまして、すでに影響が出ている自治体もあるわけですね。これ

に関して当町の見通しはどうなんでしょうか、現在わかっている範囲でお聞かせください。

川端龍雄議長

塩崎財政課長。

塩崎剛尚財政課長

さきの８月臨時議会で承認いただいた国の補助金なんですが、これはすでに各担当課にお

いて確認したところ、国のほうの内示をいただいておるということで、現在も執行中であり

ます。今回の９月補正につきましても、すでに県と協議してですね、計上をしておりますの

で、詳細については各担当課になろうかと思いますけど、今のところ国、県等からですね、

これは駄目だとか、そういったような指示は受けておりません。

川端龍雄議長

玉津充君。

７番 玉津充議員

そう今、説明受けたんですが、もしですね、もしこの補正に引っかかってですね、交付金

が変更、国からのものが変更された場合は、どういう扱いになるんでしょうか。

川端龍雄議長

塩崎財政課長。

塩崎剛尚財政課長

基本的にはですね、事業執行する場合にはですね、国の内示を受けて事業の執行を行いま

すので、もしそれができないとなればですね、最終の補正のときに確定すれば減額させてい

ただきたいと思っております。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

１１番 入江康仁君。
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１１番 入江康仁議員

１０ページの国庫補助金についてですね、民生費補助金、補正前はですね ５９３万 ５，０００円に

なって、今回補正額で １，５７９万円、合計で ２，１７２万 ５，０００円になるんですが、これの算定の

仕方ですね、 １，５７９万円増えたことによって、今までの算定した子育て応援特別手当の給付

金はどれぐらいになるか、ちょっと教えていただきたい。

それともう１点、１１ページの環境生態系保全活動推進交付金の増の２０万円、これはどうい

うような交付金の増か、ちょっとお尋ねします。

そしてもう１点、その下の委託金、県支出金の委託金ですね、土木費委託金で二級河川銚

子川清掃業務委託金の増３７万円、これに関してちょっと３点、ちょっと。

川端龍雄議長

五味福祉保健課長。

五味啓福祉保健課長

お答えします。去年の繰越額でですね、子育て応援手当が ９８５万円を繰り越してですね、

今年額の補正をさせていただく予での １，５７９万円になりますので、トータルしますと ２，５６４

万円になります。以上でございます。事業費としてはトータルでですね、子育ての分につき

まして。

１１番 入江康仁議員

合計が ２，１７２万 ５，０００円にならへんの。補助金のとこですよ。

五味啓福祉保健課長

すみません、失礼しました。今回ですね、補正いたしました １，５７９万円につきましては、

３万 ６，０００円のですね、 ４００人分を給付金としてみております。以上でございます。

川端龍雄議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

お答えします。環境生態系保全活動推進交付金の増２０万円でございますが、これは当初に

予算計上いたしまして、藻場の最近の情勢としましては磯枯れ等があるということで、藻場

の保全活動組織に対する支援ということで予算化しました。それに対する今回ですね、事務

費でございます。以上です。

川端龍雄議長

山本建設課長。
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山本善久建設課長

お答えいたします。二級河川銚子川清掃業務委託金３７万円の増でございますけれども、こ

の銚子川の清掃業務につきましては二級河川ということで県の管理でございますけれども、

その銚子川に対しまして河川堤防の除草だとかですね、権兵衛の里前付近の河川の清掃を町

が県からの委託金で行っているというものでございまして、当初予算で３８万円の計上でござ

いましたけども、県にさらに要望いたしまして、今回３７万円が増額されたと、合わせまして

７５万円になるというものでございます。以上です。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終わります。

次に、歳出について、１５ページの議会費から ２２ページまでの商工費までの質疑を行いま

す。

質疑される方はございませんか。

２１番 谷節夫君。

２１番 谷節夫議員

歳出のほうの１５ページの下の款の総務費なんですけど、１６ページに続いている補正額前の

補正額で、その説明の中で庁舎等改築及び改修基金積立金 ２，０００万円がありますね。これは

全協のときにですね、非常に詳しく説明していただいた中で意味がわかるんですけど、この

説明でちょっとこの理解しにくいわけなんですね。もう少しきちんと説明をお願いいたしま

す。

川端龍雄議長

川合総務課長。

川合誠一総務課長

それでは、庁舎等積立金のですね、 ２，０００万円の内容についてご説明申し上げます。本庁

舎のですね、移転概算事業費につきましては、約５億 ８，４００万円の計画でございまして、そ

の財源内訳につきましては、合併特例債で約５億 １，７００万円、庁舎等改築及び改修基金で、

これはもうすでに積み立てされている基金でございますが ５，０００万円、そして一般財源では

約 １，７００万円と現在試算をいたしております。これに仮定をしております本庁舎分にかかる
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用地費の一般財源分を加えますと、一般財源の合計が約 ２，０００万円になると想定されること

から、この ２，０００万円をですね、９月定例会の今回の補正予算に庁舎等改築及び改修基金の

積立金として計上させていただいたものでございます。

川端龍雄議長

谷節夫君。

２１番 谷節夫議員

そうした説明ではよくわかるんですけどね、一応、非常に庁舎がどうなるんだという、住

民も非常にこう興味を抱いているわけですね。その中でやはりこの説明内容にきちんと担保

になるというかね、そうした説明書きができないんですか。例えば新庁舎移転とか、そうい

うような内容でどうなんでしょうかね、そういう必要はないか、私は議員としてそうした担

保になるものをきちんと基金の中へ入れてもらえたらありがたいと思うわけなんです。町長

に答弁お願いできたら、答弁していただきたい。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

これはですね、基金の名前でありまして、趣旨は庁舎移転についての財源が非常に心配で

あるというような声も聞かれますんで、そのこともあって、私がまたこの庁舎移転について

は２３年度にこれを確実に実施するということも絡めてですね、この ２，０００万円を基金に積む

ことによって、より確実性を増していきたいと考えてます。

川端龍雄議長

谷節夫君。

２１番 谷節夫議員

なるほどそのご説明ではね、よくわかるんですけど、この説明の字句を読むだけでは庁舎

等改築及び改修基金積立金とこうした書き方をしてもらうとですね、庁舎といったら今この

本庁舎があり支所もある。どこにあてはめようがはまらんことはない、そういう基金という

のがそうしたもんに時期になって使われてしまえば、今までのその新庁舎移転の基金である

という担保ということが、これで十分できるんですか。私はこれで質問はできないんですけ

ど、もう一遍その辺をそういう担保ができるかどうか、一遍きちんと町民にわかるようにご

説明ください。

川端龍雄議長
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奥山町長。

奥山始郎町長

さきほど川合課長も言いましたように、すでにこの科目で ５，０００万円が基金として計上さ

れております。それでもなおかつ、まだ一般財源が不足することが予想されます。そのため

に ２，０００万円をここに積んでいくと、そのことによってより確実に皆さんにご理解を賜りた

いと、そのように思ってます。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

１２番 平野隆久君。

１２番 平野隆久議員

今の前者議員の関連なんですけども、同じ１６ページの庁舎等改築及び改修基金積立金なん

です。私総務財政委員なんですけども、今回の本議会に町長が見えるということで、町長に

お伺いしたいということで質疑させていただきます。

今の町長答弁で、さきほどの前者議員の町長答弁で、２３年度に庁舎を移転するというご答

弁があったんですけども、今回、合併協定は５年以内に庁舎移転をするということで進んで

きましたけども、２３年度ということでは合併協定５年以内は守れないということを、今言わ

れたことだと思うんですけども、これに対して、まず町民の方々に対して本会議において、

５年以内の協定が守れないということに対して、まずお詫びを述べられるのが本来ではない

かと思うんですが、その点について質疑いたします。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

合併協定におきましては、５年以内にという協定ができております。ここに私が２３年度と

申し上げましたのは、その中で当時ですね、学校の耐震補強だとか改築だとかということは、

それほどの紀北町になっての議論ができていなかったわけですが、２０年度からですね、３年

以内に義務教育の学校耐震化補強をやるという、大方針が国から発せられまして、生徒の児

童の生命がそれにかかわっている問題でありますんで、そのことを優先をさせていただいた

わけです。そういうわけで本来は２２年度で行うべき本庁舎移転はですね、２３年度にズレたと

いうことについては、私は大変申し訳なく思いますが、そこら辺の事情はご理解を賜りたい

と思います。
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川端龍雄議長

平野隆久君。

１２番 平野隆久議員

私の言うことはね緊急性、言うたら耐震の問題とか出たと、だからできなかった。だから

まず、だけどするということに対してのね、町民に対してできなかったということに対して

の、やはりお詫びをまずするべきでしょうと、今お詫びという言葉が出てなかったので、そ

ういうことで今言いあげた。全協では議員に対してそういうことはされましたけど、あくま

でも全協は議員に対しての言葉は受け取りました。ただ、やはり町民に対して、本会議にお

いてまずお詫びをするというのが本来だと思いますんで、今、お詫びされてなかったので、

そういう気持ちがあるんでしたら、この場においてお詫びをしていただきたいと思います。

あともう１つ、２点あと質疑なんですけども、この ２，０００万円の基金に対しては、あくま

でもこの庁舎等改築及び改修基金は長島高校跡地への移転に対しての積立金として理解して

よろしいのですか、これが１点目と。

あと２点目、また全協で言われたと思うんですけども、２３年度の当初予算に長島高校跡地

への庁舎移転の実施設計及び用地買収に、この基金を使用するということで理解してよいの

か、この点について、お詫びとこの２点についての答弁をお願いします。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

改めまして、この１年間ズレましたことについては、議員はじめ町民の皆様方に、さきほ

ど申し上げた理由によってズレたことについては、お詫びを申し上げたいと思います。

それから庁舎移転は、これまで全協等で皆様にご説明を申し上げてきたわけなんですが、

最有力の候補地としては、来年３月末にですね、廃校となる尾鷲高校長島校の跡地へ移転す

るということが、ほぼ皆様に対して申し上げてきているわけであります。この予定でありま

す。

２，０００万円の使途につきましては、一般財源としてですね、計上しておりますんで、その

必要に応じてそれを使わせていただくということであります。

１２番 平野隆久議員

長島高校をあとで使うということを認めるんですかということも、今確認とっているんで

す。
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奥山始郎町長

はい、そのとおりでございます。

川端龍雄議長

平野隆久君。

１２番 平野隆久議員

３回目の質問ですんで、今のこの基金については、町長は長島高校跡地への庁舎移転に使

うということを言われたということで、その点について、それを目的として上程された基金

であるということを、今後私は理解するということでよろしいですか。最後にその答弁をお

願いします。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

本庁舎移転、長島高校跡地の諸費用について使わせていただきたいと考えてます。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

１５番 中津畑正量君。

１５番 中津畑正量議員

１５番 中津畑、２点について質疑をいたします。１つは前者が２人言われておりましたけ

れど、この庁舎等の改築及び改修基金の積立金 ２，０００万円、これは基金 ５，０００万円の上に、

２，０００万円を足して ７，０００万円ということになると思うんですが、これについてはですね、

前者もちょっと触れられましたけれど、５年以内にということで協定書がなっているにもか

かわらず、１年延びるんだと、そのときの状況というのは僕も十分理解しているつもりです。

ただね、今まで町長が言ってきた本会議での答弁、またこの本庁舎の道筋というものをきち

っと付けていきたいと、近々には町長選挙もございます。そういう意味でね、この基金の積

み立てについてはですね、過去にもいろんな積立基金がありましたけれど、これが５年でも

１０年でも極端に言ったらね、そのまま基金に積んでおくことができるんです。ところが、実

施設計というような格好でね、一歩前に進んだこの計上はできなかったのかどうか、その点

の解明と言いますか、町長の考え方を聞いておきたいと思います。

それともう１つは、２０ページのこの有害鳥獣の対策事業費の増８０万円ですか、これが計上

されておりますけれど、今、当町内においてもね、随分有害鳥獣のこの被害が本当にひどく
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なっている状況は、これはもう執行部のほうも十分認識されていると思うんですが、この８０

万円の中身というのは、ただ猟友会に頼んで捕獲してもらうという格好のものなのか、また

ほかに特別にある地域では地域を囲ってですね、山から下りてくる有害の鳥獣をこの遮断す

るというようなことも言われております。この８０万円ではとてもできる金額ではありません

し、地形的なもんもあるから当然そこまでできないと思うんですが、この８０万円についての

使い、使途の理由、そこら辺を教えていただきたい。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

お答えいたします。庁舎移転についての実施設計料のですね、計上は考えていなかったの

かというご質問だと思いますが、その前に、この庁舎移転を２３年度に考えておりまして、そ

れから紀北中学校の長校跡地へですね、移転は２２年度を考えております。ですから、２３年度

の移転につきましては、２２年度当初予算で計上させていただきたいと、そのように考えてお

ります。

それからもう１つは、有害鳥獣の予算８０万円ですね、このことについては関係者の皆様方

にはですね、いろいろと有害の声がですね、被害の声が上がっておりまして、少ない額だと

思いますが、計上させていただいたわけであります。内容にもっと詳しくというのであれば、

担当課の課長に説明いたさせます。

川端龍雄議長

中津畑正量君。

１５番 中津畑正量議員

有害については頭数を、サルとかイノシシとか具体的に言いますとシカとかということで、

限定された中での頭数の駆除になるのか、その頭数もわかっているのかどうかということも

含めて、詳しくお答えを産業課長のほうでお願いをいたします。

それと、庁舎の改築等の基金なんですが、町長大変厳しい言い方ですけどね、この私さき

ほども言いましたけど選挙等もありまして、これは誰がなってもきちっとこの、言うたら庁

舎が協定に基づいて履行されるというのは当然あるべき姿だと私は思うんですが、そういう

意味でね、基金として積んでおったんでは、果してそれができるのかどうか非常に、町長も

言われている今までの道筋をつけていくんだということであるならば、当然実施設計という

ことでもいいんじゃないか、私は中学校の問題は当然父兄なんかの話も聞いてますし、そこ
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との関連は僕一般質問もちょっと出しますんで、詳しくはお聞きしますけれど、そういう点

で基金だけでその担保ができるのかどうかというのは、非常に心もとない話ではないかと私

は思うんですが、町長の考えを再度お聞きしておきます。

川端龍雄議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

お答えいたします。今回の８０万円の補正でございますが、これにつきましては紀北町農産

物獣害対策事業補助金交付要綱に基づきまして、獣害対策における資材の購入費、電気柵、

トタン等でございますが、これに対して２分の１の助成をするということで、当初ですね、

１０８万円の予算を承認していただきましたが、何分にも被害等が多いということで、今現在

でも申請を待っていただいている方がみえるということで、今回８０万円の計上をさせていた

だきました。申請締め切りにつきましては、１０月末日となっております。

それと、今現在ですね、猟友会にお願いまして、サルについては１万 ５，０００円、しかし、

イノシシ、シカについては今のところないということで、今後ですね、その報酬についても

検討していきたいと、またフェンスにつきましても鳥獣害防止総合対策事業の地域協議会が

立ち上がっておりますので、これ５年間の期間があります。よって来年度に向けてハード的

なことで、一応、今考えているところでございます。以上です。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

再度、中津畑議員のご質問にお答えしますが、議員は実施設計を計上したほうがいいので

はないかとおっしゃいますが、私としては今回の１０月２５日の町長選挙において、どなたが当

選されたとしても、これは合併協定の中での約束でありますんで、この２３年度の移転と、本

庁舎移転ということは実施されるべきであると考えております。以上です。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

１１番 入江康仁君。

１１番 入江康仁議員

この２点ほどちょっとお尋ねいたします。前者議員３人に対しての関連の質問であります

が、庁舎の改築及び改修基金の積み立てに関連してですね町長、これと、もう１つは一般訴
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訟費に関してのちょっと関連を、裁判の関連を質問させていただきます。まず、新庁舎の移

転についてですね、町長、あなたは前者議員に対しては２３年に私必ずやりますと言い切った

答弁をやってますけど、町長、２３年に私はやりますと、あなたは今の答弁でやりますと言う

たんね。平野議員の答弁でそう言ってましたけど、要はですね町長、私が言いたいのは、そ

の合併協議会で決まった新庁舎５年内以内、これに対してはあなたが紀北町初代町長として、

この紀北町の町長になった４年前ですね、４年前にやはり一番先にやらなければならない優

先事業としてはですよ、これじゃなかったんですか。

それをあなたはもう任期満了が近づいて、来月２５日が紀北町長選挙の投票日だというとき

にですね、 ２，０００万円の基金を積み立ててきたと、それに関しては町長、やはりあなたは今

回、２３年にと言うけど、私ではね、２２年のことはあなたがこの任期満了で決めた中で予算も

入れて、そして２２年のときのは移転費用だけで済むようにきちんとしていただいておれば、

やはり町長の任期というのは４年です。４年であなたは最優先事業としてこれをきちんとや

っていかなければならなかった。これは町民に対する決められた合併協議会の中で、あなた

はそれを合併協議会の指針ですから、答申ですか、いただいてわかっておりながら、きちん

と初代町長になったんでしょう。だったら何よりも一番先に優先的にこの事業を進めて、１

期４年のうちに誰が、ここですよ、誰が町長になったってできるようにしておくのが、あな

たの務めじゃなかったんですか、それを２３年にということはね、あなたは町民に対して公約

でもないこの答申、答申、議決した、大事な町民に対してですよ、約束事をあなたは破った

んですよ、町長、そして２３年にやりますって、それは町長誰も信じられないですよ、これ。

２３年というたらもう次の人は、だからこれの説明会のときに私は何回も言ったはずですよ。

これと紀北中学校の移転問題にしては、次の町長が決めるもんだから町長、だからあと町長

選が終わってから、あなたがなった場合でも１２月の議会に出したらいいじゃないかという、

私は意見も言ってきた。なぜ９月なんだと。町長、その約束事をあなたは守らない。しかし、

次に議会でね、１人表明しておる議員もおるけど、この人なったらするかわからん。５年以

内という来年で１年でもやるかもわからんですよ、町長。ましてこの新庁舎のあれはですよ、

皆現職議員が議決してつくったことでしょう、答申して、答申じゃない、合併協議会で決ま

ったことなんでしょう。それを守らない町長、あなたは何を言っても守らないことになるん

じゃないですか。

そしてこのような基金をごまかしみたいに上げてくる。本当にやる気があったら、最初紀

北町長になった４年先から基金はもう５年以内だからやっていくのが当然でしょう。まだそ
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れのあなたの言う移転が見えない、まだはっきり。そして２３年にはやります。これは町長、

町民に対するあなたの答弁じゃない。さきほど平野前者議員も言ったけど、まず町民に謝っ

て済む問題じゃないと思う、私は。これは何よりも最優先してやるべきあなたの仕事だった

でしょう。あなたは２３年にやるというけど、次の町長が変わればですよ、１年でやるかわか

らん。実行するかわからん。それはそうでしょう、当時現職でおった議員もおるんですから、

これに賛成しておるんですから。それをあなたは全員協議会で平和的な解決を、なんだと言

ったけど、私はその平和的解決もわからん。町民を裏切っておいて、約束をしないで何が平

和的だと私は思いますよ。

だからこういうような予算の上げ方をしないでくださいと、私は何回も言ってきた。それ

に対するこの重要課題の実行できなかったことにして、町長あなたどう思いますか。まして

町長の任期は１期４年ということに対しては、あなたは必ず責任もって答えるべきであって、

次の選挙終わった２３年のことにはあなた答える義務ないですよ、これは。誰がなったって２３

年というのは、次になった町長は町民の合併協議会の議決を無視したことになりますよ。当

然これはどんなことを説明してでも、次の町長の使命だと思います。これはやはり町民に対

しての紀北町長となってのね、第一の責任の根拠をきちっと示さなあかんと思う、次には。

それが紀北町初代町長としてのあなたの役割だったと思いますよ。それもあたかも自分とか

都合悪かったら延ばす、これにまたあとで関連してくるけど、紀北中の移転に関しては、今

度はこの土地を紀北中の移転に関して耐震だ、子どもを地震から守るために購入するんだと

言ってですよ、あとで出てきた議題を先して、最初、現町長としての責務、職責の中でせん

なんことをしないでですね、それはないですよ、こういう予算のあげ方は。もっと真摯にあ

なたは町長という、紀北町長、初代町長という職責、職務のですね、自覚を持ってほしいと

思います。私は。そこのところの答弁１点お願いします。

もう１点、そしてこの産廃訴訟に関してのこのあれですけどね、これはあなたのね、今回

はこれには予算は違う予算であがってますけど、この産廃訴訟が必ず払いなさいとなったと

き、あなたが仮に紀北町長でなくなったときの責任と責務をちゃんとここで、ちょっと町民

の皆さんに答えて言ってほしいと思います。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

前者の議員にもお答えしましたように、学校の耐震化というのは非常に大事な重要な問題
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として浮かび上がってきましたし、それから尾鷲高校長島校が２２年の３月末で廃校になると

いう時間的な問題もあります。ですから、中学校移転、学校耐震化というのは、そこに勉強

する子どもたちや児童のですね、命がかかっておるわけです。私はそれが非常に大事である

と判断をさせていただいたわけです。

１１番 入江康仁議員

それは簡単でいいです。あとでまたありますから。この新庁舎のほうを重要に考える。

奥山始郎町長

もちろん、それと関連したもんですんで言わせていただきたいと思います。ですから、申

し訳ないけれども、この新庁舎移転につきましては、１年間の猶予をいただきたいと、そう

いうことをお願いをしているわけであります。どうぞその辺をご理解をいただきたいと思っ

てますし、産廃訴訟についてはちょっと議題から離れておるんで、別のところまでまた言う

てください。はい。

川端龍雄議長

入江康仁君。

１１番 入江康仁議員

そんなら町長ね、さきほど紀北中の移転に関してね、言われたんで、というてもこれちょ

っとあれだなあ、紀北中のは次にしょうか。そんならその移転に関してさ町長、その２３年と

いうのじゃなくて、やはりあなたはこれをね縮めて、来年きちっと守るようなその施策はも

うないんですか、今の中で。そこをもう一度。だからその紀北中のその長校跡用地の取得じ

ゃなくて、正規のきちんとした中の合併協議会の中でですよ、利便性を認めたということは

長校を指していると思うんですよ。だから先に移転は１年延びてもしょうないと思うけど、

土地の取得だけは先にやってたら、それだけでもあなたの職務と職責はきちんと全うした説

明できますよ。それをちょっと答弁ください。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

長島校の用地の跡地の取得につきましては、閉校、廃校になってからですね、実施。これ

から水面下の交渉はさせていただきますけども、きちんと学生がいなくなってですね、表へ

出てやるべきではないかと思ってますし、県ご当局もそれが県議会にかけて諮って可決をい

ただいたうえで、きちっと成立するもんですから、それは来年の６月ごろと踏んでます。で
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すから、そこもどうぞご理解してください。そういうような事情がございます。用地につい

てはね、以上です。

川端龍雄議長

入江康仁君。

１１番 入江康仁議員

ただいま町長ね、その廃校になってからと言われたけどね、もうこれは既成の事実です。

もう皆知ってます。学生も知っておるんです。学生そのものは廃校になるのはわかるわね、

もう。自分たち今最後のあれでおりますから、生徒たちは。そういう中において私は言いた

いのは、５年以内と決めたときに、今、県議会のその６月の議決要るとか、そういうことは

はっきり言って、それは県のほうの関連もあるでしょう。しかし、そういうことの事実はこ

の県も紀北町の流れは知っておるはずです。だからそれに関しては今から水面下のいろいろ

な話をやりながら、議決をいただいたときにガッーと動けるようにしていくのが、これは行

政だと思うんですよ。

そしてその流れの中で、やはりそういう県の議会の議決ももらうまでに、紀北町町長とし

て、県との交渉がいっぱいあります。やってそれがすんなり行くようなことをするのも、町

長あなたなんですよ。紀北町初代町長としてのこれが大きなあなたの責務なんです。だから

私はいつも言っているように、もういつも三役はここにおって会議ばっかしておってどうす

るんだということも、私も言わせてもうてきた。しかし、そうじゃいかんのですよ。やはり

私どももいろいろな知識とか経験というものは、どんな仕事でもそうです。出ばって行って、

初めて話しながらいろんな知恵も授けてもらったり、また経験して覚えたりするところがあ

るんです、町長。だから町長のやっぱり２万人の、紀北町の町民の代表としての自覚をしっ

かり持っていただいて、とにかく２３年と言うておらんと、あなたの口からやはり最後まで紀

北町長初代町長としての守るんだと、５年以内に新庁舎がきちんとするように守るんだとい

うことを、あなたはここで言うべきだと思います、町長。それどう思いますか。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

私は２３年と考える、熟慮の結果申し上げたのは、紀北町として中学校移転、それから本庁

舎移転ということになると、事業費が非常に大きく膨らむ、それを将来にわたって返済して

いかなければならない、それから２２年度のやっぱり一般的な事業もやっていかなきゃいけな
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い、だから１年分散してやったほうが返済もやりやすくなっていく財政上の都合も考えたわ

けであります。

それから、ご指摘いただいたように、来年の３月末で廃校になりますけども、もう既に議

員が指摘したように、今は県の教育委員会、それから次はですね、用地の交渉については総

務部さんのほうへ交渉の窓口は移ります。もうすでにそれは動いておるんです。皆様にご報

告はしてないけども動いております。どうぞご安心ください。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

１番 東篤布君。

１番 東篤布議員

ごめんなさい。くどいようですけども関連質疑です。と申しますのは、皆さんのおっしゃ

っておる意味はよくわかります。しかしなれど、町長のおっしゃっておる答弁を聞いてます

とですね、非常に勘違いされておるのか、また知って言われておるのか、知って言われてお

るとするならばね、これは本当に詭弁としか思えないんです。

いいですか、熟慮のうえ町長は決めたとおっしゃる。２３年ですか、じゃ１７年１年かけてで

すね、何百人も寄ってたかって全議員２２人かかって協議してきて、あのとき熟慮しなかった

んですか。熟慮に熟慮を重ねて４年間でやったところ５年以内だったと思います。それで２３

年、来年から議員減るんですよ、４名。今２２名、２２名でこの１７年に町民も交えて、代表者も

交えて決めた、これ実現を見ずしてですね、議会を去っていかなあかん。いわゆる議決権が

なくなってしまうんです。１８名になってしまうんです。これは残念でならん。だから合併協

議会、協定書で決めた、これはもう大きな約束事だと思います。この約束事をですね、町長

は簡単に１年先延ばししてしまった。熟慮の末というんであれば誰がなっても必ず５年以内

には、これは実施するんだと言われた前隣町、今ここですけども、海山町の町長のおっしゃ

った言葉が今思い出しますけれどもね。私はそれの言葉も信じてました。しかし、自分とこ

の町の町長、元町長からこういう何らかの理由で変更というのはね、いわゆる約束事をたが

えられているのは非常に納得できない。

それで、町長の答弁の中には、なぜ２３年なのかというお話がございました。どういうこと

かと言うと、学校の耐震診断をしたところですね、非常に悪かった。だから子どもの命が大

事だからそちらへ優先したんだと、ここの部分だけ聞けば非常に立派に聞こえます。しかし

皆さん、１７年に合併協議会で庁舎がここなんだと決めたときに、もうすでに中学校の耐震診
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断、各小中学校の耐震診断耐力度のテストは２年前に１５年に出てました。紀伊長島町ではで

すよ。

それでさて、どうしても建て替えねばならんというのは紀北中学校と、もっと悪いのは東

小学校です。それから６年かけて、いよいよ庁舎の移転を実施せなならんというときになっ

てから、学校急ぐんだというのは、例えば１５年からわかっておったとするならば、なぜ合併

してすぐに学校に取りかからずに、この本庁であったり長島の支所を手直しされたのか、不

思議でならん。あのときになぜ学校からやらんのですかと僕が一般質問で町長にお尋ねした

経緯がございました。ですから、これは明確に言っておきます。学校の建て替えは庁舎の話

が出る以前から決まっておったということ、そしてそれとはまた別に庁舎の話が出たんです。

それで安全性、経済性、利便性、将来性、発展性、すべてを皆さんで話し合った中で、長校

がもし、やめられるようなことがあったら適地でないかと、それまで５年間をという話でし

た。

まず、それに間違いなんですか、町長。町長は勘違いしておるのだから、僕は課長に聞き

たい。１７年のときに学校の耐震診断できてませんでしたか、紀伊長島区は。東小学校が悪い、

紀北中学校が建て替えありきじゃなかったんですか、課長は引き継ぎを受けておられると思

うんで、課長にお尋ねいたします。町長が勘違いしておるということは、課長の報告が間違

っておるやも知れん。１７年に合併してからですよ、紀北中学校を建て替え、東小学校建て替

えなんてわかったわけじゃないやろ、耐震診断して耐力度やったん、１５年に。違いますか課

長、こんな嘘の答弁してな、テレビ流されたら困るわ。俺ら議員何しておったということに

なるんよ。課長、ちょっと答えて。いや２３年でも構わんさ、そやけども子どもの学校を理由

に、そういう詭弁を言うなということを言うておる。課長に答えて、町長は間違うた認識持

っておるんやから、いや、まず課長答えてみて、長島区の学校の耐震診断いつやったの。い

や記録あるやろ課長、今の課長は知っておらなあかん、引き継ぎ受けておるのやから。でし

ょう、いやいろ私、今課長になったことやもんで、１５年度の話知りませんでしたではとおり

ませんよ。やいやい言うて私どないするんやと、東小学校、紀北中学校とやったんやで。教

育委員会か、建設も知っておるはずや、武岡ら持ってやったんやからあんた、そうやろ、コ

ア抜きしてボロボロやったんやから、合併してから調べたんじゃないんで、知っておるやろ、

教育課長、俺教育課長に振る気なかったけど。課長答えて。

川端龍雄議長

世古学校教育課長。
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世古雅則学校教育課長

ただいまの議員さんが言われましたとおり、紀伊長島区におきましては１５年当時に小学校施

設、５６年以前の建物、小中学校におきましてはすべて耐震調査が終わっている状況でござい

ました。以上です。

川端龍雄議長

東篤布君。

１番 東篤布議員

だから、町長は２３年やろが２５年やろが、庁舎の移転をもうやめるんやって、構わんの。個

人の話やから、そやけども町長として合併協議会の副会長しておって、隣町の町長とも約束

したこと、そんなもの議員がおらへんとこで約束してきたんやで、あんたら行って約束して

きたんやろ、５年後て、それを当人から破る、それは構わんさ。そやけども大事な子どもの

命をあずけておる学校にかづけてな、自分の約束守らんことを言わんといてほしいねん。違

うかい、町長。私は町長に言うたはずや。紀北中学校どうするんや、東小学校どうするんで

すかと言うてん。現時点建て替えるのやったらどうしょう、移転するんやったら、それまで

には統廃合の話もせなならん、こんな話したやん。そやけども合併してから海山区はまだ終

わってないから、海山区が終わるまで待ってくれとな、自分とこの町だけ先やるわけにいか

んから、海山の耐震診断をしたうえで、一番悪いとこやるのは両町平等にやるためです。だ

から納得したんや。

だから、学校からかかるんかなと思ったら、この庁舎、長島の庁舎から直すから、まず町

長待って、その予算のときに、まず子どもの命が大事やから、学校からやりませんかと言う

たら、いやいや役場には大事な書類あるもんでと、ポンポンとこっちへやったやん。それで

５年後の約束を守らんならん今になってから、小中学校が大事やからというのはおかしいっ

て、そんな要らん言い訳せんでもな、自分の都合で２３年て言えばええや、こんなもの。これ

を議決するせんは私らの勝手やさかい。

だから、大事な子どもの学校をかづけて言わんといてほしいの。誰に聞いてもうてもわか

る。そのときから議員しておる者やったら、だから東長島の場合よ、耐震診断が終わってお

ったと、やらずにおったから、今急ぐんだということをおっしゃってくださいよ。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長
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その学校のことは、今議員が言われたように推移したのは事実です。つまり合併したあと

のですね、耐震化診断、耐震診断は１７年以後のことで、全町的にわかったわけです。

それから庁舎を補強したのは、あれは補助金で１年間の限定がありまして、それは両庁の

総合支所と本庁舎に使うしかなかったというと、何か誤解を受けますけれども、そういう事

情がありました。

それから、結局、全町的に考えて、一番弱い危険なところが相賀小学校の改築ということ

になりました。それ以後、国の診断の基準がですね、少し変わってまいりまして、東小学校

も補強でもＯＫできるようになったわけです。その辺はご理解をいただきたいと思います。

私もそれは学校教育委員会の人たちはよく知っておるんで、私より詳しいから説明していた

だきますけれども、そのことが１つの理由になっております。ただ、子どもたちの命だけを

言っているわけで、しかし、命は一番大事でしょうね、これは東議員におかれてもこれはわ

かっていただけると思っております。以上です。

川端龍雄議長

東篤布君。

１番 東篤布議員

だから詭弁やというの町長、僕の言うておるのは海山のこと言うておらへん。長島区はす

でに１５年に終わっておったでしょう。そのときには自立論をおっしゃっておった町長が、２

年間かけて合併するまで長島区の学校のことを何にもせんだから、合併してから海山の耐震

診断するの待たざるを得んかった、そういうことなんや。だから認めてほしいのは、長島は

すでに建て替えありきで決まっておったのが２校あった。それで国の指示で、町長は今、東

小補強でよくなったという、絶対変わっておらへん。

そんなんあるんやったら、課長ここへ出してみい、国の基準が何でそんなん出てきたのか、

それは時間がないからな、やむを得んもんでそうやってやろうということでしょう。コア抜

きして見ておるのやで、僕はな。生コン学会、セメント学会の先生にも来てもうて僕も見て

もろたん。ＮＰＯのメンバーでも全部出席してあれ見ておるの、どこを補強したらええって

国が言うた。これが嘘やったらえらいことや、町長。そんなことでごまかしてな、金があっ

たもんで庁舎直したったんや、今度はこのときにページめくったら紀北中学校の予算出てく

る。学校やで認めるさ、認めざるを得んやろ。そやけどその上にまた覆いかぶさって庁舎や、

順次はバラバラ、言うておることバラバラ、どうやってこれ認めていったらいいのかわから

ん。
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だから言うておくよ、２点大事なことは、東小学校は補強でしなさいなんて、国も県も絶

対言うておらへん。これだけはっきり言うておく町長。うちの課長もそんなこと言うておら

へん。町長が誰から聞いてそんなこと言うておるのか聞きたいよ。出してみい、その数字を

見たるさかいに。最も悪かったん東小学校は、ただ僕は相賀小学校が先になり、僕はあのと

き喜んで賛成しました。数字的に悪かったから、当然だと思います。２年間自分とこの町の

方向性を示せんだから、新しい町になったんだから新しい町としてどこを最優先すべきか、

考えるのは当然だと思いましたから、相賀小学校に何にも異論を挟みませんでした。もっと

良くしてやってほしい、太陽光発電もやってほしい、こういう意見を申しましたがね。

だから１つは東小学校は補強でええなんて誰も言うておらへん。それが１つ。そして金が

余ったから庁舎を直した。金があったってそんなん使わんだらいいん。本庁を移す気なら。

私は今のやり方見ておったら、本庁なんて移す気がないんやと思うよ。そやろ、本庁移すん

やという、ひょっとして長島高校跡地が空いたらという約束したわけ。この問題が解決せん

とそのうち紀北中学校持っていくんや、ええよ紀北中持っていくのは私は大賛成、まだ東小

学校も持ってきたらええと思うておる。しかし、それをするならばその前にやったこの約束

をどうするのやという話し合いせないかん。だから今回はそれは言わへんけども、一般質問

で言おうと思うておるもんで、そやから東小学校はって言うたのは、嘘って課長訂正せなあ

かん。

あんたまで数字が変わってん。国の基準金額が変わったんやで、俺は国まで行ってくるよ。

県まで行ってこの予算頼んできたんやで、耐震補強の耐力度の、うちは一番先にやったんや

から長島のときに、そうやろ、今更数字が変わるって、そんな馬鹿なことあるもんか、そん

な誰も知らんと思うて嘘言うたらあかん。それは今までダラダラしたおったもんで、早せん

かとせっつかれたの、できんのやったらこう補強でもしなさいと、子どもの命があんのやか

ら、ええか崩れてくるから早うせんか、建て替えせんかと国から言われておったの、何にも

せんと見ておるもんで、国のほうがしびれ切らして、それじゃ子どもが危ないやないかと、

いつ地震が来るかわからんから、とりあえず補強でもせんかと言われた。

そういうことやろ。全然言うておることが違うんやから、わかった。だから議員も腹据え

て、この ２，０００万円の基金、これは何も書いてない。本庁て書いてないんやで、それは構わ

んわ。その次に紀北中学校も出てくるんやで、紀北中学校の予算を認めるということは、も

う本庁なしやぞもうこれは。何にも議論してないんやで、私はそう思うな。まずその２つだ

け答えて。
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川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

東小学校とか、合併前の旧町の耐震診断はできてましたけれども、旧町の財政もそれは大

変厳しいものがありまして、特例債はもちろんないわな、合併してないんですから。だから

過疎債が一番大きな有利な起債やと思うけども、そこまで踏み切る余裕は私にはなかったん

です。それは申し訳ないと思ってますけれども、そういう事情があって、その旧町の耐震化、

あるいは改築ができませんでした。

それともう１つは、その次もう一回確かめますが、本庁舎ですか。

１番 東篤布議員

小学校は建て替えせんでええて国が言うたと町長が言うもんで、そんなこと。県も国も言

うわけないよ。

奥山始郎町長

じゃ、課長に答えさせます。

川端龍雄議長

世古学校教育課長。

世古雅則学校教育課長

すみません。さきほどの議員さん言われた件でございますけれども、この２０年度の改正に

よりまして、地震防災対策特別措置法の改正に伴いまして、今まで従来でしたら、建物の補

強関係、耐震化につきましてはそれぞれ耐力度等によりまして、危険改築、建て替えという

ことで進められておりました。ところがやはりそれでは非常に財政的に負担がかかるという

こともございまして、その耐震診断の普及とか耐震補強技術の進展に伴いまして、その限ら

れた予算の中で緊急の課題である耐震を進めるということで、補強事業による耐震化を進め

るという、そういう方針に変わってきたということでございます。

ただ、やはり改築ですと費用がかかるという、そうしますと、耐震化が非常に遅れるとい

うこともございますので、補強を中心に考えて、早く耐震化を図りなさいと、そういうよう

な形に変わってきたということでございます。基準的にはやはり今までどおり耐力度調査、

ＩＳ値の数値とか、やはり改築事業というのもございます。ただ、早く耐震化を図るためには、

補強もしたるよって考えなさいという、そういうさきほど議員さんが言われたとおりのこと

でございます。
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川端龍雄議長

３回しておるもんで、簡潔にひとつ。

１番 東篤布議員

国が予算やる、建て替えよと言われておったやけど、こっちがやらへんもんで、国も予算

なくなってきたんもんで、もうこれからやらへんよと、補助やらんよと、そういうことやな、

課長。あんたらが早うやらんもんで、せっかく国がやるというとった予算ももらえんように

なった。という予算というよりは、もう建て替えせんでええようになってった。こういうこ

と。それで、当初こんな話があったんや。合併特例債使えるのかというたら、いや特例債使

えへんのやと最初言いよったんや。今使えるやん。それは変わった。だらだら遅い決断して

おるから皆変わってくるんや、こうやってして、この問題は一般質問でやります。議長迷惑

かけました。失礼。

川端龍雄議長

ほかに質問、３番 近澤チヅル君。

３番 近澤チヅル議員

１８ページをお願いします。志子保育所の管理事業費の増６０万 ５，０００円なんですけれども、

事業委託料となっておりますけれども、これの詳しい説明をお願いいたします。説明の中に

はありませんでしたので。

そしてもう１件、その保健衛生費でがん検診の事業費の増が ３５６万 ６，０００円、全部国の支

出金、全額国の支出金となってます。これもバラマキの１つだと思うんですけれども、子宮

がん、乳がん検診につきましては昨年度から２年に一遍の検診になってしまってですね、大

変不自由、早期発見には逆行してしまったと思うんですけど、国の方針が。そして町もその

とおりだったんですが、今回も女性特有のがん検診について受診促進を図るとともに、早期

発見という言葉が入っておりますけれども、これは国の方針が変わって無料でずっとしてく

れるものなのかどうか、お尋ねいたします。

川端龍雄議長

五味福祉保健課長。

五味啓福祉保健課長

お答えします。まず志子保育所の件でございますけども、志子保育所の件につきましてで

すね、既存の電気食器消毒保管器が修繕不能になったということで、急きょ、委託料から備

品購入費へですね、流用をしまして対応してですね、購入しました。そのためですね、現在
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委託料が不足しておるということで、その委託料から増額したものによる減額をですね、今

回の補正で増額して、元の予算額に戻すというふうな処置をとっております。

それとですね、２点目のがん検診のことなんですけども、この事業の目的につきましては

ですね、特定の年齢に達した女性に対してですね、子宮頚がんと乳がんに関する健康手帳等

を送付しまして、女性特有のがん検診における受診の促進を図るとともにですね、早期発見

と健康意識の普及とですね、啓発、それで健康増進を図るという事業でございまして、対象

となるものはですね、対象者はですね、子宮がん検診につきましては２０歳、２５歳、３０歳、３５

歳、４０歳、乳がんにつきましては４０歳、４５歳、５０歳、５５歳、６０歳ということで、５歳おきの

単位でございますけども、これ検診費用につきましてはですね、無料となるクーポン券と、

そのほかですね、検診手帳を交付する事業でございます。

それとですね、議員おっしゃることは２年に１回というふうなことでですね、国の方針は

変わったんかというふうなことなんですけども、国の方針とですね、町の方針もですね、２

年に１回の受診は変わっておりません。そのためにですね、この事業をやることによってで

すね、２年連続受診される方も出てくると思いますけども、町としてはですね、１回でも余

分に、２年連続受けていくということなんですけども、とにかく３年連続してですね、未受

診の方ができるだけなくなるように手帳にですね、配られる手帳に次の受診日を書きまして

ですね、交付したいとこのように考えております。以上でございます。

川端龍雄議長

近澤チヅル君。

３番 近澤チヅル議員

志子保育所の事業費につきましてはですね、委託料と言いながら食器の消毒の機械が故障

したので、新しいものを買ったということなんですけれども、ちょっとやはりその委託料と

いうところが、元に戻すということなんですけども、ちょっと納得がいかないんですけれど

も、これ食品購入で備品とかそういうものに入るのではないかなと思いますが、もう一度。

そして食器の消毒器というのは、食器洗い器とかそういうものとは違うんですよね。志子

保育園は園児の数も少ないと思うんですが、どうしてもこの食器消毒器がですね、必要だっ

たのかどうか。３名とか４名とかいう話も聞いておりますけれども、６０万 ５，０００円というよ

うな高級な品物がどうしても必要だったのかどうか、ほかに代わるものも少数の場合ですね、

あったのではないかと思うんですが、そこのところをどのように検討されたのかどうかとい

うことと。
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そして検診につきましてはですね、元の２年に一遍の検診は変わらずに、今回のそれも無

料ということで、２年連続の方もあるわけで、ちょっと納得がいかない。本当に早期発見す

るんでしたら、やはり毎年することが望ましいと思うんですが、今回、そういう対象のもの

だということがわかりました。そして子宮がん検診については２０歳から４０歳までの５年期間、

そして乳がん検診については４０歳から６０歳までの年配の方、その分けた理由というのがやは

り子宮がん検診でも５年刻みにすべての人が対象に、５年おきでも無料の件になっても私は

不思議ではないと思うんですが、国の方針でこう分かれた理由をお聞きしたいのと。

今回の検診でですね、 ３５６万 ６，０００円なんですが、２年に一遍の普通の今までの検診の２０

年度の予算はいくらだったのか、もちろん自己負担もありますし、合併前までは ５００円だっ

たんですが、２年になり、それも １，０００円になっているわけなんですが、そこら辺との差と

いうのですか、今回の検診は歓迎すべきであることはあるんですが、やはり今の制度との整

合性というのが理解できませんので、詳しい説明をお願いいたします。

川端龍雄議長

五味福祉保健課長。

五味啓福祉保健課長

１点目のですね、志子保育所の件なんですけども、夏ということでですね、大変、今いろ

いろと殺菌とかいうふうなことでですね、必要ということでですね、とにかく修繕が、４９年

に購入したということでですね、かなり３５年経っておるということでですね、修繕ができな

いかというふうなことを申しましたんですけども、これは会社のほうに聞きましてですね、

できないということで、どないしても児童の安全、幼児の安全を考えるとですね、必要とい

うことで、給食をやっております関係上ですね、毎日食器を洗ってというふうな、衛生上も

特にそうなんですけども、そこら辺で、急きょ、対応させていただきましたということです。

それとですね、予算のほうなんですが、予算の手法なんですけども、これはですね、流用

先へ補正するのじゃなしに、流用元の不足分を補正予算する、それで上げるというふうなこ

とはですね、これは合併時に統一したというふうに聞いております。両町が同じ手法、別々

な手法でございましたので、統一したというふうなことを聞いております。

それとですね、がん検診のことなんですけども、がん検診につきましては今ですね乳がん、

子宮がんは、個人の方はですね、検診で受診していただくと １，０００円の負担をしていただい

ておるということで、今回ですね、クーポン券につきましてもですね、その １，０００円の個人

負担金を補助するというふうなことでやっております。
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それとですね、整合性はとれんのじゃないかというふうなことでございますけども、今回、

議員もご承知のとおりですね、経済対策のあれで国のほうからもそういうふうなことでです

ね、指示がまいってますのでですね、そのような対応をさせていただいておるところでござ

います。

（「議事進行」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

近澤チヅル君。

３番 近澤チヅル議員

１つ答弁が抜けてましたので、がん検診、乳がん検診の年間の予算ですね、２回目の質疑

の中でお尋ねしたんですけど、答弁がありませんでしたので。

川端龍雄議長

そのほかに質疑ありませんか。一緒にしてください。もうないですか。

３番 近澤チヅル議員

はい、３回目の質疑をします。課長の財政流用ではないということなんですけれども、課

長の専門的な財政のほうでよりわかりやすく説明をちょっとお願いしたいんですけれども、

この件につきましては、財政のほうで、ちょっとわかりにくかったもんですから。

そして検診につきましてはですね、その全体の予算との今回の関係を知りたいのと同時に

ですね、この無料の検診をするにあたって、やっぱりそれをするにはいろんな条件が付いて

ということではないと思うんですけれども、より検診を促進するために市町村は休日や早朝、

夜間における検診の実施などを、その受診促進のために進めるべきだというような留意事項

もありますが、今回のこのクーポン券発券で、通常の検診は平日の昼間だと思うのですが、

このようなこともするのかどうか、最後にお尋ねいたします。

川端龍雄議長

塩崎財政課長。

塩崎剛尚財政課長

それじゃあ予算の流用のことについて説明させていただきます。予算の流用なんですけど

も、本来はやはり流用はですね、緊急やむを得ない場合だけの流用は認めておられまして、

その中でですね、今回も志子の保育所の園児の安全・安心を考えまして、今回流用を認めた

わけであります。その中でですね、流用と言いますのは予算の措置ということになりますの

で、その備品購入費が不足してましたので、委託料からですね、これは認められておる流用
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でありますので流用してですね、そこでそこの予算が成立したわけです、形としては。そこ

で備品の購入が行われるような形になりましたので、そこで一応備品の支出伺いがですね、

あがってきまして、そこで成立しております。

それで今回ですね、委託料を補正したのは流用戻しじゃなしにですね、委託料から備品の

ほうへむいて流用したものですから、委託料のほうが不足しておりましたので、委託料のほ

うへむいて補正をかけるものでございます。

あともう１つですね、合併してから同じような問題が起こりまして、その場合もですね、

今回のような措置をとらしておりますので、そのときにも同じような措置をさせていただき

ました。

川端龍雄議長

課長、終わったら以上ですと言ってくださいね。終わった場合、そういうのでわからんか

ら。

はい、五味福祉保健課長。

川端龍雄議長

五味福祉保健課長。

五味啓福祉保健課長

お答えします。当初の予算なんですけども、がん検診につきましてはですね、当初予算額

は １，０５０万円でございます。それとですね、もう１つの夜間のほうの診療は受診はしてない

かということなんですけども、今のとこですね、検診につきましては集団検診と、病院のほ

うで個別検診をしていただいておるんですけども、病院の受診時間内になるということでご

ざいます。

川端龍雄議長

課長、終わったら以上ですと何か言うて、それから着席してください。座ったり立ったり

してもうたらわからん、どこまでお答えか。

川端龍雄議長

ほかにも質疑あるそうですけど、ちょっとテープの入れ替えしますので、ここで暫時休憩

します。４時から再開いたします。
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（午後 ３時 ３５分）

川端龍雄議長

休憩前に引き続き、会議を進めます。

（午後 ４時 ００分）

川端龍雄議長

さきほどの１５ページの議会費から、２２ページの商工費までの質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

１９番 奥村武生君。

１９番 奥村武生議員

できるだけ回答がしやすいようにですね、具体的にお話をしますので、ゆっくりと回答を

お願いしたいと思います。２０ページの第５款林業費の件について、この ２００万円の内訳です

けども、この林道栃山木組線舗装事業債の増、林道それから次の名丸線というの、それから

林道ジャグラ谷線、林道林ノ谷線舗装事業債の増となっておるわけですが、これはあれです

かね、林道をつくったあとの舗装をするということであって、それでもかなり進んでおると

いうことなの、推測するところによるともう一定限進んでて、その延長を舗装するというこ

となのかと思うのやけど、その点はどうか。

それから、これはどこからどこまでのなのか、それからどこの山か、そしてこの管理は、

その林道をつくった場合の管理はですね、普通は町がしたり森林組合がしたりという場合が

あるみたいですけども、つくったあとの管理はどこが行うのか。

それから、舗装は必要なのか、それから今回の場合も含めてですね、さまざまな補助基準

があるとは思うんですども、その補助基準がいくつかに分かれるとは思うんやけども、その

山の持主の負担とか、あるいは県、国の負担とか、町の負担とか、そういうふうなことをわ

かるようにちょっとこの問題を通して説明をお願いしたい。

というのはですね、この林道の問題については私はあまり環境資源と海のことと川のこと
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ばっかやっているもんですから、ここまでは突っ込んでなかったわけですけども、その林道

をつくったことについて、小さなその山の持っている人なんかからも、割とこう不満を持っ

ててですね、それで私に対しても、議員に対してもいろいろ不満をぶつけられる方も多々あ

るもんですから、この際、その林道の仕組みというものを、つくる場合の仕組みというもの

をですね、この問題を通してつぶさにちょっとゆっくりと、中村さん言葉が早いからわかり

にくいんやけども、ゆっくりとわかるように説明をしていただきたいと思うわけです。

それから、人によってはですね、林業家によっては自分ところでショベルカーを買ってで

すね、林道をつくっておる方もいるわけですよ。その辺のバランスの問題で町はどのように

考えているのかと、果して町は負担すべき性格のものか、したほうがええのか、あるいはこ

れ個人でやってもらわなくちゃならん、やるべきやと思うようなその辺の線も引いてるのか

どうか。

それから、聞いたところによると平成１６年の大雨のときに、舗装だけ残って中が、舗装の

下の部分が抜けてグシャグシャになっていると、そうなった場合に大雨で崩れた場合に、そ

この舗装した部分のですね、補修がこれ大変なことになるんですよ。大変な費用がかかるわ

けですよ。そういった場合の補修はそしたらこれどこがやるのかと、そういう場合の。

あるいはもう１つは、全国的に林道そのものが環境森林に与える影響が良くないと、した

がって、その林道をつくる場合には専門家も大学の、九州大学だと思いましたけども、専門

家を入れてこの林道はどのようにしたら災害が起こらんか、そしてつくったあとのその保全

はどうするのかというようなことまで研究を進めているところがあるわけなんです。九州で

この間テレビに出ました。町としては金をいくつかの関係で仕事かかる以上ですね、私はそ

こまでやらないかんと思うんですけども、その辺についてどうか、今言ったことつぶさに全

部答えてください。メモしてあると思いますので。

川端龍雄議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

お答えいたします。議員おっしゃられるように、ちょっとゆっくり説明させていただきま

す。美しい森林づくり基盤整備交付金事業ということで、２０ページお願いします。こちらに

５，２９６万円という数字があります。この中には下のほうに２１ページに ８８６万円というのがあ

りまして、美しい森林づくり基盤整備交付金というのがあります。これと合計で ５，２９６万円

になっておりますが、この差し引きした ４，４１０万円、これが４路線の町管理の舗装の分でご
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ざいます。

町におきましては今、林道は４６路線、森林組合においては６２路線の管理をしております。

今回の４路線につきましては、海山区におきまして栃山木組線においては ２５０ｍ、名丸線に

おきましては ９３７ｍ、長島区のジャグラ谷線では ４８０ｍ、林ノ谷線では ３４５ｍの舗装を実施

する予定でおります。この４箇所でございますが、栃山木組線におきましては去年の豪雨に

おいても災害が発生しました。また林ノ谷におきましては１６年災においてもかなりの被害が

あったということで、今回ですね、この上のほうで間伐促進の計画があります。よって利用

区域において本路線が未舗装であるということで、いろんな面で被害、被災があるというこ

とで、今回ですね、この４路線を先行したわけでございます。財源的にはこの５０％が国の補

助でありまして、あと残りの５０％、町費の９０％が交付金の対象となっております。よって町

費の負担としては５％となっております。

また、災害等が起こった場合ですね、修理維持、補修につきましては町の管理としては町

で財源を入れるわけですが、森林組合等につきましては県への要望とか、また町の補助を２

分の１程度助成するということで、工事を行って修復をかけていただいております。あと、

この町の４６箇所の林道につきましては、当然町が管理しておると、あとの６２につきましては

森林組合が管理を行っております。誰の山かというのはこの４路線でちょっと今手元に資料

がございません。申し訳ないです。

舗装が必要かということですが、やはり大雨等においてはやはり土道というか、舗装がな

いことによって災害が発生する可能性が高いと、また横断溝ですかね、林道の間に横断溝を

入れることによって、水の捌けが良くなるということで、今回の場合は舗装を助成させてい

ただきました。

林道をつくるための仕組みということですが、林道につきましては森林組合からの新設等

の要望があれば検討していくということで、最近、新しい林道については町のほうへは申し

出がありません。以上です。

川端龍雄議長

奥村武生君。

１９番 奥村武生議員

わかりにくい部分があったんですけども、結局、町の路線が４６路線で、森林組合が６２路線

と、それで災害復旧等については、これはその４６路線の町のものについては町が行うと、そ

れで森林組合の行っている６２路線については、最終的には１０分の１程度町が行うと、１０分１
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で町が行うと、それでその災害が発生する可能性があるもんで、舗装するということですね。

それでその持主についてはわからんと、あと山の持主の方の負担というのはどうなんですか、

負担率というのは。

川端龍雄議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

お答えいたします。町につきましては林道開設については受益者負担はありません。森林

組合につきましては受益者負担というのが必要だと聞いております。以上です。

川端龍雄議長

奥村武生君。

１９番 奥村武生議員

その町の受益者負担というのは、町の林道ということで解釈していいわけやね、林道。い

わゆる個人の持主の山の側面を林道をつくると、それでつくったあとはこれはその森林組合

の管理になる場合もあるし、町の管理になる場合もある。町の管理になる場合については、

その町道というふうな形になるわけやね、あなたの説明では。

私は例えばさきほど言ったように、今のこともう一回答えてほしいということ、受益者負

担の問題について、それからさきほど言ったようにですね、これは全国を見渡した場合に、

町が金を出さずにですね、林業家と国とか県とか予算をとって、あるいは個人がショベルカ

ーを買ってやっておるところもかなりあるわけなんですよ。それでなおかつ林道つくった場

合については、そのつくる場合については、さきほども言いましたようにですね、ここに林

道走らせて将来災害が起きるのかどうかということも、十分研究してやっているところ、十

分研究をしないと、本来はもうこれは、これからはやってはならないと僕は思います。そう

いうことは町はまだやってないというふうに思うけども。

それから、その１６年秋のようにですね、アスファルトの道が残ったは下が抜けたあと、そ

ういうふうに災害を起こさないためにやるというけども、事実上１６年の秋、あるいは大雨の

秋で、かつて今まで随分こう災害が起っておるじゃないですか、そういうことを勘案しない

でですね、何でもかんでも県や国から言う、あるいは森林組合から言うてきたという形でで

すね、これは舗装しておったら町の予算なんてもたんのじゃないですか、国の予算やって。

これはこのプロジェクトチームをつくってでもですね、ここに林道つくるべきか、災害には

全く関係ないかということも十分考えてやるべきではないですか。
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例えば、言ってはならないことかもわからんけど、賀田のかつての昭和３０何年の賀田のと

きでも、林道つくったためにという人もおったわけです。あの大津波についても。これから

大雨がたくさん来る時代においてですね、林道についてもこれは十分こう慎重に大学の専門

家も入れてつくっていかんと、これは将来的には山津波を生んだりすることになるんじゃな

いですか。前者の問題は中村課長で、後者の今の私の慎重に林道をつくるべきやということ

については、町長のお考えをお聞きしたいと思います。

川端龍雄議長

中村産業振興課長。

中村高則産業振興課長

１点の受益者負担でございますが、町が政策的につくる場合については、個人負担はござ

いません。しかし、やはりさきほど言いましたように、森林組合の場合については受益者負

担をとっているということで、それと林道をつくるにあたってなんですけども、やはりこの

紀州においては大雨がある。また急峻であるというようなことも配慮して、林道をつくるべ

きだと思いますけども、最近、町においては林道の新設というのは今のところございません。

以上です。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

奥村議員がいろいろ林道のつくったあとの影響とか、つくる前のですね、環境調査等につ

いては、私もそのことはまだ覚えがないわけなんですが、これからの林道としてはそこまで

考えるべきかも知れませんね。それはこれからの山と林道との環境の一体的な勉強が必要で

あるのではないかと思います。以上です。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

２０番 東清剛君。

２０番 東清剛議員

ちょっとね、今の件で私質問しないつもりだったんですけど、林道に関してのね、ちょっ

と認識がちょっと違うんじゃないかな、林道は何ですか、この地域はそもそもは何ですか。

９０％近くが森林なんですよね。そしてこれは生産林なんですよね、今やっている林道。環境

林の問題じゃないんですよ。ですから、林道つくらんと経費かけてね、林業潰してしまうん
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ですか、となるわけですよ、林道。だから採択基準にしてももう少し、今、町道でっていう

意味わかるけど、林道の場合は当然、町でやるのは長島の場合はあまりなかったと思うんで

すけども、それぞれ所有者が何人かいないと開設はできなかった。それはもう当然森林所有

者の方はね、了解して、それで始めて、そしてその当時からも政策的な町道以外は負担金を

とっていたはずなんですよ。それで皆さんやっぱり所有者の方は、皆それなりの負担をしな

がらね、自分たちの森林で生産された、それこそ尾鷲桧ですよ。それをいかにね、市場に持

ってくるかって、そうじゃないとあれですよ、この地域尾鷲桧で随分私もね見方を、国交省

には変えていただきました。用対連にね。評価が低いものに対してね、もっと負担を強いる

のかとなります。

だから搬出コストがかからないようなためにするのが、今の林道ですよ。ですから、水産、

農業、林業あります。この中で一番面積が多いのは林業なんですよ。それで今後見直される

のは、やっぱり環境問題、炭酸ガスの吸収源にしてもね、片や、これ手入れしなかったらね、

それこそ炭酸ガス吸収しなくなるんですよ。やはりいかに森林に親しむべきものにするため

には、やっぱり林道開設があって、それこそ１時間も２時間もかかっていくような山に行く

のと、それは林道で車で行けばね、自分とこの所有林がある。そういうところもやっぱり手

入れはしやすいわけですよね。

ですから、それはいろいろ問題ありますよ。だからそれは設計の段階で災害に強いような

林道をつくるということですね。もう１つはこれやっぱり舗装がどうのこうのて、やはり維

持管理のことを考えればね、当然林道は急勾配ですよね。横断勾配よりも縦断勾配のほうが

きついんですよ。どうしても水は縦に流れるわけですわね。そうなってくるとやっぱり表面

か荒れないように、維持管理ができるように、それで長く。やっぱり皆さん大事にしてます

よ。森林所有者の方は。その辺の事情をよく把握してね、今後やっぱり林道の開設にしても、

林道じゃなしに、今は作業道が主体ですよ。だからこれはいい事業でね、三重の美しい森林

づくり、多分森づくりと呼んでないですか、森でしょう。ずっと森条例というのをつくった

と思うんですよね、三重県もね。

だから、美しい森林づくりじゃなしに、美しい森づくり基盤整備事業という格好での理解

でいいと思うんですけどもね。ですから、これは国が、それはもうこんだけ荒れ放題の森林

に対してのね、いかに手を差し伸べようかというあれが交付金が出たわけですから、補助金

が。是非ともこれを活用して今後のやっぱり森林の保全のために、活かしていかないかん。

それともう１つは、需要拡大をしてね、材木の、特に桧の、それでやっぱり生産材価格を
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上げるように維持をしないと、この地域はまず後悔します。

川端龍雄議長

議員さん、議案に、中身のほうで。

２０番 東清剛議員

そういうことですから、その辺のことをどのように考えているか、町長のお考えをお伺い

いたします。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

ご趣旨はよくわかりました。林道は森林のいろんな作業ありますね。間伐もあれば運搬も

ある、搬出もある、そういうことにとって非常に不可欠なものであるということを、認識し

ております。以上です。

川端龍雄議長

よろしいですか。

ほかに質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終わります。

次に、２３ページの土木費から ３５ページの給与費明細書までの質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

６番 北村博司君。

６番 北村博司議員

お尋ねします。２４ページの土木費公園費ですね。都市公園等一体整備促進事業負担金 ２７５

万円ということは、これは１０分の１負担ですから３０分の３か、同じことですが、 ２，７５０万円

の事業ということになりますけども、どの地区のどんな事業ですか、お尋ねします。

川端龍雄議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

お答えいたします。公園の事業につきましては、今回の補正でですね、 １４５万円の補正を

あげてございますけども、実は当初予算の中でですね、熊野灘レク都市公園事業ということ
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で計上してございました １，１３０万円の負担でございます。この中にですね、今回補正であげ

ております都市公園一体整備事業も含まれておりまして、今回、これらを精査して区分けし

たものでございます。今回の補正に上げて計上してございますのは、城ノ浜園路の落石防

止対策、また萩原台公園のトイレの老朽化対策、またバリアフリー化対策にかかる設計費で

ございます。

さらに、古瀬川プールの県営プールの時計の設置が今回補正にかかるものでございまして、

当初におきましては同じくプールの舗装、またコテージの修繕等が計上されてございました

けども、今回の補正に関してはさきほど申し上げました３点でございます。以上です。

川端龍雄議長

北村博司君。

６番 北村博司議員

城ノ浜の園路って、いわゆる県道の部分ですね。じゃなしに、県道部分じゃなしに、多田

ケ瀬山居線でしょう、基本的には。そことはまた違うところ、これ。どこなんかちょっと教

えてほしいのと、県営プールの時計ね、あれは日本水連の公認は現在も取り続けてますか。

あれ３年に一回の更新だったと思うけども、あれは高額な県内には３箇所ぐらいしかないと

思うけども。

それとですね、また未完成だと思うんですが、うちも負担金出しておるはずやけども、片

上池のね何と言うのやろ北側になるんかいな、トイレのようなものができておるでしょう。

あれトイレなんでしょうけども、一体あのデザインはどことどこが協議して、どこがつくっ

たんですか、つくりつつあるんかな。供用開始してないんです、あれは。だから完成してな

いんです。お答えください。

川端龍雄議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

お答えいたします。まず園路でございますけれども、城ノ浜海岸のですね、左側といいま

すか、釣り堀がございますね。釣り堀までに至る園路がございまして、その園路に落石が最

近起こりまして、それの安全対策の費用でございます。右です。沖に向かって右ですね。

それと時計でございますけども、これはその記録等を計測するものではなくですね、広く

プール利用者に時間を知らせるというものでございます。プールの開設時にはあったようで

ございますけれども、それが現在故障してなくなっておるということで、それを新たに付け
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るというものでございます。

それと片上地区の公園のトイレでございますけども、今、議員が言われましたように、現

在まだ供用開始しておりません。したがいまして、トイレは完成しておりますけれども、こ

の園地の供用開始とあわせてトイレも供用開始されるということで、この事業につきまして

は県の事業でございますので、県が設計して発注したというものでございます。以上です。

６番 北村博司議員

日本水連の公認はとっておるん。

川端龍雄議長

質疑やね、山本建設課長。

山本善久建設課長

すみません。ちょっと答弁もれました。その点についてはちょっと把握してございません。

申し訳ございません。

川端龍雄議長

北村博司君。

６番 北村博司議員

あれね日本水連の公認料というのは、確か５０万円するんですよね。それで取っているんで

はないかと思うけども三セク、つまり町は出資しておるんですから、把握しておいてくださ

い。あれ県内に３箇所ぐらいしかないはずや。日本水連の公認５０メートルプールというの、

大事なことやで皆さんあまりご存じない。

それと、ああいうトイレなんでしょうけど、あんなデザインを町は許可したらあかんです

よ。１割出しておるんでしょう。あそこは鳥獣保護区であって水鳥の監視台を今度つくりま

すね。本年度予算に負担金出してますね、水鳥を集めようかというときに、何であんな背の

高いトイレつくるんですか。あなた方があれに同意の判を押しておるんだったら、同意して

おるのだったら以ての外ですよ。もう最悪のデザインですから、議会でそう言われたって県

へきちんと言うておいてください。よろしい。伝えるとちゃんと言うのやったら、あなたの

見解聞かせてください。

川端龍雄議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

お答えいたします。まずトイレの設計に関して、町のほうでそれを認めておるかというこ
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とでございますけれども、そういう設計に関してはプランというのは示されてございますけ

ども、それに対して町のほうでですね、認めるだとか同意するだとかいう回答はいたしてお

りません。以上です。

私の見解ということでございますけれども、すみません、私、さほど違和感がないのでは

ないかというふうに感じております。以上です。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

７番 玉津充君。

７番 玉津充君議員

失礼しました。番号間違いました。７番玉津です。２９ページの地方債残高について伺いま

す。地方債残高のですね、合計なんですが、前年度のこれ１９年度末ですね。 １３２億 ４，３００万

円、そして前年２０年度末が １２２億 ６，７００万円、この１９年度と２０年度の間でですね、９億 ７，５

００万円、残高が減少しておるわけです。私聞きたいのはですね、今年度の見込み額、これが

１２３億 １，０００万円で、前年度と比べますと ４，３００万円増加する見込みになってます。それで

当町はですね、平成１８年度から５年間の財政健全化計画というのを出しておるはずですね。

これに対してこの辺の残高の状況というのは、その中長期の計画として比較してどうなのか

いうことを教えてください。

川端龍雄議長

塩崎財政課長。

塩崎剛尚財政課長

今回ですね、２１年度中に若干起債の額が増えております。やはりですね、相賀小学校耐震

化事業等いろいろ事業がありまして、その関係で合併特例債の利用等ありまして、増えてお

ります。財政計画と比較しますとですね、１９年度、２０年度、２１年度末も含めてですね、財政

計画を下回るというのですか、良いような結果を得られております。これまで皆さんの協力

をもってですね、やってきたお陰だと感じております。以上です。

川端龍雄議長

玉津充君。

７番 玉津充君議員

今、説明受けたわけなんですが、健全化計画ではですね、年々の目標は、年々こう右肩下

がりになっておりまして、紀北町になってからですね、今まで３年間こう、着実にその右肩
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下がりで減少してきておるわけですね。町長の４年間ということで最終の年度が今年度とい

う形になるわけなんですが、ここでですね、せっかくずっと下げてきたことが、この年度で

ですね、上がってしまうというのは非常に残念なことだというふうに思うわけですが、わず

かと言えばですね、４千数百万円のことです。残り６ヵ月あるわけですよね。その辺のこと

でこの数値をですね、下げるという努力、これをされるのかどうか、その辺町長の姿勢を教

えてください。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

起債残高を下げていくというのは、いろんな要因が必要だと思いますが、今は時代的に要

請されております学校耐震化とか、それから改築も含めて避けられない当町の状況もありま

す。それは必要な事業としてこれはやるべきはやって、そのうえでですね、行財政改革を遂

行すべきであると思いますが、これは努力をしなければいけないと思ってます。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

１１番 入江康仁君。

１１番 入江康仁議員

２６ページの款の教育費、中学校費のさきほどの新庁舎に関しての関連になりますけど、あ

のときは新庁舎ということの重きを置いての質問でございました。今回はですね、この中学

校移転事業費の増の ５５０万円、これに対してはどうしても私は認めることはできないんです

ね。それで町長の明解な答弁をいただきたい。

ただいま前者議員、玉津議員から今財政の経緯を聞かされたときにですね、町長はいろい

ろな流れの中で財政の流れの中で、致し方ないと増えてくるのは。それだったら最初から言

っているように町長、ただあなたは初代紀北町の町長として、この４年間にやるべきことを

やらないで、先送りをしてきただけの計画じゃないんですか。当然増えていくのは当たり前

ですよ。だから今回のこの紀北中の事業のあれもですね、移転ということであなたは決めた

ようにしているけど、やはりこれは私は以前から紀北中は移転じゃなくて改築だと、私は言

ってきたつもりですよ。そうして紀北町の生徒数に合わせて、赤羽中との統合も考え、そし

てコンパクトでもいいから、生徒たちが本当の学べる環境の中で改築を合わせてやって、そ

してその改築にあたるにして仮校舎として長校跡を使うんだったらいいけど、ただ移転の中
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では私は駄目だという意見をずっと言ってきました。

その中で、あなたは財政財政というような形の中でですね、もう予算の要ることに対して

はどんなことでも財政が苦しい苦しい、県下の中で下から２番目だ３番目だと言ってきた。

そしてある程度抑えながらも来たけど、また一気にバーとまた増えてくる。これ当たり前の

ことですよ。ただ先送りしておっただけでしょう、町長。

そしてさきほど１番議員も言ったように、これ今、相賀小でもうそうです。新庁舎の用地

は紀北中の移転に絡んで詭弁で変えようとしている。しかし、財源は何だって言ったら合併

特例債を主にやっているじゃないですか。それだったらなぜ今、子どもの教育、その命が大

事だと、あなたはさっき答弁で言った。一番大事なのは命だと。命だというのだったら町長、

何でそのすぐに特例債使うてまででもですよ、さきほど１５年からでしょう、この耐震のもう

あれはやってたのは、紀伊長島町のときに。そのときに東小と紀北中はもう出ていたんでし

ょう。補強じゃなく改築だと、そういうようなものを放っておいてですよ、今回まで、東海

地震、仮称言われておる東海地震が起こらなかったから良かったけど、起っておったらどう

するんですか、町長。あなたの一番言われている一番の命が奪われるのじゃないですか。町

長、そこのところの考え方をまとめてちょっと答弁いただきたい。

そしてさきほど担当課長も言われたけど、要は今まで法律が変わったかどうか知らない。

法律は変わって指導が変わったんかどうかもわからない。しかし、その中でですよ、耐震の

あの検査の中で改築だと言われておったのは、何でもいいから補強でいいというような、こ

れ法律上で変わったんですか。それとも指導だけで変わったんですか。そんな生やさしいも

のじゃないと思いますよ、これは。改築せなならんものを、補強でいいというような馬鹿な

ことはないでしょう。補強でいいものを改築だと言うのだったらわかるけど、改築せななら

んものを補強で直せるんですか、そんな馬鹿なことはないと思いますよ。これはどこの指導

でどういう文部省の中でもどこの課が言ったか、ちょっと明確に答えてください。その２点

きちんと答弁をお願いいたします。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

この学校耐震化、それから紀北中学校の移転につきましては、これはですね、合併特例債

はこれまで該当しないという考え方というか、そういう情報であったわけです。それがここ

へ来てですね、２０年度あたりからだったと思いますが、合併特例債が使えるというふうに変
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わってきました。これは非常に有利な借金ですので、これは是非これをもって子どもたちの

命大事、これはどなたが考えてもおっしゃることですけども、命大事というふうにこれを優

先させていただきたいと、そういうふうに考えたわけであります。

それから、学校の改築を補強でもええというような、いいのだということが、国の事情だ

と思いますけども、さきほど教育委員会、学校教育課長が前者議員に答えた経緯もございま

すんで、その辺は学校教育課のほうで答えていただきたいと思います。以上です。

川端龍雄議長

世古学校教育課長。

世古雅則学校教育課長

さきほど指導の件でございますけれども、文科省の高等教育局の私学部長というところか

ら文書がまいりまして、そういう指導でございます。文書につきましては、文科省大臣の文

教施設企画部、そこから文書が流れてきまして、その指導に基づいて行っておるわけなんで

すけども、その内容につきましては、やはりさきほど議員さんにもご説明させていただきま

したように、特にですね四川の大震災が先般ございました、２０年の５月に、そのときに多く

の学校が倒壊したわけなんですけども、それを受けまして地震防災対策特別措置法の改正が

６月１８日に行われております。それで大地震で倒壊する危険が高いですね、公立小学校施設

につきまして、市町村が実施する耐震補強事業への国の補助を３年間に限定しまして、２分

の１から３分の２に引き上げするという、また改築事業の補助を３分の１から２分の１に上

げるという、またそれと同時にですね、先般耐震診断の結果を報告させてもらったんですけ

ども、それも義務づけるようになってまいりました。

そのことを受けまして、先般９月の全員協議会で当町におきます耐震整備計画を策定いた

しまして、議員さんにお願いしたところでございますけれども、その計画に基づいて、現在

耐震化を進めているところでございます。それでその今の法の改正によりまして、法の改正

で嵩上げされている補助金の部分もあります。それと同時に平成２０年、２１、２２の３年間で補

強工事をしなさいよというような形で補助が嵩上げ、時限立法でございます。それに基づき

ましてＩＳの ０．３未満の施設につきましても事業をやっておりますし、またそれと同時に、

ほかの施設につきましても耐震化を図っているというような状況でございます。その補強さ

れることによりまして、ＩＳ値が ０．７以上の数値になるという、こういうような形ですべて

の学校施設の耐震化を図っているという、そのような状況でございます。以上です。

川端龍雄議長
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入江康仁君。

１１番 入江康仁議員

今の法改正は確実にやった、あるんですね。その根拠がね。町長、その中でですね、今回

は合併特例債はその学校の改築等には使えなかったということであったけど、それでは何の

ためのこの合併特例債ですか。それは法的な根拠があって、あるその合併特例債が出るのは

どの省ですか、そこに確実なそのような使えないというようなあれがあったんですか。私は

町の副町長ともちょっと話したときに、副町長からもそういう話を聞きました。しかし、私

はそこで言ったのは、そうじゃないよと、そんな合併特例債使えないような馬鹿なことある

かと、それの説明の中では最初電話で問い合わせしていたと、電話で問い合わせしておった

ときには駄目だったけど、体を実行して行動で起こしたらＯＫが出たんだと、ここなんです

よ、町長。

私だったら当然行きます。行って抗議を申します。そんな学校、あなたが今言われている

ように、生徒の命という大事さとですよ、何のためにそんなら合併して合併特例債を使うた

らあかんて制約受けなならんのですか。私やったら抗議をして、抗議をして駄目だったら、

そこに初めて国会議員も同席していただいてでも使えるようにしていきます。これが紀北町

町長としての私は職責と職務だと言うんですよ。ただ言われてきた。さきほどの法改正でも

そうです。四川省の地震があったからどうのこうのじゃない。あなたは生徒の命を大事だと

言うのだったら、予算にかけてもですよ、そういう制度がなかっても使えないもんでも使え

るようにする。

まして財源が苦しくてもやろうとする気持ちがあったら、やらなならんのでしょう。それ

が４年間の中で、当初相賀小を４年前にやって、合併した当時に。今、紀北町というのだっ

たらわかる。それも何もしないで今ボンと来たら財政が絡むからって、１年ぐらい延ばした

って町長、財政には支障ないですよ、これは。まして使うのは皆合併特例債じゃないですか。

それだったら合併した当時にもう使ったら良かったんじゃないですか、町長。

そういうようなとこ、あなたの意気込みだけでできるんですよ、町長。ましてそれが紀北

町初代町長としての４年間のあなたの職責と職務でしょう、これは。それを無理にですね、

さきほど１番議員が言ったように、新庁舎で長校を取得するんだったら、これは私も大賛成

です。そうして当然この紀北中の移転問題はあとからついてきたもんでしょう。土地さえ確

保していけば、どうだってできるじゃないですか。なぜ紀北町、先に守らない優先順位のあ

る第一にやらなければならない、あなたは紀北町民との約束を破っておいてですよ、そうし
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て中学校、子どもの命だ何だということを言ってる。それも移転で言っている。私は全員協

議会のときに、そんならＰＴＡの方々はどんなんだったかと、意見も聞いたかと言うたら、

ＰＴＡの方々は賛成だと言ったと、これは本当に言ったんですか、これも確認していきます。

しかし、その中で、町長、当然あなたはそのＰＴＡの場の中で、皆さんの前で、今、東海

地震が叫ばれておる中、どうしても早く子どもたちの命を守るためには長校跡へ移転したい

んだという、その気持ち、伝え方だったら、これ誰しも賛成しますよ。しかし、急場をしの

ぐために長校仮校舎として、そして紀北町、今言ったように生徒数に合わせてコンパクトな

生徒が一番学びやすい環境づくりの校舎を建てたいんだと言ったら、皆改築してくれって言

いますよ。そういう話しましたか、そして赤羽中も統合してという前向きな一歩前へ進んだ

説明しましたか。してないでしょう。ただ改築だというたら当然あなたは財政が厳しいから

何だというような、またいうことを言ったんじゃないですか。

それだったらＰＴＡの人たちも誘導尋問にしてあんた、生徒の保護者たちをですね騙すよ

うなやり方じゃないですか。改築の意見もあるんですと、こういう意見もあるんですって、

それだったらなぜ教民の委員会において、ＰＴＡとの話し合いをするんだけど、教民も一応

出席してくれんかというようなことの中でしないんですか。そしてそのＰＴＡの話し合いが

あったというのが事実だったら、紀北中でいつ、何日にやったか、ちょっと教えていただき

たいと思います。そこのとこ町長、的確に今言った質問の中の答弁をやってください。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

この紀北中学校移転につきましては、これまで今も申し上げたようにですね、合併特例債

が当てはまらないということであったんで、これはとても一般財源だけではこれは難しいと

いうことで、それから紀北中学校の移転という長校へね、移転ということで１８年、１９年ごろ

からかな、説明をさせていただいたわけなんです。ですから議会でもお答えをいたしました

し、それは入江議員は移転して仮校舎にして、また新築すればいいじゃないかというご意見

も持っておられるようですけども、仮校舎で移転したら仮校舎が丈夫じゃなきゃいかんのじ

ゃないですか。だからそのためにはきちっとしたところへ生徒を入れなあかんと僕は考えて

おるんです。だったら入れたら、また新しい校舎を改築するんであればですね、そこからま

た皆さんどういう議論になるかわかりませんけども、今はできるだけ早く子どもたちの安全

を確保すべきだというのが、私の考え方であります。以上です。
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ＰＴＡにつきましては、教育委員会のほうでお答えしていただきますから、お願いいたし

ます。以上です。

川端龍雄議長

小倉教育長。

小倉肇教育長

この問題につきましては、少し前段をですね、説明させていただきたいと思うんですが、

確かに最初に東篤布議員からご指摘ありましたように、１５年度に紀伊長島町のこの調査が終

わりまして、そして紀北中もですね、ご承知のように棟が真ん中から亀裂が入っておるとい

うようなこともあって、父兄も職員もですね、何とか改修なり改築なりしてほしいという陳

情はございました。その時点でですね、なぜ早くやらなかったんかというお叱りを受けた、

この点については教育行政の担当者としても深くお詫びを申し上げたいと思います。長島町

単独のときはなかなか財政も厳しくて、あの当時は一挙に手をつける道がありませんでした

し、もう１つは海山町との合併問題もありましたので、合併したあとでですね、双方の耐震

の調査を終えて、そして両方の１５校のですね、この条件を耐震調査を細目に検討したうえで

年次計画を立てたいと、そういうことでありましたので、少し遅れておった海山町の耐震の

調査を待ったということもございます。

その結果ですね、海山町のほうの結果も終わりまして、そしていくつかの学校が改築とい

う数字が出ました。これは皆さん方にお渡しをした一覧表でございます。その中で紀北中か

らもそういう何とか早くしてほしいという要望が出たんですが、ちょうど１８年に一応終わり

ましたので１９年度でしたかね、この計画をつくろうということで検討しておった矢先、２０年

の３月でしたか、四川省の大地震があったわけでございます。この四川省の大地震があった

あと、さきほど言いました文部省の指示がございまして、そしてこの耐震の基準に満たない

ところはですね、早急に補強でいいから、ただし補強にも基準がありまして、補強した結果

ですね ０．７ＩＳ、以上の補強ができるということが条件でございますが、それでできるという

ものはですね、早く補強しなさいと、３年間で補強しなさいという、この文部省の指示が出

たわけでございます。

それでこれを受けまして、まず相賀小は改築と決めて皆さん方にそれをご承認していただ

いた。と同時に、２０年の８月でしたか、残る学校についてはこの耐震計画をつくりまして、

３ヵ年計画を議員説明会で提示してですね、了解といいますか、ご承知をいただいたと思う

んです。それに従って現在この２０年、２１年、２２年は、この皆さんにお示ししたこの一覧表が

１１０



あったと思うんですが、これに基づいて予算を認めていただいて、２０年度、２１年度はこの予

定できたわけでございます。その中で１８年に長島高校の募集停止というのが出てきましたの

で、その時点で校長先生及びＰＴＡの方にですね、こういう状況がはっきりしたので、今後

この調査してですね、そして耐震その他調査をして立派にやっていけるということであれば、

この全く教育条件の整った場所にあります長島高校の跡地へですね、この紀北中を移転した

いと、この方針でですね、いきたいということを申し上げました。

そして１９年と２０年のＰＴＡの役員会で校長先生のほうから、その１９年度と２０年度の役員会

でですね、ちょっと日にちは後日また学校へ問い合わせますが、校長先生を通して役員会の

ご了承を得て、その後ですね、早くそれを進めてほしいということで、学校からはこの改修

とか改築とかという要求は一切ございません。それよりその計画で早く進めてほしいという、

そういう学校側の要望を私どもは承っておるわけでございます。そういう経緯がありまして、

この２０年９月８日に示したこの原案でやっておるわけでございますが、何と言いましても、

この間、静岡の地震がありましたように、この大地震がいつ来るかわかりませんので、この

紀北中で終わりでございますので、２２年度中に文部省の示す耐震で１５校全部を完了したいと、

しばらくは学校の建築というものを考えずに、ほかの事業をやってもらえるのではないかと、

このようにこう思っておりますので、この紀北中の移転問題についてのですね、ご理解を是

非お願いしたいというところでございます。

川端龍雄議長

本日の会議時間は、議事都合により延長いたします。

入江康仁君。

１１番 入江康仁議員

町長、さきほどあなたは私は改築だという意見だというけどね、町長。私は改築という考

えを持ってます。それはさきほど言ったように、生徒が一番学びやすい環境の中での校舎づ

くりをやって、改築をきちんと耐震もして、耐震構造の中で生徒を守っていく、これが一番

の考え方だと思っております、町長。ただ、私は町長に言いたいのは、なぜね、本当に命が

大事だと言うのだったら、紀北町初代町長となったときからそう進めなかったんかと、第一

に優先順位が新庁舎か、学校の校舎の改築なのか、生徒の命なのかと、この２つに優先順位

は私は本当に難しいところがあると思う。国の政策としてこの間２兆円の、はっきり言って

給付金をばらまいたけど、私はこの２兆円で本当にまだ学校の、全国の学校のこの耐震に対

する改築をやってもですね、大体調べたら２兆円もかからなかった。そういうような国の政
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策もやってほしかったと思ってます。はっきり言って。その景気対策になるだろうとばらま

いたけど、何もなってないように思う。

その中で、あなたが生徒の命、命と言うのだったら、なぜなった、紀北町町長となったと

きにしなかったかということを言っておるですよ。やはり第一に紀北町長、初代町長として、

２万人の代表となったときのあなたの一番の仕事は、第一に新庁舎の５年後になる基礎づく

りだったんじゃないですか。次には生徒に対する、これは紀伊長島町単独のときに手をつけ

られなかったことを、合併して初めてやれるんだったら、なぜその当初からずっとやってこ

なかったかということを言いたいわけなんですよ、町長。

そして今、教育長もあなたも今いろいろ流れを説明したけど、私言ったように改築のその

説明もしましたか、しなかったでしょう。当然、そんな財政のことばっかり言って、ここに

ちょうど長校跡とするか、こっちへ移転したいんだと言ったら、ＰＴＡの人は誰でもそう言

った、言うでしょうということは私今言ったでしょう。教育長、あなたも奥山町長も私は言

いたいのは１０年前に、奥山町長は紀伊長島町長と初めてなったときに、赤羽中の生徒数が激

減していく中の赤羽中に対して、すぐにやった。財政のこと考えたんですか、それは。財政

財政と言うんだったら、あのときに基金を取り崩して７億円か８億円崩したんじゃないんで

すか、そういうやり方をやっておって、今ね詭弁を使うてですよ、新庁舎のことはあとにし

て、紀北中の移転だなんてということは駄目だと言うの。それだったら私は両方すぐにでき

ますよ、やろうと思うたらできるんだから、財源が合併特例債あるじゃないですか。

それを私は言っておるんですよ、町長。やはりそれは紀北町の初代町長として、私はでき

ないことは言ってないですよ、町長。皆できるんですから。あなたは２万人の代表、紀北町

の初代町長というね、責任と重責を背負ったときに、しっかり考えておったら皆できた。こ

れははっきり言って議員もそうです。我々もそうです。町の職員も一丸とならなあかん。や

はりそのためには町長あなたのリーダーシップがきちんとやっておったら、皆ついていく、

もっと未来のある町になったでしょう。

あなたの今までの４年間は何やったんですか、町長。こういう予算、いろんな形の中で何

でも揉めて、訴訟問題もいくつかあった。お魚らんどのことも、そういう無駄な死金いっぱ

い使ってきた。そういうことの中で、私はこれは実現はね、あなたはしようというのは順番

が違うと、だからこの予算は認められないと言うんですよ、町長。やはりあなたは議会にも

町民にも説明したことは、第一に守る義務と責務があるでしょう。そこのあなたの考えをち

ょっとしっかり聞かせてください。答弁よろしくお願いします。
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川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

入江議員におきましては、何回も私に対して同じ論旨で言われておるんで、答弁が重複い

たしますけれども、私は基本的には、もちろん財政も大事、これ行財政改革をやりながら事

業を進めて、生徒の命も大事、それから合併協議会の約束も大事、いろんなことをやっぱり

上手くやっていかなければいけないという頭がいつもあります。だから議員は言うのは私だ

ったらこうする、ああする、それはあなたの考え方であろうかと思います。それはそれでい

いと思う。私は否定しませんよ。私は私でこういうふうに今までやってきたんですから、そ

れはええか悪いかわからん、それは。あとになってみやな。しかし、今私はこれが一番ベス

トやと思うてやっておるの、ようわかってください。ですから、私は中学校を先移転して、

その１年遅れで２３年度に本庁舎を移転すべきだというふうに考えておりますんで、どうぞご

理解いただきたいと思います。

１１番 入江康仁議員

だから、その合併協議会というのは新庁舎の責任と、５年以内を１年延ばすということに

対して、もう一回きちんと。

奥山始郎町長

そのことについては、前者議員にも言われてですね、あなたは約束破ったんだから、破っ

たというか、ズラしたんだから、お詫びしたと、お詫びいたしますということはもうすでに

言うておるんです。町民の皆さん、議員をはじめ町民の皆さんにお詫びいたしますとは言う

てます。どうぞお願いいたします。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

１番 東篤布君。

１番 東篤布議員

１番 東篤布、２３ページの土木費、款の土木費の３目道路橋りょう新設改良費ですが、こ

れ課長にお尋ねしたいんですが、この ４２２号とこうなってますね。これどこの道路改良、橋

りょう新設というておるのやから、どこかな。橋かなと思うんですけどね、ちょっと教えて

ほしい。なぜこんなことを聞くかというとですね、５年前の災害のときに ４２２号線の山本地

内の堤防のとこから水が噴いてきた。漏水してきたね。それで検査をお願いしておるのやけ
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ど、まだしてくれんのやけどもさな、そやもんでこの前の雨のときにヒヤヒヤしておった状

態なんですが。だからねそれが多分入っておらへんと思うんやけど、それで聞きたいんさな。

それとですよ、２４ページ、これの場所はどこです。こんな工事ですだけじゃなしに、 ４２２

はまだほかにも前から問題になって指摘しておることがあるんやから、それもちょっと答え

てもらわなあかん。

それで２４ページですが、土木費やなこれも、土木費の中の公園費、公園事業費ですが、こ

のレク都市の、前者議員も言うてましたが、３つあったね、トイレとか時計とか釣堀やった

かな、この釣堀というのは孫太郎のところの釣堀のことかなと思うんですが、それで間違い

ないかどうか、間違いないんであれば、あれは釣堀さんのために付けた道なんかなと思うん

さな。どうなん、釣堀のために。車も走ってええんなそんだらな。それを町長にお尋ねしま

す。いやいや今、後ろから釣堀のためにあの道つくったんやというけど、俺はそうじゃない

と思うておるのやけども、あれつくったあとで持ってきたんやか、あとでつくったんか、あ

とでやったな道はな、それ。これで２つ目やろ。

３つ目、２６ページですけども教育費でね、学校管理費のところに出てきます。太陽光発電

の導入、相賀小学校、西小学校、ここまで聞いたんですよ。東小学校落しておらへん。ちょ

っとこれ質問いたします。

中学校の問題はですね、いろいろおっしゃってましたんですが、もう一遍自分の気持ちを

整理するとともに、議員の皆さんにも、また課長の皆さんにもですね、整理してもらいたい。

要は何にもＩＳＯがね変化あったわけじゃないん。ＩＳ ０．７まで上げなあかんということは

昔から変わらんの。そやけども四川省から何が変わったかといったら、国の補助金が変わっ

た、そういうことやろ。だから今までは２分の１しかなかったんや、修理やったら、今度は

３分の２出るようになったん。 ０．７以上上げるんなら。しかし、建て替えでも３分の１から

２分の１に上がっておるはずなんや。これはどっちを選ぶかはそれは町長次第やな。予算が

要らんから補修を選んだ、そういうことなんやな。だからこれに対して答弁は要りません。

さきほどの３点、いいですか、もう一遍言います。まあいいわ。わかっておると思うで、

言わへんわ。

川端龍雄議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

お答えをいたします。まず２３ページの道路橋りょう新設改良費の、議員が言われました一
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般国道 ４２２号道路改良費負担金２０万円でございますけども、これにつきましては紀伊長島区

十須地内におきまして、現在、災害事業の関連で道路の狭い場所に待避所を設けてございま

す。この部分につきましては約幅員が３ｍでございまして、工事車両が頻繁に通るというこ

とで、地元の要望もございまして工事対策として約５０ｍ間のほど、今現在、待避所が設けて

ございます。災害の工事は間もなく終了いたしますけれども、この待避所を災害工事終了後

も残してほしいという地元の要望もございまして、それの用地買収、県は ２００万円ほど予定

しておりますけれども、これの１０分の１を負担するものでございます。

それと、次に公園費の園路の件でございますけれども、さきほども質問がございましたけ

ども、海岸から向かって沖へ向かって右側に園路がございます。その先には釣堀もございま

すけれども、これはあくまでも公園の中の園路でございまして、園路で落石等が起っており

ますので、それの安全対策を行うものでございます。

それとちょっと戻りますけれども、議員が言われました、あの山本地内の国道 ４２２号の赤

羽川の堤防道路の件でございますけれども、これにつきましても県には強く要望していたし

ております。以上でございます。

川端龍雄議長

世古学校教育課長。

世古雅則学校教育課長

ただいまの議員のご質問でございますけれども、東小学校に太陽光発電を設置するのを忘

れておるのではないかという、そういうご質問だったと思います。これにつきましては、今

回ですね、地域活性化の公共投資臨時交付金事業ということで、太陽光発電を設置するよう

に考えております。それで、その中で特に規模の大きな小学校ということで、相賀小学校と

西小学校２つの学校モデル校ということでさせてもらったわけなんですけども、東小学校も

確かに議員おっしゃられるように、大きな学校に入るかと思います。ただ、ここ検討をしま

した結果なんですけども、今回耐震補強も来年度に予定しております。それとまた設置場所

等につきましても検討したわけなんですけども、もう少し検討をして、今回はモデルとして

２つを上げさせてもらいまして、今後そこで設置効果がありましたら、今後他の学校にも普

及していきたいなというふうにして考えております。以上です。

川端龍雄議長

東篤布君。

１番 東篤布議員
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まず整理して建設のほうから、十須のここで工事しよるもんで狭い部分で、車の待避所つ

くってあるわな、それでそこの補修ということやけども、そこの待避所へ行くまでに、ちょ

っと高台のとこでこっちに石垣やって農業用水路あるやろ、そやでトラックどんどん通るも

んで、農業用水路が破けて家のほうへ向いて水が入っておるという問題も、ちょっとどうな

っておんのか聞いておきたいんやけどもさ。

それでもう１つ、山本の、町長水漏れな。いつまで放っておくんやこれ。ええ加減にせな

あかんわ、こんなもの、あんた県らあ放っておいてやれよ、町で。課長、県に言うておるも

んでやな、やってくれんって、何やそれは。真剣にやってやらないかんやろ、そんなもの。

あんたらどない思うておるの、山本の堤防は２回決壊しておるんやで、知っておるやろ。県

に言うてあるんやけどやってくれんのやで済むんやったらな、俺ら要らんのやわな、そんな

もん町長。いい加減にしてかないかんで、あんたら。やるべきことやらんとってやな、やれ

るかやれんかわからん来年再来年の話ばっかして、やっておれんわ。課長も責任あるって、

俺前から課長に頼んであるんやで、もっと真剣に憤りを感じてほしいの、県に対して。やっ

てくれんのやったら議員何遍行ってもやってくれんのやで、あんたも一緒に行ってくれ、町

長も行ってくれ、町長何編行ったんや、 ４２２号の堤防のことで、聞きたいわ一遍。何編行っ

たんですか、町長。あとで答えてください。あんまし血上ったらあかんでな町長、冷静にな

らな。それぐらいな憤りを感じておるんやで、ほんまに。わかっておるさ。そんだけなテレ

ビ見ておる人らでもな、山本の人ら大変なんやで、雨降って堤防越してくるんやで、どこへ

避難するのや一体。

それと、町長もう１つ、公園な、孫太郎のあれ後ろの議員さんは釣堀のためにあれつくっ

たと言ったけど、それ答えてないやろ。釣堀のためにつくったの、違うやろ、あれ散策のた

めにつくった、園路じゃないの。その先に釣堀があるだけで、釣堀のためにあの道つくった

んかい。答えてくれますか、あんた答えてないやろさっき、園路と言うた。壊れたからそれ

を直すんやと言うたけども、答えた。聞き落としておったらごめんよ。もう一遍答えて。

課長は俺と同級生やもんで文句言いたないけども、この人はな東小学校の出身なんや、俺

と一緒で同級生で、やってほしいさ、そんなもの。町長もあんた後押ししたらんかな、ええ、

ＩＳもう建て替えると言いよったくせに、今度は直すんやって、それで太陽電池あそことこ

っちへ付けるんやけど、東小学校やらへんのやって、課長から言えんやろ、そんなことは自

分の出身校やで、わしゃ自分の出身校やで堂々と言うけども、立場上あんた。もうちょっと

な子どものこと思うんやったらな、そういう配慮もしたってくれなあかん。これは町長に答
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弁もらうわ、課長の答弁要らんわ、町長。

それで町長は子ども命大事や、１１番議員が言うたように長校へ向いてな仮校舎しておった

ら危ないんやって、そんなこと言うんやったら、そんなことおかしいって、５年間放ったら

かしにしておったんやで、台風ごっとひびいったとこかから雨は３階からザザー漏り、避難

しようと思うたらグラウンドも浸かっておんの。あそこへ避難した人は家におったほうが良

かったわと、こういう状態なんや。そこにやで四川もへったくれもないんや、ずっと子ども

置いておったんやで、それを今更慌てどうのこうのという話じゃないんですわ。そやで中学

校のことは触れへんけども、その何で東小学校に太陽光発電付けないようになっちゃったの

かを教えてくださいよ。ほんまにな困るわ。

それで課長、さっきの話、聞き間違っておったらごめんね。釣堀のためにあんな道つくっ

たんやったらな、これはもう考えられんのやわ、わかる。それで ４２２号のもな。

川端龍雄議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

再度お答えいたします。まず ４２２号の２０万円の件でございますけれども、現在、県が設置

しております待避所は借地でございます。それを地元の要望もございまして、災害復旧後は

撤去する計画でございますけれども、今回それを県道の道路区域として県が用地買収をして

残すものでございます。それの負担金でございます。

それと、公園の園路でございますけれども、さきほども答弁いたしましたけども、あくま

でも公園の園路として整備されたものでございます。現在、その園路に落石が発生しており

ますので、安全対策として工事を行うものでございます。

１番 東篤布議員

だから園路として、園路て難しい言葉でわからのや、釣堀の道やないと言え、そこで。わ

かり良いで、それのほうが言えんの。園路とは言うたよ、園路とは意味わからん。園路てど

ういうこと、どんな字書くん。僕の質問しておるのは、釣堀のための道じゃないんやろと言

うておるのやで、釣堀の道じゃないて何で言えんのや。

山本善久建設課長

そのとおりでございます。

１番 東篤布議員

そのとおりや、あんたの口で言うてください。
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山本善久建設課長

はい、再度答弁いたします。今回計上、さきほど公園の予算の説明しました園路につきま

しては、公園の園路でございまして、その先に釣堀はございますけれども、釣堀の利用者の

方はその園路を利用はいたしますけれども、釣堀のための道路ではございません。以上です。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

何で東小に太陽光発電を設置しなかったのかということは、さきほど課長も言いましたけ

ども、モデル校として２校を選ぶということでありましたので、いろいろ検討の結果、そう

いうことになったわけです。

それから、山本の堤防ですね、堤防に水が噴くというのは、先の一般質問でもお聞きして

おります。それからそれは何回やったんどということなんですが、県へ、県民センターは１

回、本庁は１回行きました。以上です。

川端龍雄議長

東篤布君。

１番 東篤布議員

最後になりますが、町長がそれ県民局、本庁に行かれたとおっしゃったが、これのみで行

かれたんでしょうか。何かのついでに行ったというだけであって、この話をされたのかどう

かを明確に、じゃ何課の誰と話をしたのか、教えていただきたい。僕はもう一遍行ってくる。

どのような話を町長としたんやと、うちの町長がわざわざ県庁まで尋ねて来ておんのに、い

まだにせんということは何なんやと、俺は知事とこまで行ってしたるよ。わしゃ県民のとこ

へ行って担当連れて、課まであがって知事とこへ行って言うたる。俺はそんなとろくさい知

事やないと思うておるよ。腹へ力入れて町長行ってみよ、そんな馬鹿なことない。ただ何か

のついでに行って蛇足で言うておるからそんなことになるん。そう思う。町長責めておるん

やないんやで、町長のスタイルやでなそれは。それでは困るよ。

それで課長、 ４２２のこれはわかるんさ、借賃をやる。これは町が負担する。これはようわ

かる。この借賃出すのもわかるんやけども、前から問題になっておる十須地内、これは課長

は知らんかも知れんけど、県にも言うてある。農業用水を引っ張ったときにどんどんどんど

ん漏れていくん。あの工事に入る前に何かあったらちゃんと補償すると言うておきながら、

いいですか、１軒１軒のそういうことは言ってないんですよ。ただ、ただ車が通らんから広
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げた。あれも本当はこっちへ河川のほうに迂回路もつくった。それでも通るから、ダンプが

通るから危ないからこうしておる。それはいいんや。それほかにもいろんな問題点があって、

直接個人の民家にそのような迷惑をかけておるん。名前は伏せますが、十須のところです。

前に僕のホームページに写真も撮って、陳情も申し上げてあります。県にも言うてあります。

いまだにその回答がないので、この予算も出すけれども、町もこんだけのね、県の工事でこ

んだけも出すんやで、それも言うたってほしいということを強く要望して、もう一度答弁を

お願いします。

そして釣堀の孫太郎ね、レク都市公園の中にある、海に向かって右手にあるところのあの

通路は海岸線を散策するための道路である。だから釣堀に行く人もそれを通るのは何ら問題

ない。しかしなれど、車が通ったりしておるのも課長ご存じでしょうが、もしご存じであっ

たとするならば、何か対策をとっておるのかどうかということと、それからあそこは県営プ

ールの駐車場でありましたが、いつ、何年何月何日から釣堀の駐車場に変わってしまって、

ただですらプールの駐車場がないということでですね、サン浦島グループの社長はじめ、レ

ク都市公園の代表はじめ、皆さんで駐車場つくってくれてこう言うておるん。であるのに、

いつのまにかですよ、釣堀の駐車場になっておるの、それは課長はご存じでしょうか。もち

ろん町長じゃなく、町長は知らんと思うで、課長に言うておるんやけども、町長に言うと都

合悪いもんで、あんたに振っておるだけでな、それはいつからなんか。何の理由で、駐車場

が足らん、だから道路に止めて危ないんや、そこをこの前ダンプが通って土運んでおったも

ので、北村議員にも怒られたんや。そこのとこ答えてください。

これはわかったよ。この道路橋りょう費の５０万円わかったけども、そこら把握してくれて

ますかということ。町長は行ったというけどね、誰と話したんかという話。この西小学校と

相賀小学校太陽光発電付けるのは素晴らしいと思います。何で東小学校に付けんか、それは

町長が付けたないで付けんのやで、それはしゃあないわな。そういうことですわ。課長お答

え願います。太陽光発電は諦めい、東小の人は。

川端龍雄議長

山本建設課長。

山本善久建設課長

お答えいたします。まず ４２２号関連の用水路の件でございますけれども、その件は私も聞

いてはおります。詳しくは作業水路、産業振興課の所管でございますので、詳しくは存じあ

げませんけども、そういうような水漏れがあってですね、県にそういうような対策を申し入
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れて、県も対策を講じたというふうには聞いてはございます。ただその辺については、再度

確認をしていきたいと思っております。

また、プールの駐車場が釣堀の駐車場となっておるということでございますけれども、私

も何度か行きましたけど、確かに議員が言われるようにですね、釣堀の利用される方が県営

プールの駐車場を使っているのも事実でございます。ただ、その辺のところにつきまして、

県とその釣堀業者の方とですね、何らかの許可とかそういうことがなされているのかどうか

というのは、確認はしてございませんので、確認はしていきたいと思っております。

それと、歩道をですね、遊歩道を車両が通るということでございますけれども、それにつ

きましても、私も釣堀、園路行きましたときに見てはございますけども、その辺につきまし

てもどのような形態になっておるかということにつきましても、再度県に確認をしていきた

いと思っております。以上です。

川端龍雄議長

よろしい。

ほかに質疑される方はございませんか。

１４番 中本衛君。

１４番 中本衛議員

紀北中移転事業のことに関連してお伺いをいたします。町長は前者議員にも度々児童生徒

の安全と生命を守るために、１日も早く学校の耐震化に向けて取り組んでいきたい旨のご答

弁がございました。今回、私ども全協で示されておりますこの資料でございますが、紀北中

学校移転が概算事業内訳書の中にはですね、用地と建物買収費、また解体工事費等が含まれ

ておりません。それらを比較できるようにですね、事業全体にかかわる一般財源の比較等が、

今この場でお示し願えればお聞きしたいと思います。

そしてから、なおかつここらの計算的、言うたら概算内容表をですね、ＰＴＡや関係機関、

また校区住民にもこのことも踏まえて、こういうことに予算の配分がなるけども、あえて長

校の跡地に紀北中を持っていきたいんだと、そのような説明もなされたんかどうなんか。

それでなおかつですね、もう１点は、長校は築３０年経っていると、改築、新築すればです

ね、それは３０年経っている建物よりも長く持つわけですね。そういうことから加味して、計

算していきますとですね、この今のこれから答えが出てくる試算に対して、概算予算に対し

まして、どちらが長い目で見たら、あっ得なんかなと、そういう計算も簡単にできると思い

ますので、そこらの答弁お願いいたします。
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川端龍雄議長

小倉教育長。

小倉肇教育長

用地等の予算については、ちょっと課長のほうから答えていただきます。なぜですね、そ

の長校を選んだかということだと思うんですけども、改築ということについては考えており

ませんでした。ですから、最初はですね、こういう文部省の指示が出るまでは考えておりま

したけども、四川省の大地震が終わってですね、そして早急に子どもの安全を守らなければ

ならないということで、この２０年度に皆さん方に示した耐震計画案ですね、これ以降は改築

は考えておりませんから、このことについて父兄の方にですね、話はしておりません。

ただ、父兄の方は今言いましたように、長島高校について移転をするということについて

はですね、いろいろな点で理解をしている方が多いのでですね、そういう点での反対とか改

築という点での意見は、私どもは聞いておりません。これは議員の皆さん方またね、いろん

なとこから聞いてますので、議員の皆さん方には耳に入っているかわかりませんが、私ども

のところへは入っておりません。

それから１つはですね、このなぜですね、その改築を、いわゆる予算の上から考えないの

かという点でございますが、私どもは教育委員会として協議してですね、この移転というこ

とを決めた理由は、やはり長島高校の地域、これが一番その紀北中学校の移転先に良いと、

教育的な条件、それから生活指導上の面からですね、一番いいということで決めたわけでご

ざいます。金の面だけで決めたわけではございません。それはいろんな条件があるんですが、

さすがに高校として建てただけにですね、内部は広いですし、廊下も広いですし、またあの

体育館はですね、おそらく補修してきちっとすれば、県下で中学校ではあれほどの体育館は

ないと思います。

ですから、そういった約 ５００人から ６００人の生徒を収容したときの高等学校でございます

から、そういった面でのですね条件を考えると、やはりあそこへ紀北中学校の生徒を入れた

いと、それからもし １００年、あるいはそういう長期スパンでですね、学校の条件を考えたと

きは、やはりあそこは長島地区のですね、子どもたちにとって教育するのに一番最高の地域

であると、そういうところから選びましたので、今のようなパターンになっておるわけでご

ざいます。ご理解願います。

川端龍雄議長

世古学校教育課長。
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世古雅則学校教育課長

はい、議員さんのご質問の用地費についてということでございますけれども、概算の内容、

全協のときにはですね解体費用、それとまた用地の費用は入ってなかったということで、今

回どのようになっているかということでございますけども、これにつきましては全協でも町

長が申し上げておりますけれども、１億 ５，０００万円から２億円程度というふうなことで答え

ております。

それで、今現在ですね、三重県との用地の単価等につきましては交渉中ではございますが、

確かな数字ではありませんけども、１つ１億８千、真ん中あたりをとりまして ５００万円と仮

定しまして、仮に。積算をしてみたいと思います。そうしますと全体価格をこの１億 ５，０００

万円から、その２億円の間の１億 ８，５００万円で仮に設定します。そのうちですね、７５％が学

校用地、約面積按分で７５になるかと思います。また残りの２５％が庁舎用地として区分すると

いうふうにして、またこれも仮定をいたしますと、この場合、金額に直しますと１億 ３，９００

万円が学校用地となりまして、庁舎のほうが ４，６００万円が庁舎用地となると考えられます。

その学校用地の１億 ３，９００万円のうちですね、９５％が合併特例債で購入するということにな

れば、残り５％を一般財源でということにします。また９５％の特例債におきましては交付税

措置がありますので、その交付税措置が７０％と仮定しまして１億 ３，２００万円、５％が ７００万

円、それで合併特例債の償還期間を１５年というような形でリスク等を含めまして検討いたし

ました。そうしますと一般財源ベースでは約ですけども、 ５，３００万円というふうな形になろ

うかと思います。

それで先般入っておりませんでした既設の校舎の解体費用、これにつきましては数字では

お示しさせていただきました ７，３００万円となっております。そうしますと、さきほどの ５，３

００万円と ７，３００万円合わせますと１億 ２，６００万円程度が前回の表から抜けておったのではな

いかなというふうにして思います。それで前回の全協で示させてもらいました、あの一般財

源ベースでは２億 １，０００万円ということで示させてもらっております。それからさきほど示

させてもらいました、概算ではございますけれども１億 ２，６００万円を引いていただきますと、

８，４００万円程度になるのではないかなという、このように概算では積算をしております。

ただ、これにつきましては本当にこう概算ということで、議員のご指摘にもありましたよ

うに、積算させてもらった数字でございますので、これはまたこれから変動するということ

をご理解のうえ、ご承知のうえ、お願いしたいと思います。以上でございます。

川端龍雄議長
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中本衛君。

１４番 中本衛議員

今、概算の試算をしていただきました。改築と移転におけるその差が一般財源における比

較におきましてですね、改築するほうが一般財源で ８，４００万円高くつく、こういうことです

ね。そうですね。そのようなことも踏まえてですね、私はさきほど言うたように、校区の住

民やとかＰＴＡの方々にもこのような試算も示されて、ああそのぐらいの予算やったら私た

ちもちょっと協力しながら何とか新築してほしかったなという声も、今後出てくるのではな

いかと私は心配したもんですから、こういうことをお伺いしたんです。

将来、そういうことがなければええんですが、建て替えてほしかったな、あのとき頑張っ

てなと、こういう声が出てきたときに、地域校区住民の人たちが残念に思うのではないかと。

で、さきほど私申しましたように築３０年経ってますね、片一方ね。新たに建てれば新築です

から、旧長校の跡地を活用すればあと何年活用できるか、これは建物によって違うわけです

が、平成１０年に建物の耐用年数の短縮が示されましてですね、これは減価償却の計算表なん

ですが、学校体育館等はですね、改正前が６０年だったものが、４７年であるとこういうふうに

示されております。そうすると極端に言えば４７年経てば、その資産価値がないよと、こうい

うふうになりますね。すると今の旧長校の跡地で改築して入ったら、あと１７年しかその資産

価値はないんですよと、新築なら４７年資産価値ありますよと、こういうふうなことも考えら

れるんです。

そういうふうな諸々の点から踏まえてですね、こういうことももう少し検討してほしかっ

たなと、ここに至るまでね。そういうことを考えましてですね、最終的に町長のご答弁ある

わけですが、あえて町長は１日も早く安全・安心施設に子どもたちを移すということで、そ

のご答弁いただいておりますが、今、私が述べた諸々のことやこの差額の問題、また耐用年

数の問題等踏まえて、あえて町長はこの移転に対して必死になって進めていくのかどうか、

その点、今の問題等もう一度町民にも言うたら、説明もし、納得もしてもらって移転の方向

で進めていくのか、そのご所信を伺いたいと思います。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

議員のお考えにお答えさせていただきますけども、減価償却が新しく４７年と、鉄筋コンク

リートの場合はね。これまでは耐用年数で考えてきましたね、６０年ぐらいにね。それにして
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もですね、長島高校の建築は非常に強いものであると、そのように認識しております。一番

の私の考えておるポイントはですね、早く安全な学校へ生徒を移転すべきじゃないかという

ことで新築、改築となりますと、長く見積もって３年がズレますね、実施設計、基本設計、

詳細設計等々、それで非常に早くしても２年はズレてまいると思ってます。そのようなこと

は聞いてますんで、現在のところ私が結果、移転という考え方は変わっておりません。以上

でございます。

川端龍雄議長

中本衛君。

１４番 中本衛議員

町長のご答弁いただきました。改築にあたっては３年ぐらいかかるであろうと、町長この

ようにご答弁いただきましたけども、実際にこの移転という決める前からですね、もしこう

いう考えを持っていればですね、もっと早く進められた、こういうことも考えられますね。

その点も踏まえてですね、やっぱり校区住民に、幾重にも、もっともっと説明して、納得し

てもらうような方向づけで、今後進めていっていただきたいと、このように思います。それ

でなければあとで悔いを残すと思いますもんでね、悔いが残らないようによろしくお願いし

ます。以上。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

３番 近澤チヅル君。

３番 近澤チヅル議員

２７ページの社会教育費の中の人権教育事業費の増が４５万 ３，０００円ありますが、これの詳し

い説明をお願いいたします。

川端龍雄議長

家崎生涯学習課長。

家崎英寿生涯学習課長

４５万 ３，０００円の内容を説明させていただきます。まず人権教育推進するための調査研究事

業にかかる経費が３０万円、それともう１つなんですけど、第６１回全国人権同和教育研究大会

の参加のために要する経費であります。それが１５万 ３，０００円であります。それが合計で４５万

３，０００円となっております。以上です。

川端龍雄議長
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近澤チヅル君。

３番 近澤チヅル議員

人権教育に関する研究事業費ということですが、国、県の支出金の３０万円がこれにあたる

んだと思うんですが、これは町独自の事業なのか、県の事業を町が引き受けるようになる、

そういう仕組みのものなのかどうか、お伺いいたします。

そして１５万 ３，０００円は全国大会への交通費ということですが、これはどういう人たちが対

象に行かれるのかどうか。これも全国大会が三重県で開かれるので、動員がかかっているの

かどうか。私、人権教育に関しては純粋な人権教育はすべきだと思うんです。やっぱり寝た

子を覚ますような同和教育は、私は必要ないのではないかという思いがありますので、お伺

いいたします。

川端龍雄議長

家崎生涯学習課長。

家崎英寿生涯学習課長

まず最初に、３０万円の説明をさせていただきます。１１ページに教育費委託金の３０万円がご

ざいます。人権教育推進のための調査研究事業で県の委託事業です。人権に関する学習の機

会、人権教育に関する指導者の研修、情報提供のあり方、関係機関の連携などを調査研究す

る事業でございます。

次に、全国人権同和教育研究大会の１５万 ３，０００円についてご説明いたします。開催日が１１

月の２８日の土曜日、２９日の日曜日の２日間、四日市、桑名、鈴鹿で開催されます。今回の予

算につきましては、全国人権同和教育研究大会の実行委員会から紀北町に７５名の参加要請が

あり、全体大会、分科会に参加する予定であります。これは学校の先生並びに一般町民の方

も参加していただきたいと思っております。以上です。

川端龍雄議長

近澤チヅル君。

３番 近澤チヅル議員

３０万円は県の事業ということですが、県の事業ですべての町が受けなくてはいけないもの

なのか、最後にお伺いいたします。

そして全国大会については、先生、一般、ちょっと先生と一般の先生と言うたような気が

したんですけれども、教員の一般教員と言ったんですか。一般町民と先生ということですが、

交通費、マイクロバスとかを出して７５名の方について行かれるのか、個人で行く場合じゃな
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くて、まとめて行くのかどうかお伺いします。最後になります。

川端龍雄議長

家崎生涯学習課長。

家崎英寿生涯学習課長

まず最初に、人権教育推進のための調査研究事業につきましては、三重県の事業でありま

して、これは各市町村交代というのですか、順番に受けている事業でございます。

続きまして、７５名の参加方法なんですけど、さきほども言ったように全体大会、分科会に

参加する予定です。まず全体大会には４０人を参加予定しております。この場合、全体大会の

会場が四日市ドームとなることから、乗用車等の自家用車等の会場への入場はできないこと

から、貸し切りバス、大型バスを予定して４０人を参加させていただきます。分科会につきま

しては四日市、鈴鹿桑名などの各教育施設で実施されますので、そこへそれぞれ自動車なり、

公共交通機関を使って参加していただく予定になっております。以上です。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終わります。

これで、議案第４３号についての質疑を終了します。

川端龍雄議長

次に、日程第９ 議案第４４号 平成２１年度紀北町国民健康保険事業特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。

これから質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

３番 近澤チヅル君。

３番 近澤チヅル議員

１１ページの積立基金なんですけれども、財政調整基金の ２，７９１万円増の詳しい説明をお願

いいたします。１億何千万円の事業費の中で、この ２，７９１万円を積み立てることになったの

かどうか、そこら辺も含めて詳しい内容をお願いいたします。

川端龍雄議長
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谷口住民課長。

谷口房夫住民課長

お答えいたします。前年度のですね国民健康保険事業の特別会計の決算剰余金１億 ５，１５６

万 １，０００円のうちですね、当初予算ですでに充当済みの ４，０００万円を除き、かつですね、国、

県等からの平成２０年度の精算金、これは返還金にあたりますが、これを除き、さらにはです

ね、当初予算に計上して財政調整基金からの繰り入れを予定しておりました ７，２３７万 ８，０００

円を取り止めまして、残った残金 ２，７９１万円を財政調整基金に積み立てるというものでござ

います。以上です。

川端龍雄議長

近澤チヅル君。

３番 近澤チヅル議員

２０年度の余った剰余金の中から返すべきものを返して、その他を ２，７９１万円ですが、それ

で２１年度末になるんですか、財政調整基金の積立基金の合計はいくらになるんでしょうか。

そして積立基金というのは何パーセントを積み立てるという規定が５％ですが、あるので

すが、紀北町の場合は何パーセントになるのか、お伺いします。

川端龍雄議長

谷口住民課長。

谷口房夫住民課長

お答えいたします。平成２０年度のですね、年度末残高といたしましては、財政調整基金２

億 ９９８万円でございます。これをですね２１年度、今言いましたように当初予算でですね、１５

万 ８，０００円、これは定期にですね、一部積み立てるということの決算利息を１５万 ８，０００円計

上しておりまして、また今回、９月補正でですね、ただいまの ２，７９１万円を積み立て、当初

予算で計上しておりました ７，２３７万 ８，０００円の繰り入れを取り止めました結果ですね、２１年

度の決算見込み額としては２億 ３，８０４万 ８，０００円になる見込みでございます。

２点目のですね、この基金残高の評価でございますが、紀北町の国民健康保険財政調整基

金条例の第２条にございまして、医療費給付費、老人保健拠出金、後期高齢者支援金、介護

納付金等の合計額、これ過去３ヵ年の平均額ですが、この５％以上を積み立てることになっ

ておりまして、この２億 ３，８０４万 ８，０００円につきましてはですね、これで計算いたしますと

１１．４４％ということで、５％を上回っているので基金の積み立て状況としては評価できると、

そのように考えております。以上です。
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川端龍雄議長

近澤チヅル君。

３番 近澤チヅル議員

５％の法律で決められている積立金に対して、１１％の積み立てが紀北町にはあるというこ

とですが、この差額の６％ですね、このまま積み立ててやっぱりさきほどの決算の報告の中

にもですね、収納率というのですか、低下している部分もあって、町民の生活も大変になっ

ておりますが、この差額について保険料に還元するような計画はありますか。

川端龍雄議長

谷口住民課長。

谷口房夫住民課長

お答えいたします。ただいまのご質問ですが、このですね、 １１．４４％ということで５％以

上に積み立てておるわけですが、これを保険料に還元できないかということでございますが、

議員さんもご存じのように医療費の動向というのはですね、今後も伸びる可能性もあります

し、突発的ないろいろなこともですね、起ってくる可能性もありますので、保険料への還元

につきましては慎重に考えていきたいと、そのように思います。以上です。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終わります。

川端龍雄議長

次に、日程第１０ 議案第４５号 平成２１年度紀北町老人保健特別会計補正予算（第１号）を

議題といたします。

これから質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終わります。
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川端龍雄議長

次に、日程第１１ 議案第４６号 平成２１年度紀北町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。

これから質疑に入ります。

質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終わります。

川端龍雄議長

次に、日程第１２ 認定第１号 平成２０年度紀北町一般会計歳入歳出決算認定についてを議

題といたします。

質疑については、まず歳入全般について質疑を行います。歳出については、３９ページの１

款議会費から、７９ページの６款商工費までと、７９ページの７款土木費から １１３ページの財産

に関する調書まで、３分割で質疑を行います。

それでは、１１ページから３７ページまでの歳入についての質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終わります。

次に、歳出３９ページの１款議会費から、７９ページの６款商工費までの質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終わります。

次に、７９ページの７款土木費から、 １１３ページの財産に関する調書までの質疑を行います。

質疑される方はありませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終わります。
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これで、認定第１号についての質疑を終了します。

川端龍雄議長

次に、日程第１３ 認定第２号 平成２０年度紀北町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題といたします。

これから質疑をを行います。

質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終了します。

川端龍雄議長

次に、日程第１４ 認定第３号 平成２０年度紀北町老人保健特別会計歳入歳出決算認定につ

いてを議題といたします。

これから質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終了します。

川端龍雄議長

次に、日程第１５ 認定第４号 平成２０年度紀北町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。

これから質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終了します。

川端龍雄議長
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次に、日程第１６ 認定第５号 平成２０年度紀北町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

認定についてを議題といたします。

これから質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終了します。

川端龍雄議長

次に、日程第１７ 認定第６号 平成２０年度紀北町水道事業会計決算認定についてを議題と

いたします。

これから質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

１６番 東澄代君。

１６番 東澄代議員

すみません、ちょっとお伺いします。２点だけ、水道の認定説明書にありますように、受

贈財産評価額、当年度ですが、６万 ７，８４０円、これの内容についてと、未収金についての内

容をちょっとお聞かせください。

川端龍雄議長

村島水道課長。

村島成幸水道課長

議員、誠に申し訳ありません。もう一度ページとどのことかを、もう一度お願いできませ

んでしょうか、すみません。

川端龍雄議長

東澄代君。

１６番 東澄代議員

８ページでですね、当年度発生額の受贈財産評価額６万 ７，８４０円というのがありますよね。

それから未収金、１０ページ、資産の部なんですが、未収金でありますよね。その未収金の内

容とお聞かせください。

川端龍雄議長
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村島水道課長。

村島成幸水道課長

失礼いたしました。それでは８ページ、受贈財産評価額の当年度発生額６万 ７，８４０円につ

いて説明をさせていただきます。ほかから贈を受けた財産の評価額を積み立てたもので、新

規加入者の量水器、あるいは固定資産評価額ですね、それらについてを受けたものでござい

まして、少し申し上げますと、１３㎜の新規加入量水器の固定資産の評価額が６万 ７６０円で、

それからですね、古里道瀬簡易水道新規加入量水器ですけども、これが １，７２０円、１３㎜が１

個でございます。あるいは赤羽の簡易水道新規加入の量水器ですね、これも１件で１３㎜です

が、これも １，７２０円でございます。あと十須簡易水道新規加入量水器、これは１３㎜が２件あ

りまして ３，６４０円、合計上水道が一番多くて６万 ７６０円ですけれども、合計いたしまして６

万 ７，８４０円ということになるんですけれども、量水器の新規加入分でございます。はい。

もう１点ですね、１０ページの未収金でございます。これは資産の部の流動資産、未収金で

６，８５９万 ８，９８５円でございますけれども、これは未収の水道料金が ６，５０６万 ３，４８５円、それ

とですね、工事検査手数料、これはもう２１年度に入りましてもらっておりますけど ７，５００円、

それから加入分担金が２７万 ３，０００円ございました。それと営業外の未収金といたしまして、

３２５万 ５，０００円ありましてですね、合計が ６，８５９万 ８，９８５円となっております。これらにつ

いて水道料金の未収以外は２１年度においてすべて収入しております。

川端龍雄議長

東澄代君。

１６番 東澄代議員

海山区のほうは２ヵ月検針で、料金徴収も２ヵ月徴収だったんですけれど、長島区のほう

も大体１年ぐらいで、１９年度と比較して未収金が増えたんでしょうか、大体同じような額な

んか、その辺だけちょっとお聞かせください。

川端龍雄議長

村島水道課長。

村島成幸水道課長

昨年の７月から紀伊長島区のほうも条例改正施行いたしまして、７月、８月を９月の１日

に検針して、９月の２６日に第１回目の口座引き落とし、あるいは自主納付をしていただいて

おります。これらについて私どもまとめたものがございます。現年度ですね、これは紀伊長

島区の上水なんですけれども、少しお待ちください。平成１９年の決算の徴収率ですけれども
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９０．６、それから２０年が９０．４％でしたが、２１年今年の３月３１日はですね、９５．６と逆に徴収率が

上がった結果になっております。これもですね、私ども７月から２ヵ月検針、２ヵ月の引き

落とし、一括した引き落としを大変心配したわけなんですけれども、紀伊長島区のほうで多

々苦情もありましたですけれども、徴収率としては逆に上がってきております。

またですね、１回目の口座引き落としで落ちない、口座振り替えできなかった場合は、ま

た連絡いたしまして翌月落とすと、振り替えしてもらうようにですね、また依頼もするよう

にしました。以上でございます。

川端龍雄議長

東澄代君。

１６番 東澄代議員

課長、大変努力されたと思うんですよ。停水とか、厭味言われて、長島のほうでも相当苦

情があったんです。２ヵ月ということに対しては、今でもときどき話はあるんですけれど、

説明しているんですけれど、努力されたことにご苦労さんと言いたいです。どうも。

川端龍雄議長

ほかに質疑される方はございませんか。

１１番 入江康仁君。

１１番 入江康仁議員

企業債の概況ということで、１８ページの償還のあれなんだけど、これ借入先はこの財務省

財政融資地方公営企業と、また紀北信用金庫、第三銀行、百五銀行とあるんですね。その中

でですね、この繰上償還に伴う借換債ということで、この国からのはあとでまた言いますと

いたしまして、この第三銀行、紀北信用金庫、百五銀行と、この中でですね、この第三銀行

は町長、この指定銀行ですね。その中で一番多いのは前年度末残高の紀北信用金庫で、２億

７，３００万円、そして三銀と百五がなかって、本年度の借り入れが ８，０００万円と ９，３００万円で

すか、百五で。これはですね、町長、利率的にはあなたこの間、第三、指定銀行の指定の継

続に対してですね、いろいろ有利な条件ということで言っておられたけど、有利な条件だっ

たらこれ一本化にこれ借り入れして繰上償還できないんですか。紀北信用とか百五等を借り

られ、今回でも百五のほうが多いんですね、 ９，３００万円、第三銀行は ８，０００万円、そういう

中でどういうような条件の中で有利な条件を、ちょっとお聞かせください。

川端龍雄議長

奥山町長。

１３３



奥山始郎町長

金利の入札をやって、有利なところに決めさせていただいておるということが１つありま

す。それから指定金融機関との借り入れの中でですね、異常な事態が発生したときに、借り

入れ等の相殺ですね、それができるように考えております。

川端龍雄議長

１１番 入江康仁君。

１１番 入江康仁議員

だったらですね、その金利的な有利な条件があるんだったら、なぜこの紀北信用金庫の２

億 ７，３００万円が償還しているから、２億 ２，７９０万円ですね、約。それで今回の借り入れは第

三銀行が ８，０００万円で、百五が ９，３００万円、なぜ安いところでたくさん借りるようなことし

ないんですか、それが１点とですね。

それで、そのあとで企業債ですね。企業債明細書２５ページ、２６ページ、２７、２８等関連しま

すけど、その中で２５ページ、紀伊長島区に対しては大体５３年から６１年に借りられた ６．５です

か、利率の高いのはもう償還しているけど、その中でまだ３．２５、３．４０というのがずっとまだ

残っておるわけですね。そして主に償還しているのが１７年、１８年の２．１０ぐらいの、低いとこ

ろを償還しておるんですね。そういうところと。

それでまたその２７ページの中でもそうですね、ずっとその平成１８年度から１９年度、２０年度

による利率の低いところを繰上償還しておるんでしょう、これ。海山区のところでも１９年、

２０年の利率の低いところをして、また６２年、６３年の平成４年、５年、６年の ５．５、 ４．０、４．

４０％のところをまだたくさん残っておるんですけど、本当にその金利の高いところの繰上償

還するというのだったら、なぜこのような高い利率のところを償還しないで残しておるんで

すか。

そして、なぜこの１７年、１８年、１９年、海山区に対しても紀伊長島区に対してもですね、主

に １．３％とか、 ２．１％ですね、主に。そういうとこ償還して高いところをなぜそのように置

いてあるのか、償還しないで、そこのところの答弁をお願いします。

川端龍雄議長

奥山町長。

奥山始郎町長

償還の方法はそれぞれ年度別でしていくものですが、高い金利については繰上償還はでき

るだけするようにしておりますけれども、詳細についてちょっと課長に答弁させますわ。ち
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ょっと待ってください。

１１番 入江康仁議員

それはいいんだけど、先に指定銀行の第三銀行に対してね、指定銀行であるにもかかわら

ず、今回でもその百五で ９，３００万円、三銀で ８，０００万円でしょう。そして紀北に対しては約

４千どんだけは償還しておるけど、こういう経緯はどうなんですか、指定銀行としての第三

銀行の役割は。

奥山始郎町長

もちろんいろいろ、入札、金利を入札しておるんです。

１１番 入江康仁議員

だから金利の安いとこで借りたらどうですかと言うておるの。

奥山始郎町長

そういうことです。その都度やっておるです。起債を借りるときに、金利の入札をやって

おります。

１１番 入江康仁議員

ほかのあれを、入札を。

奥山始郎町長

よろしいか、はい。

川端龍雄議長

村島水道課長。

村島成幸水道課長

起債の借換えについての説明を申し上げます。ページは２５、２６のところでございますけれ

ども、今、議員言われましたこの、例えば（１）の上水道「紀伊長島区」のところで見ます

とですね、中間真ん中のあたりですが、未償還残高が０、０、０と３段あります。そして利

率が６．０５、６．０５、６．３０というのがありまして、償還の最終のところで２０年９月１日とかです

ね、２０年９月１日、２つあります。それから２８年３月２５日というのも入っておるわけですけ

ども、実はこれは平成１９年からですね、高率の起債を国が要するに罰則を設けずに高い利息

のものを返してよろしいという法律ができまして、１９、２０年と返済させていただきました。

特に１９年につきましては７％以上のもの、それから２０年度は６％以上の利息のものの起債を

返還させていただきまして、それにあたる起債の部分をですね、下の部分の例えば０．９８とか

０．９５、１．０５、１．１２というものに借換えをしたということでございます。
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その借換えをさせていただきましたのが、地元の紀北信用金庫であり、株式会社第三銀行、

あるいは百五銀行であったという、それは入札で率の低いところに借換えをしたというもの

でございます。以上、そのようなことなんですけれども、したがいまして、利息はですね、

昨年度で高い利息のものと、これに借換えたためにですね、利息がいくらぐらい節約された

かと言いますと、昨年で １，８００万円ぐらい、今年で １，９００万円ぐらいの利息が節約されて、

私どもの事業の中に入ってきておるということでございまして、それらが大きい今年の利益

につながったものと、私ども解釈しております。以上でございます。

川端龍雄議長

入江康仁君。

１１番 入江康仁議員

いえ私が聞きたいのは、その第三銀行のその継続を指定銀行としての継続のときにね、町

長、いろいろな条件等が良かったからということの中で、毎回入札をこないしてするんだっ

たらさな、その以前した有利な条件のもとで契約、事業の指定を延長した契約する意味がな

かったんじゃないですか、それが１点。

そして今、課長が言われたようにですね、この償還周期というのは、この最後の借り入れ

したのが、仮に２５ページの一番上を見ると６１年、３つ目ですね。３月２５日に借り入れをした

ものが、平成２８年３月２５日が償還の最終期限ですよということでしょう。それ今言われた２０

年９月１日に償還いたしましたというような説明したけど、これは最初から２０年９月１日が

償還期限じゃなかったんですか。そういう説明じゃないよ、あなたの言い方は。これの日に

償還したというんだったら、償還周期の期日は皆これ借りたときの償還の周期でしょう。そ

れあなたの言われた今の２つの２０年９月１日に償還しましたということは、繰上償還した期

日を言っておるんですか。それとも借り入れ５３年１２月２０日に一番上にあるように ７５０万円を

借りて、 ６．５％の利率で償還が２０年９月の１日が償還の最終日やったという意味なんか、そ

のとこきちっと言わなね、今のあなたの答弁では繰上償還したのが２０年の９月１日というよ

うに受け止めますよ。

それともう１つ、これが９月１日じゃなかったんだったら、いつだったん。それ皆これ関

連してきますよ。今の答弁で。そこはどうなんですか。

川端龍雄議長

村島水道課長。

村島成幸水道課長
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ただいまの議員の質問に答えます。はい、この償還周期というのが平成２０年９月１日とい

うのが入っておりますが、これは本当は本来はもう少し２０何年であるとか、平成３０年である

とかという長い期間があるんですけれども、償還を繰り上げてさせてもらいましたものです

から平成２０年９月１日と、繰上償還をさせてもらった日が最終ということで、ここに記述さ

せていただきました。

１１番 入江康仁議員

いやいや議長いいですか、それだったら大きなこれ問題が起ってくるのは、３つ目の６１年

３月２５日に ２，０００万円借りて、最終の平成２８年３月２５日になっておるですよ、 ６．３％が。償

還周期が。しかし、これゼロでも返しておるのに、なぜほんならこれの期日の明記は違うじ

ゃないですか、これは大きな問題ですよ、こういうことは。これらは指摘されて直すべきも

んじゃないですよ。これは資料としてこんな資料出されたら、議長、虚偽の偽造したような

これを出すのだったら、大変ことになりますよ、お金のことですから。きちんと説明してく

ださい。いやいや課長に説明させて、そのあと副町長に、町長これ監督的なあれもあるから。

川端龍雄議長

副町長。

紀平勉副町長

すみません。説明させていただきます。おっしゃるとおりですね、今２５ページ、２６ページ

の表を見ていただきますと、償還周期ありますね。これが本当の返し終わる予定日ですね、

ですから、一番上の表を見ますともうこれ２０年９月１日、これちょっといつ返したかわかり

ませんけども、これはもうすでに終わっていると、それから上から３つ目を見ていただくと、

２８年３月２５日がお尻になってますけども、残高がゼロということは、これは繰上償還をした

ということでございます。

それでちょっとこの起債について説明をさせていただきますと、借入先を見ていただきま

すと、大蔵省とか公営企業金融公庫とか、政府系金融機関の名前がズラッと書いてあります。

さきほどペナルティというお話があったんですけども、こういった政府系金融機関はですね、

貸し出しをして、その利率を計算をして、その利率をもって自分とこの運用全体を考えてま

す。年金とかあれも一緒なんですけども、ですから繰上償還されることによって、その利率

が減ることによって、全体の資金運用が変わってくるということで、原則繰上償還は認めな

いと、もし繰上償還するんであればペナルティを払ってくださいよということで、繰上償還

原則認めてなかったです。
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そういった中で、さきほど言いましたように、政府があまりにも地方公営企業が経営が厳

しくなるから、補助金を付けて繰上償還してもいいですよということで、繰上償還をしたと

いうことで、この表の見方ですけど償還周期につきましては、当初契約したときのそこまで

で返してくださいというお尻の年月ということで、ご理解ください。

川端龍雄議長

入江康仁君。

１１番 入江康仁議員

ちょっと答弁不足で、要は私の言っておるのはですね、その副町長が言われたことは、

これ私も十分認識してます。それはもうこの大蔵省とかいろんな中で運営していくために、

償還は利率の高いのはできるだけしないようにと、できるだけなんです。しかし、さきほど

の答弁の中で繰上償還してもいいよと、利率の高いのは。その代わり今は国からですね、い

ろいろな地方財政の監督が厳しくなる以上、今度は地方財政も今まで以上にそんな利率の高

いもんはどんどん償還して、自分とこできちんと楽なようにやっていきなさいよと言うて、

変わってきておるはずです。あなたの答弁は１０年前のことですよ。そんなことわかっておる

ん、それは。

だけど今言うておる答弁は、これは９月の１日に償還した２つは来ておるんですよ。起債

のやり方が駄目だということなんですよ。だからさきほどの答弁では２０年９月１日と言うて

おるのが、上からの２つの６．０５％なんです。しかし、 ６．３％の２８年３月２５日もゼロになって

おるのが繰上償還されたことなんでしょう。だから同じように償還周期がどちらがどうなん

だということなんですよ。だから当初の本当のやり方は３つ目のですね、 ２，０００万円が償還

をしたのが、本当の契約の中では２８年３月２５日だよと、しかし、利率が高いから償還しまし

たという意味でしょう。しかし、課長の言われた平成２０年９月１日にしたと、これはずっと

先だったけど、償還した期日を入れたとこうなっておるから、そんなら上が本当の起債かど

うかということを言っておるんですよ。そこの答弁を求めておんの。だからあなたの大蔵省

とかどうのこうのというのは全然違うんだよ、副町長。しっかり質問も聞いてもうてせな。

そこ議長きちんと答弁させてください。わかってます。

川端龍雄議長

最後にちゃんと精査して答弁、はい、副町長。

紀平勉副町長

申し訳ございません。ちょっとわかりにくい説明で、これは２０年度の決算でございますの
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で、２０年９月１日が償還終焉ですんで、すでに９月１日に定時償還したという。

１１番 入江康仁議員

いやさ周期はそれは２０年９月１日だったらいいけど、償還周期が。違うという、これはま

だ先だったけど９月１日に償還したから９月１日と明記したと言うたやないかな。副町長あ

んたわからんのやったら、先課長に答弁させなさい。あんた間違うたことを横から手出すか

らおかしいことになっていくんだよ、あんた。

川端龍雄議長

村島水道課長。

村島成幸水道課長

失礼しました。私、その辺をしっかりと。間違えまして、これは２０年９月１日の最終周期

の起債でございました。したがいまして、３段目のほうが ２，０００万円については借換えをし

た ２，０００万円だと、で未償還残高ゼロになったよということでございます。

また、その上水道の海山区のところで見ていただいてもわかりますように、６％以上のも

のが未償還残高ゼロになっているところが４段あろうかと思います。これらについては償還

期間が２６年とか２８年、あるいは３２年、平成３３年となっております。私のさきほどの説明が間

違っておりました。どうも失礼しました。

１１番 入江康仁議員

いやいやだからこの２０年９月１日は何を根拠に書いておるわけ。

村島成幸水道課長

これは償還の最終の日付でございます。この２段ですね、はい。

川端龍雄議長

よろしいですか。

ほかに質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終了します。

これで、各議案に対する質疑を終了します。
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日程第１８～日程第１９

川端龍雄議長

次に、報告案件に入ります。

お諮りします。

報告第８号と第９号については、提案理由並びに内容説明を求めるにあたり、一括して説

明を求めることとしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

異議なしと認めます。

したがって、報告２件については一括して提案理由並びに内容説明を求めることに決定し

ました。

それでは、提案者から一括して提案理由の説明を求めます。

奥山町長。

奥山始郎町長

それでは、２件の報告について、ご説明申し上げます。

報告第８号 平成２０年度健全化判断比率の報告についてでありますが、地方公共団体の財

政の健全化に関する法律が制定され、平成１９年度分から報告が義務付けられているものであ

り、同法第３条第１項の規定により平成２０年度健全化判断比率を監査委員の意見を付けて、

報告するものであります。

報告第９号 平成２０年度公営企業に係る資金不足比率の報告についてでありますが、これ

につきましても、報告第８号と同様、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が制定され

たことに伴い、平成１９年度分から報告が義務付けられたものであり、同法第２２条第１項の規

定により平成２０年度公営企業に係る資金不足比率を監査委員の意見を付けて、報告するもの

であります。

以上、２件の報告につきまして、提案理由をご説明申し上げましたが、詳細につきまして

は、それぞれ担当に説明いたさせますので、よろしくお願い申し上げます。

川端龍雄議長

続いて、内容説明を求めます。

報告第８号についての内容説明を求めます。
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塩崎財政課長。

塩崎剛尚財政課長

報告第８号について説明させていただきます。議案書の２３ページをお願いします。

報告第８号 平成２０年度健全化判断比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項の規定に

より、平成２０年度健全化判断比率を監査委員の意見をつけて報告する。

平成２１年９月８日提出

紀北町長 奥山始郎

法律第３条第１項の規定によりまして、地方公共団体の長は毎年度、前年度の決算の提出

を受けた後、財政の健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査

委員の審査に付し、その意見をつけて当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ公表を行う

ものであります。

なお、健全化の判断比率でありますが、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債比率、

将来負担比率の４つの項目があります。この比率が基準以上となると財政の健全化や再生の

ための計画を策定しなければなりません。

それでは２４ページをご覧ください。

初めに、実質赤字比率でありますが、赤字が生じていませんので数値の記載がありません。

次に、連結実質赤字比率につきましても、同様に赤字が発生していません。

次に、実質公債比率でありますが、１４．７％で前年度と比べまして ０．７％の改善となってい

ます。参考に記載しています早期健全化基準の２５％に比べましても低い数字となっています。

次に、将来負担比率でありますが、８０．６％で前年度と比べまして１７．３％の改善となってい

ます。地方債残高が減ったことが要因の主なものであります。早期健全化基準の ３５０％と比

べましても低い数字となっています。いずれの数値も基準をクリアしたものとなっています。

しかしながら、当町の財政状況を見てみますと、地方税などの自主財源が少なく、地方交

付税などの依存財源に頼っているのが現状であり、実質公債比率につきましては県下の市町

と比べますと、依然として高い数値となっています。

なお、２５、２６ページにつきましては、紀北町監査委員さんによる意見書であります。以上

であります。よろしくお願いします。

川端龍雄議長

次に、報告第９号についての内容説明を求めます。
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村島水道課長。

村島成幸水道課長

報告第９号について説明させていただきます。議案書の２７ページをお願いいたします。

報告第９号 平成２０年度公営企業に係る資金不足比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第１項の規定に

より、平成２０年度資金不足比率を監査委員の意見を付けて報告する。

平成２１年９月８日提出

紀北町長 奥山始郎

２８ページをお願いいたします。

法律第２２条第１項の規定によりまして、公営企業を経営する地方公共団体にあっては、毎

年度公営企業の経営の健全性を示す手法として資金不足比率を算定し、監査委員の審査に付

したうえで、議会に報告し、公表しなければならないこととされてました。

資金不足比率とは、公営企業の資金不足額を公営企業の財政規模であります営業収益、料

金収入の規模と比較して明らかにし、経営状況の深刻度を示すものであります。これが経営

健全化基準２０％以上となった場合は、経営状況が悪化した要因の分析を踏まえ、資金不足比

率を経営健全化基準未満とすることを目標として、経営健全化計画を定めなければならない

こととされました。

本町水道事業会計の資金不足比率については、資金不足額が生じていないことから、当該

比率が該当なしとなります。小さな印ですけど、ハイフンが入っております。平成２０年度に

おきましては、経営健全化基準を十分に満たしている状況でありますが、今後も事業の経営

状況を把握し、必要に応じて適切な健全化対策を講じるよう努力してまいります。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

川端龍雄議長

以上で説明を終わり、続いて質疑を行います。

日程第１８ 報告第８号 平成２０年度健全化判断比率の報告について議題といたします。

これから質疑を行います。

質疑される方はありませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終わります。
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川端龍雄議長

次に、日程第１９ 報告第９号 平成２０年度公営企業に係る資金不足比率の報告についてを

議題といたします。

これから質疑を行います。

質疑される方はございませんか。

（「な し」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

以上で、質疑を終わります。

これで報告案件に対する質疑を終了します。

ただいまの報告案件については、聞き置くこととし、これで報告事件については終了しま

す。

日程第２０

川端龍雄議長

次に、日程第２０ 請願案件を議題といたします。

お手元に配付の請願文書表のとおり、請願３件をここに受理することとし、別紙請願文書

表を朗読させ、説明に代えさせていただきます。

中野議会事務局長。

中野直文議会事務局長

それでは、請願文書表より請願を説明させていただきます。

受理しました請願につきましては３件ございまして、いずれも平成２１年８月２７日に受付を

いたしております。

まず、請願第１号「３０人学級を柱にした義務教育諸学校および高等学校次期定数改善計画

の策定、教育予算拡充」を求める請願書でございまして、３０人学級を柱にした義務教育諸学

校および高等学校次期定数改善計画の策定、子ども一人ひとりの豊かな学びや、総合的な学

校の安全対策の実現に向け、教育予算の増額を行うよう決議いただき、国の関係機関に意見
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書を提出していただきたいというものでございます。

請願第２号につきましては、「義務教育費国庫負担制度の存続と、負担率２分の１への復

元」を求める請願書でございまして、義務教育費国庫負担制度が存続され、国庫負担率が２

分の１へ復元されるよう決議いただき、国の関係機関に意見書を提出していただきたいとい

うものでございます。

請願第３号につきましては、「保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度の拡充」

を求める請願書でございまして、保護者負担の軽減と就学・修学支援に関わる制度が拡充す

るように決議いただき、国の関係機関に意見書を提出していただきたいというものでござい

ます。

請願者の住所及び氏名、紹介議員、付託委員会につきましては、いずれも同じでございま

して、請願者につきましては、紀北町ＰＴＡ連絡協議会会長の倉本和之、三重県紀北町校長

会会長中村素啓、三重県教職員組合紀北支部支部長谷川進悟となっており、紹介議員につき

ましては、松永征也議員、平野倖規議員、平野隆久議員でございまして、いずれも教育民生

常任委員会へ付託するものでございます。以上でございます。

川端龍雄議長

以上で、請願案件の説明を終わります。

なお、受理した請願については、文書表のとおり、所管の委員会に付託することとなりま

すので、ご報告申し上げます。

以上で、今回提案されました事件についての質疑は、すべて終了しました。

川端龍雄議長

決算認定の議案が上程されたことにより、議案を提出するため、この場で暫時休憩いたし

ます。

（午後 ６時 ３２分）

（ 追 加 議 案 の 配 付 ）

川端龍雄議長
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休憩前に引き続き、会議を開きます。

（午後 ６時 ４１分）

川端龍雄議長

本日、認定議案が上程されたことにより、決算特別委員会の設置に関する議案を提出いた

します。

お諮りします。

これを日程に追加し、追加日程第１として議題といたしたいと思いますが、ご異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

異議なしと認めます。

したがって、発議案第４号は日程に追加し、追加日程第１とし、直ちに議題とすることに

決定いたしました。

追加日程第１

川端龍雄議長

追加日程第１ 発議第４号 決算特別委員会設置に関する決議について議題といたします。

お諮りします。

本件については、認定案件６件を審査するため、委員会条例第６条の規定により、委員１０

人で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにいたしたいと思いま

す。

なお、審査期限については、審査が終了するまでとし、閉会中もなお審査を行うことにい

たしたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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川端龍雄議長

異議なしと認めます。

したがって、本件については委員１０人で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託し

て審査を行うことに決定しました。

川端龍雄議長

お諮りします。

ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任についてでありますが、委員会条例

第８条の規定により、議長において指名することにいたしたいと思います。ご異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

異議なしと認めます。したがって、委員の選任については議長において指名することに決

定しました。

お諮りします。

決算特別委員会の委員に、

１番 東 篤 布 君 ２番 中 村 健 之 君

４番 家 崎 仁 行 君 ７番 玉 津 充 君

１０番 岩 見 雅 夫 君 １２番 平 野 隆 久 君

１５番 中津畑 正 量 君 １７番 松 永 征 也 君

１８番 垣 内 唯 好 君 １９番 奥 村 武 生 君

の１０人を指名いたします。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

異議なしと認めます。

したがって、決算特別委員会委員に、ただいま議長がご指名したとおり選任することに決

定します。

川端龍雄議長

決算特別委員会の委員が決定しましたので、委員会条例第１０条第１項の規定により、直ち
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に決算特別委員会を招集し、委員長の互選を行わせることにいたします。

なお、互選に関する職務は同条第２項の規定により、年長委員が行うことになります。ま

た委員長が互選されたならば、新委員長の招集した委員会に切り替えていただき、副委員長

の互選を行っていただきたいと思います。

川端龍雄議長

それでは、ここで暫時休憩いたします。

（午後 ６時 ４４分）

（ 委 員 会 付 託 表 の 配 付 ）

川端龍雄議長

休憩前に引き続き、会議を開きます。

（午後 ６時 ４９分）

川端龍雄議長

ただいまの互選結果について報告いたします。

決算特別委員長に、平野隆久君

副委員長に、玉津 充君

が就任されました。

決算審査にあたっては、よろしくお願いいたします。

川端龍雄議長

お諮りします。

議題となっている各議案については、会議規則第３９条第１項の規定により、別紙委員会付

託表のとおり、それぞれ担当委員会に付託することとにいたしたいと思いますが、ご異議あ
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りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

川端龍雄議長

異議なしと認めます。

したがって、別紙委員会付託表のとおり、各担当委員会に付託することに決定しました。

なお、付託案件の審査については、明日の９日は、総務財政常任委員会。

１０日は、教育民生常任委員会と産業建設常任委員会の開催といたします。

原則として、午前９時３０分からの開催となっていますが、１０日は２つの委員会の開催とな

るため、産業建設常任委員会については、午後１時からの開催といたします。

また、休会中であればいつでも常任委員会を開催されても結構です。委員会の運営につい

ては、各委員長において取り計らっていただくようお願いいたします。

川端龍雄議長

これで、本日の日程はすべて終了いたしました。

本日はこれで散会いたします。

どうもご苦労さんでした。

（午後 ６時 ５０分）

１４８



地方自治法第 １２３条第２項の規定により下記に署名する。

平成２１年１１月３０日

紀北町議会議長　　川端龍雄

紀北町議会議員　　岩見雅夫

紀北町議会議員　　入江康仁
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